
令和５年度 日野市内部統制評価報告書 
 

 

地方自治法第 150 条第 4 項の規定による評価を行い、同項に規定する報告書を次のとおり

作成しました。 

 

 

１．内部統制の整備及び運用に関する事項 

日野市長は、日野市の内部統制の整備及び運用に責任を有しており、当市においては、

「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成 31年 3月総務省公

表。以下「総務省ガイドライン」という。）を踏まえ、「日野市内部統制基本方針」（令和 3 年 8

月 23 日）を策定し、当該方針に基づき財務に関する事務に係る内部統制体制の整備及び

運用を行っております。 

なお、内部統制は、内部統制の目的の達成を阻害する全てのリスクを防止し、または、当

該リスクを適時に発見し得るものではないものの、内部統制の各基本的要素が有機的に結

びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。 

 

２．評価手続 

日野市においては、令和 5年度を評価対象期間とし、令和 6年 3月 31日を評価基準日

として、財務に関する事務及びリスクの発生状況から対象とすべきと判断される事務（以下

「財務等に関する事務」という。）について、評価を実施しました。 

ただし、以下のリスクについては、例外的に評価対象としています。 

① 令和 4 年度以前に発生したが、その存在を令和 5 年度以前に認知され、令和 5 年

度中に評価が確定（令和 6年 5月開催の内部統制推進本部における確定を含む）し

たリスク 

② 令和 5年度に発生したリスクであるが、その評価について令和 6年 5月開催の内部

統制推進本部において確定したリスク 

評価に当たっては、管理部門におけるリスク評価及び各部署によるリスク評価を実施しま

した。各部署におけるリスク評価の対象としては、過去のリスク事案の再発防止の観点から

特に重点的にモニタリングすべきと考えられる次のリスクとしました。 

【各部署における評価対象リスク】 

① 不十分な引継 

② 進捗管理の未実施 

③ 機密情報の漏えい・紛失 

④ 勤務時間の過大報告 

⑤ 関連法規の確認不足 

 

３．評価結果 

上記評価手続のとおり、ガイドラインに規定する評価作業を実施した限り、評価対象期間

中における運用上の重大な不備を把握したため、日野市の財務等に関する事務に係る内部



統制は評価対象期間において有効に運用されていないと判断いたしました。 

 

 

４．不備の是正に関する事項 

運用上の重大な不備については、次のとおり事案毎に各部署において是正を終えていま

す。また、全庁に周知することにより、類似事案の再発防止を全庁にわたって徹底します。 

(1) 委託業務契約に対する消費税法適用の誤認識による仕入れ税額控除の適用誤り（運用

上の不備） 

市から都に業務委託している事務の消費税の取扱いについて、R5.11 月の都からの通知

（請求書）によって始めて不課税であると認識した。従来は課税扱いと認識しており、その認

識の下に仕入れ税額控除を適用したうえで消費税を納税していた。不課税であることがわ

かったため、過去 5年分の消費税額を再計算し、修正申告したうえで納税することとなった。

さらに、延滞税の支払いが生じた。 

【是正の状況】 

➢ 消費税の課税判断に懸念のある案件の洗い出し作業を行う 

➢ 上記案件に対し、消費税法適用についての確認を行い、結果、消費税が課税されな

いものと確認された案件についてはリスト化し、確定申告決裁時に添付することとす

る 

➢ 決算支援業務の委託契約内容を見直し、R6 年度からは確定申告の支援業務を追

加し、税理士にチェックしてもらうようにする 

➢ そのほか、同様の状況にある他自治体と再発防止策の情報共有をし、当市において

採用できるか検討していく 

 

(2) 保険料の遡及賦課誤り（運用上の不備） 

法改正により保険料賦課についての期間が明確化されたが、納付方法（特別徴収・普通

徴収）により納期限が異なるため、改正により保険料の納付方法毎に賦課期限日を設ける必

要があった。しかし、システム設定上は特別徴収に関して本来異なる普通徴収の期間設定

（7 月 31 日）がされており、特別徴収被保険者において、平成 29 年度より本来賦課できな

い 2年を超えた期間において賦課、還付処理を行っていた。 

【是正の状況】 

➢ システムにおける適切な期間設定。なお、期間設定対応が終了するまでは、エクセル

等で管理し、職員の目で確認する。 

➢ 制度改正における対応は、ベンダー任せとせず市側も内容確認に努める。 

➢ 法改正時には、法改正内容を職員が読込み、疑義がある場合は必ず国への照会や

法律相談を行うこと、また、システム改修内容については、法改正内容と齟齬がない

か確認を行うよう、庁内に周知する。 

 

(3) 都補助金の返還及び違約加算金（運用上の不備） 

国費及び都費を活用し、市が令和３～５年度にかけて実施していた民間事業者による建

設に対する助成事業において、都要綱上の条件を満たさない部分があることが判明。市が



助成する要綱上では、この条件を記載していないことから民間事業者側に瑕疵はなく、市が

条件を満たさない内容のうち既に受領していた令和３・４年度交付額を都に返還することとな

ったもの。また、併せて違約加算金が上乗せされた。 

【是正の状況】 

➢ 都と連携を密にすると共に、分かりやすい制度に改めるよう要望する。 

➢ 制度活用時には、詳細な内容把握に努める。 

 

 

令和 6年 5月 27日  日野市長 大 坪 冬 彦  

 



 

 

 

 

 

令和５年度 

日野市内部統制評価報告書 
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内部統制推進本部 

令和６年５月 27日 
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Ⅰ 日野市の内部統制制度 

１ 制度の概要 

近年、日野市において不適正な事案が発生しています。令和 2年第2回日野市議会臨時会

において公表した『「第三者委員会報告における未解明の徹底究明と川辺堀之内土地区画整

理事業組合への市助成金交付の妥当性及び同組合の資金管理等の実態解明を求める決議」

に対する調査結果報告書』の中では、再発防止策として内部統制制度の導入を挙げられてい

ました。 

これを受け、日野市では地方自治法第 150 条第 2 項において努力義務とされている内部

統制制度を令和 3年 8月に導入し、再発防止に向けた取り組みを全庁的に進めています。 

 

(1) 基本方針の概要 

日野市では、「日野市内部統制基本方針」（以下「基本方針」という。）を、総務省の発出し

た「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」に示された内部統制の４

つの目的（（①業務の効率的かつ効果的な遂行、②財務報告等の信頼性の確保、③業務に

関わる法令等の遵守、④資産の保全）を達成すべく、各目的に対応させ、次の４つの方針とし

て定めています。 

①〔行政評価システム〕 

税収をはじめ、限りある財源を有効活用し、その中で最大の市民満足度を得るため、

事務事業の所管部署、市民及び市により事務事業等の目標・手法・成果等を検証する

ことで、有効性及び効率性の確保に繋げます。 

②〔公金・予算管理〕 

予算編成から契約、会計事務などの財務に関する業務プロセスにおいて、公金支出

等のルールを明確にし、また予算の適正な執行管理を行うなどの財務に関するルール

を適切に運用することで、財務報告の信頼性を確保します。 

③〔法令遵守・コンプライアンス〕 

法令遵守による適正な業務執行、服務義務の徹底、職務情報の適正管理や交通法

規の遵守、退職管理の適正の確保など、コンプライアンスの推進に向け、組織的に取り

組みます。 

④〔資産の適切な管理〕 

資産の取得、活用及び処分のルールを明確にし、市が保有する資産について適切に

保存、管理します。 

 

(2) 評価対象期間 

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日 

 

(3) 評価基準日 

令和 6年 3月 31日とします。なお、地方自治法第 235条の 5に規定する出納閉鎖まで

の整理事項は、評価基準日までに整理されたものとします。 
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ただし、以下のリスクについては、例外的に評価対象としています。 

① 令和 4 年度以前に発生したが、その存在を令和 5 年度以前に認知され、令和 5 年

度中に評価が確定（令和 6年 5月開催の内部統制推進本部における確定を含む）し

たリスク 

② 令和 5年度に発生したリスクであるが、その評価について令和 6年 5月開催の内部

統制推進本部において確定したリスク 

 

（4） 評価対象 

① 財務に関する事務 

② ①以外の事務であって、リスクの発生状況から対象とすべきと判断される事務 

 

２ 推進（評価）体制 

内部統制の推進及び評価に必要な体制を、次のとおり整備しています。 

項目 役割 

市長 
日
野
市
内
部
統
制
推
進
本
部 

本
部
員 

 

・日野市内部統制の統括責任者 

・全職員に対し、内部統制構築のため、必要な施策の実施

を指示 

・日野市内部統制推進本部本部長 

副市長  
・市長を補佐 

・日野市内部統制推進本部副本部長 

教育長  ・日野市教育委員会の責任者 

市立病院院長  
・日野市立病院の責任者 

・院内で重大なリスクが発生した際の実務的責任者 

部長 

市立病院事務長 日
常
的
内
部
統
制
の
推
進 

・各部の責任者 

・部職員に対し、内部統制の構築に関する具体的な取組を

指示 

・部内で重大なリスクが発生した際の実務的責任者 

課長 

・課における内部統制の責任者 

・所属職員に対する内部統制構築のための具体的な取組

を指示 

・日々の業務のチェック、日常的モニタリングの実施 

職員 
・リスク対応の実施 

・日々の業務における日常的モニタリングの実施 

日野市内部統制推進本部 

・内部統制の方針の策定に関すること。 

・内部統制の整備及び運用に関すること。 

・内部統制の整備状況及び運用状況の評価に関すること。 

日野市内部統制推進委員会 
・推進本部の所掌する事項の検討及び報告 

・内部統制に関して実施する事務についての検討 
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Ⅱ 内部統制の推進に係る取組の状況 

１ 年度計画の策定 

基本方針に掲げた 4 つの方針を具体化する取組の実施に関し、「内部モニタリング（年間

チェック・指導等計画表（令和 5年度））」を策定しました。 

実施状況については、資料２「内部統制_取組項目_実績一覧」のとおり。 

 

２ コンプライアンス月間の設定 

全庁において特に内部統制に関する普及啓発を強化し、取組を推進するため、令和 5 年

１1月を「コンプライアンス月間」として位置づけ、次の取組を実施しました。 

 

(1) 係長職研修 

令和 4 年度に管理職に対して研修を実施したことに伴い、各管理職の内部統制制度に関

する理解度が向上した一方、係長職以下については理解度がより低い傾向にあることから、

主に係長職を対象に次のとおり研修を実施しました。 

① 対象 事務系 管理職 

② 出席 122人（対象者 184人 出席率 66.3％） 

③ 実施日 令和 5年 11月 28日、30日 1回 90分（出席者を入れ替え 4回開催） 

④ 場所 日野市民会館 小ホール 

⑤ 研修形態 講義及びワークショップ  

⑥ 内容 

(ア) 講義 

A) 日野市における内部統制制度の目的・内容 

B) 内部統制制度における係長職の役割 

(イ) ワークショップ 

リスク事例の共有と評価 

 

（２） 職員意識調査 

（詳細は資料 6-2「令和５年度内部統制 職員意識調査 調査結果」参照） 

① 対象  次の職員の全員 

(ア) 正規職員（再任用含む） 

(イ) 会計年度任用職員のうち、本庁職場の事務系フルタイム職員 

② 調査期間 令和 5年 11月 13日～11月 30日 

③ 調査内容 

(ア) 基本属性（部署、年齢 階層、職層） 

(イ)  【正規職員のみ】 内部統制制度の一般知識の理解度調査 

(ウ)  【正規職員のみ】 リスクの意義に関する理解度調査（マニュアル記載の内容より） 

(エ)  【正規職員のみ】 再発防止の体制に関する理解度調査 
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(オ)  【会計年度任用職員のみ】 順守事項に関する説明を受けているかの確認調査 

(カ)  【会計年度任用職員のみ】 業務に関する十分な説明を受けているかの確認調査 

(キ)  【会計年度任用職員のみ】 作業結果に対する十分な確認を受けているかの確認調

査 

(ク) ワーク・エンゲージメントスケール 3項目 【定点観測項目：組織の健全度を測る】 

(ケ) 「想いをカタチに」プロジェクト関連項目 

 

３ コンプライアンス委員会の開催 

市におけるコンプライアンスの実効性及び内部通報の制度の適正な運用を確保するため、学

識経験者又は有識者の委員 3 人以内をもって組織する「日野市コンプライアンス委員会」を設

置しています。 

(1) 所掌事項 

① 市のコンプライアンスの推進に対する検証及び助言に関すること。 

② 市が行う内部統制の取組及び職員の不正行為等によって生じた事件又は事故の再

発防止策に対する意見に関すること。 

③ 内部通報の制度の運用状況の確認に関すること。  ほか 

 

(2) 会議の開催状況 

＜令和５年度第１回会議＞ 

① 日程：令和５年 7月２5日 

② 場所：日野市役所４階 庁議室 

③ 主な議題： 

➢ 令和 4年度における内部統制の取組について（内部モニタリング） 

➢ 修繕見積の不適切事案について 

＜令和５年度第２回会議＞ 

① 日程：令和５年１１月７日 

② 場所：日野市役所４階 庁議室 

③ 主な議題： 

➢ 令和 4年度の内部通報の運用状況について 

➢ 内部統制の取組（リスク事例）等について（報告及び対応、改善策等に関する審議） 

 

４ 会議の開催 

内部統制の推進及び評価については、日野市内部統制推進本部（以下「推進本部」という。）

及び日野市内部統制推進委員会（以下「推進委員会」という。）を次のとおり開催し、実施しまし

た。 

(1) 推進本部 

＜第 1回＞ 

① 日程：令和 5年 5月 18日 
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② 場所：日野市役所 4階 庁議室 

③ 主な議題 

➢ 令和 4年度に発生（把握）したリスクの評価・対策について 

➢ 令和 4年度内部統制評価報告書（案）について 

＜第２回＞ 

① 日程：令和 6年 2月 16日 

② 場所：日野市役所 4階 庁議室 

③ 主な議題 

➢ 令和 4年度報告書に対する監査委員の意見・対応について 

➢ コンプライアンス委員会の意見について 

➢ 令和５年度に発生（把握）したリスクの評価・対策について 

➢ 定期監査（令和 5年度第 1回）における指摘事項について 

➢ 所管部署リスク評価の結果について 

➢ 令和６年度 内部統制推進計画（案）について 

＜参考：令和 6年度第 1回＞ 

① 日程：令和 6年 5月 15日 

② 場所：日野市役所 4階 庁議室 

③ 主な議題 

➢ 令和 5年度に発生（把握）したリスクの評価・対策について 

➢ 令和 5年度内部統制評価報告書（案）について 

➢ 日野市内部統制基本方針等の改正について 

➢ 日野市内部統制運用マニュアルの改正について 

 

(2) 推進委員会 

＜第 1回＞ 

① 日程：令和 5年 4月 18日 

② 場所：日野市役所 4階 庁議室 

③ 主な議題 

➢ リスク事例等の報告・評価について 

➢ 所属部署リスク評価の結果・委員会意見（案）について 

➢ 令和 4年度評価報告書（案）について 

＜第２回＞ 

① 日程：令和 5年 5月 8日 

② 場所：日野市役所 4階 庁議室 

③ 主な議題 

➢ リスク事例等の報告・評価について 

➢ 令和 4年度評価報告書（案）の修正内容の確認 

＜第３回＞ 

① 日程：令和 5年 7月 20日 

② 場所：日野市役所 4階 庁議室 
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③ 主な議題 

➢ リスク事例等の報告・評価について 

＜第 4回＞ 

① 日程：令和 5年 8月 15日 

② 場所：日野市役所 4階 庁議室 

③ 主な議題 

➢ リスク事例等の報告・評価について 

➢ 内部統制研修に係る令和 6年度予算要求について 

＜第 5回＞ 

① 日程：令和 5年 10月 19日 

② 場所：日野市役所 4階 庁議室 

③ 主な議題 

➢ リスク事例等の報告・評価について 

➢ コンプライアンス月間（11月）の取組について 

＜第 6回＞ 

① 日程：令和 4年 11月１５日～22日（庁内情報システム上での電子開催） 

② 場所：日野市役所 4階 打合せスペース 

③ 主な議題 

➢ リスク事例等の報告・評価について 

＜第 7回＞ 

① 日程：令和 6年 1月 19日 

② 場所：日野市役所 4階 庁議室 

③ 主な議題 

➢ リスク事例等の報告・評価について 

➢ コンプライアンス委員会における内部統制に対する意見について 

➢ 内部統制研修の結果について 

➢ 内部統制職員意識調査の結果について 

➢ 所管部署リスク評価の結果について 

＜第 8回＞ 

① 日程：令和 6年 2月 7日 

② 場所：日野市役所 4階 庁議室 

③ 主な議題 

➢ 本部会議の議事予定について 

➢ 令和 4 年度 日野市内部統制評価報告書 審査意見書の意見・要望への対応につ

いて 

➢ 令和 5年度第 1回定期監査の結果を受けた今後の対策の方向性 

➢ 令和 6年度 内部統制推進計画（案） 

➢ 内部統制スケジュール（令和 6年度）の入力について 

➢ リスク事例等の報告・評価について 

＜参考：令和 6年度第１回＞ 
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① 日程：令和 6年 4月 18日 

② 場所：日野市役所 5階 507会議室 

③ 主な議題 

➢ 総務省ガイドラインの改定内容について 

➢ 内部統制基本方針の改正（案）について 

➢ 令和５年度内部統制評価報告書の作成に向けて 

➢ リスク事例等の報告・評価について 

➢ 令和 6年度における重点再発防止対象リスクに関する取組内容の検討 

＜参考：令和 6年度第 2回＞ 

① 日程：令和 6年 5月 10日 

② 場所：日野市役所 5階 507会議室 

③ 主な議題 

➢ 内部統制基本方針・マニュアルの改正（案）の前回からの修正案について 

➢ リスク事例等の報告・評価について 

➢ 令和５年度内部統制評価報告書（案）について 

➢ 令和 6年度における重点再発防止対象リスクに関する取組内容の検討 

 

５ その他、普及啓発 

(1) 内部統制ニュースの発行 

庁内全体に情報共有すべきリスク事例等について、「内部統制ニュース」を庁内情報シス

テムの庁内掲示版に掲示することにより、全職員に対し周知しました。 

周知と併せて、知識の確認を行いました。 

（詳細は資料 7「内部統制ニュース一覧」参照） 

発行日 内容 

4/28 令和 4年度第 1回定期監査の指摘事項 

6/22 令和 4年度リスク事例の共有（No.１５～20） 

11/1 コンプライアンス月間の啓発 

2/9 口頭発注の禁止に関する注意喚起 

3/6 令和 4年度第 2回定期監査・令和 5年度第 1回定期監査の指摘事項 

3/11 令和 5年度リスク事例の共有（No.１～７） 

3/22 支払遅延の防止に関する注意喚起 

3/29 公印管理手続の適正化に関する注意喚起 

 

(2) 新入職員研修 

① 対象 令和 5年度 新入職員 

② 出席 ２３人 

③ 実施日 令和 5年４月 3日 

④ 場所 日野市役所 5階 505会議室 
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⑤ 内容 日野市における内部統制制度に関する基礎知識 

 

(3) 新任係長職研修 

① 対象 令和 5年度 新任係長職職員 

② 出席 ７人 

③ 実施日 令和 5年 8月 15日 

④ 場所 日野市役所 5階 504会議室 

⑤ 内容 日野市における内部統制制度に関する基礎知識・内部統制上の係長の役割 
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Ⅲ 内部統制の評価（全庁的な体制の整備） 

１ 評価手法 

総務省ガイドラインの別紙１「「地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考え方及

び評価項目」を参照し、内部統制に係る日野市における全庁的な体制整備の状況について、

「①統制環境」、「②リスクの評価と対応」、「③統制活動」、「④情報と伝達」、「⑤モニタリング」

及び「⑥ＩＣＴへの対応」の６つの基本的要素から構成された 28 の評価項目により評価しまし

た。 

 

２ 評価結果 

日野市における体制整備の状況は、全ての評価項目に対応し、例規やマニュアル等を定め、

関係職員への周知を行い、その内容に従った運用を行っていることが確認できたことから、評

価基準日において有効に機能していると評価しました（詳細は、資料３「全庁的な体制の整備に

関する評価結果一覧」のとおり）。 
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Ⅳ 内部統制の評価（業務レベルのリスク評価） 

１ 評価手法 

(1) 管理部門における評価 

① 全庁における各部署で発生したリスクのうち管理部門（企画部（企画経営課、財政課、

情報政策課）、総務部（総務課、職員課、財産管理課、政策法務課）、会計課及び市

立病院事務部（総務課））において把握したリスク事例について、把握した部署は、評

価及び再発防止策の案を「リスク事例評価シート」により作成し、推進委員会に報告

しました。 

② 推進委員会では、当該事例の評価及び再発防止策について検討し、推進本部に報

告しました。 

③ 推進本部において、最終的な確認を実施しました。 

 

(2) 各部署における評価 

① 推進委員会において、各部署において評価すべきリスクとして、令和 4 年度における

リスクの発生状況等を基に5項目のリスク（不十分な引継、進捗管理の未実施、機密

情報の漏えい・紛失、勤務時間の過大報告、関連法規の確認不足）を設定しました。 

② 係長職研修において、リスク評価について事前作業とワークショップを実施しました。 

③ 各部署において、リスクの評価を行い、再発防止策を講じました。 

④ 推進委員会において、各部署の評価結果及び再発防止策の対策状況を確認し、全

庁としての評価を行いました。 

⑤ 推進本部において、総評に関して最終的な確認を実施しました。 

 

(3) リスク評価の指標 

① 評価項目 

リスク評価については、次の 3項目の各項目で評価します。 

(ア) 市民影響度 

市民への被害（想定）額を、3段階で評価します。1＝100万円未満、２＝100万

円以上・2000万円未満、３＝2000万円以上 

(イ) 発生可能性 

事案の性質により頻度または再発する確率により 3段階で評価します。 

頻度は、週・月・年単位で起こり得るか、また発生時の件数は、100 件未満か、

100以上 1000件未満か、1000件以上かの組み合わせにより評価します。 

再発する確率は、25％未満、25%以上 75％未満、75％以上であって、イレギ

ュラー処理、月次・年次処理か、日次処理かの組み合わせにより評価します。 

(ウ) 重要度 

法令等の規定に抵触している程度により 3 段階で評価します。１＝運用が不適

切、2＝要綱や通知に反しているまたは例規等が未整備、3=法・例規に反してい

る。 
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② リスクが「重大」であるかの判断 

各評価項目の点数に関して、次に掲げる組合せに応じ、当該事例が「重大」なリス

クであるか否かを判断します。「重大なリスク」とは、市民（市）に対し大きな経済的ま

たは社会的不利益を生じさせたものを言います。 

【「重大なリスク」と判断される評価項目の点数の組合せ（以下のいずれか）】 

(ア) 市民影響度が 3 

(イ) 発生可能性が３かつ全評価の合計が 7以上 

(ウ) 重要度が３かつ市民影響度が２以上 

 

２ 評価結果 

(1) 管理部門における評価 

① 評価結果 

発生件数  2１件（うち、重大な不備は３件） 

※ 詳細は、資料４「管理部門で把握したリスクの評価結果一覧」参照。 

② 重大な不備の概要 

 

(ア) 委託業務契約に対する消費税法適用の誤認識による仕入れ税額控除の適用誤

り（運用上の不備） 

【内容】市から都に業務委託している事務の消費税の取扱いについて、R5.11月の

都からの通知（請求書）によって始めて不課税であると認識した。従来は課

税扱いと認識しており、その認識の下に仕入れ税額控除を適用したうえで

消費税を納税していた。不課税であることがわかったため、過去 5 年分の

消費税額を再計算し、修正申告したうえで納税することとなった。さらに、延

滞税の支払いが生じた。 

【再発防止策】 

➢ 消費税の課税判断に懸念のある案件の洗い出し作業を行う 

➢ 上記案件に対し、消費税法適用についての確認を行い、結果、消費税が課

税されないものと確認された案件についてはリスト化し、確定申告決裁時に

添付することとする 

➢ 決算支援業務の委託契約内容を見直し、R6 年度からは確定申告の支援

業務を追加し、税理士にチェックしてもらうようにする 

➢ そのほか、同様の状況にある他自治体と再発防止策の情報共有をし、当市

において採用できるか検討していく 

 

(イ) 保険料の遡及賦課誤り（運用上の不備） 

【内容】改正により保険料賦課についての期間が明確化されたが、納付方法（特別

徴収・普通徴収）により納期限が異なるため、改正により保険料の納付方法

毎に賦課期限日を設ける必要があった。しかし、システム設定上は特別徴

収に関して本来異なる普通徴収の期間設定（7 月 31 日）がされており、特
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別徴収被保険者において、平成 29年度より本来賦課できない 2年を超え

た期間において賦課、還付処理を行っていた。 

【再発防止策】 

➢ システムにおける適切な期間設定。なお、期間設定対応が終了するまでは、

エクセル等で管理し、職員の目で確認する。 

➢ 制度改正における対応は、ベンダー任せとせず市側も内容確認に努める。 

➢ 法改正時には、法改正内容を職員が読込み、疑義がある場合は必ず国へ

の照会や法律相談を行うこと、また、システム改修内容については、法改正

内容と齟齬がないか確認を行うよう、庁内に周知する。 

 

(ウ) 都補助金の返還及び違約加算金（運用上の不備） 

【内容】国費及び都費を活用し、市が令和３～５年度にかけて実施していた民間事

業者による建設に対する助成事業において、都要綱上の条件を満たさない

部分があることが判明。市が助成する要綱上では、この条件を記載してい

ないことから民間事業者側に瑕疵はなく、市が条件を満たさない内容のう

ち既に受領していた令和３・４年度交付額を都に返還することとなったもの。

また、併せて違約加算金が上乗せされた。 

【再発防止策】 

➢ 都と連携を密にすると共に、分かりやすい制度に改めるよう要望する。 

➢ 制度活用時には、詳細な内容把握に努める。 
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(2) 各部署における評価 

 

① 評価手順 

(ア) 係長職研修において、リスク評価の方法について説明の上、ワークショップによるリ

スク事例の評価及び意見交換を行いました。 

(イ) 研修終了後、各部署においてリスク評価を行い、再発防止策を実施しました。 

(ウ) 所管部署リスク評価の内容について、推進委員会及び推進本部により対策の実施

状況及び評価内容の確定を行いました。 

② 評価対象リスク 

推進委員会において、令和 4 年度のリスク発生状況等から、内部統制マニュアルに

記載のリスクから計 5項目を設定し、リスク評価を行いました。 

 

連番 リスク 説明 

１ 不十分な引

継 

記憶や経験、思考に頼る業務、特に業務が属人化している場

合は、担当者の変更によりリスクが顕在化する可能性が高まり

ます。それだけに、引継ぎは組織にとって重要な意味がありま

すので、引継ぎ不足によるリスクが発生しないよう、業務管理

を組織的に行う必要があります。 

２ 進捗管理の

未実施 

業務担当者や受託事業者に任せっきりなど、管理業務がおざ

なりになっていると、行うべき業務が忘れられても、遅延してい

ても気づくことができません。係長職、管理職だけでなく、進捗

管理を組織全体のルール（ルーティン）にしていくことが必要で

す。 

３ 機密情報の

漏えい・紛失 

当然ながら、機密情報の漏えいや紛失はリスクの一つです。想

定し得る事例としては、封筒と内容物の封入誤りのほか、業務

システムによる安全管理機能だけでは対応できない事例や操

作ミス、入力ミスなどから漏えいすることもあります。 

４ 勤務時間の

過大報告 

勤務時間を過大に報告し、手当や休暇を不当に取得すること

は許されることではありません。勤怠管理は事務決裁規程に

基づき係長以上職の職責となっていますので、上長には必ず

勤務実態を確認することが求められます。 

５ 関連法規の

確認不足 

日野市における過去の事例にも示されているとおり、不適法な

事務処理は、市民に対する多額の損害の発生につながる可能

性があります。事業の新設改廃・法改正時には、法解釈に疑義

の余地を残さないよう十分な確認を行うことが必須です。 
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③ 評価結果 

評価の結果、全庁において発生したリスクは合計 65件でした。 

うち、重大リスクとして評価されたのは１件でした。当該事案は、前述の「(１) 管理部

門における評価」において、「(ウ) 都補助金の返還及び違約加算金」として挙げたもの

と同一ですので、ここでの詳細な説明は割愛します。 

各リスク評価項目「市民影響度」、「発生可能性」、「重要度」のそれぞれの平均値は１

点台あるいは 1 点を下回る水準にとどまっており、全体としてはリスクの程度は軽易で

あったものと評価しています。 

令和 6年 5月 10日時点で対策を完了している件数は 63件であり、９７％のリスク

については対策を完了しています。 

※ 詳細は「資料５ 所管部署リスク評価結果一覧」を参照。 

 

(ア) リスク評価の概要 

連

番 
リスク 

所管部署

のリスク

件数 

市民 

影響度 

（平均） 

発生 

可能性 

（平均） 

重要度 

（平均） 

重大 

リスク 

件数 

1 不十分な引継 13件 0.00  1.54  1.54  0件 

2 
進捗管理の未

実施 
20件 1.10  1.50  1.25  0件 

3 
機密情報の漏

えい・紛失 
19件 1.00  1.63  1.32  0件 

4 
勤務時間の過

大報告 
0件 0.00  0.00  0.00  0件 

5 
関連法規の確

認不足 
13件 1.15  1.69  1.92  1件 

 合計/平均 65件 0.65  1.27  1.21  1件 

 

(イ) 分類別件数 

 整備上のリスク 運用上のリスク 合計 

 うち、対

策未了 

 うち、対

策未了 

 うち、対

策未了 

全庁的リスク 8件 0件 32件 1件 40件 1件 

個別的リスク 5件 1件 20件 0件 25件 1件 

合計 13件 1件 52件 1件 65件 2件 
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※全庁的リスク・個別的リスクの考え方 

全庁的リスク 
全庁的に共通するリスクであり、当該リスクの性質に照らし全庁

に共有することで再発防止に大きく寄与すると考えられるもの 

個別的リスク 

当該部署でのみ検討されれば足りるリスクであり、当該リスクの

性質に照らし全庁に共有しても再発防止にあまり寄与しないと考

えられるもの 
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日野市内部統制基本方針 

 

 

 日野市は、事務事業の適正な執行を確保し、内部統制の４つの目的（①業務の

効率的かつ効果的な遂行、②財務報告等の信頼性の確保、③業務に関わる法令等

の遵守、④資産の保全）を達成するため、既存システムの強化方針を地方自治法

第 150 条第２項の規定に基づく方針として次のように定めます。 

 今後は、この方針に基づき、地方自治法に規定する内部統制の機能の充実を図

ってまいります。 

 

〔行政評価システム〕 

一、税収をはじめ、限りある財源を有効活用し、その中で最大の市民満足度を得

るため、事務事業の所管部署、市民及び市により事務事業等の目標・手法・成

果等を検証することで、有効性及び効率性の確保に繋げます。 

 

〔公金・予算管理〕 

一、予算編成から契約、会計事務などの財務に関する業務プロセスにおいて、公

金支出等のルールを明確にし、また予算の適正な執行管理を行うなどの財務

に関するルールを適切に運用することで、財務報告の信頼性を確保します。 

 

〔法令遵守・コンプライアンス〕 

一、法令遵守による適正な業務執行、服務義務の徹底、職務情報の適正管理や交

通法規の遵守、退職管理の適正の確保など、コンプライアンスの推進に向け、

組織的に取り組みます。 

 

〔資産の適切な管理〕 

一、資産の取得、活用及び処分のルールを明確にし、市が保有する資産について

適切に保存、管理します。 

 

 

  ２０２１年（令和３年）  ８月 ２３日 

 

 

                  日野市長  大坪 冬彦 

  



日野市内部統制基本方針（別紙） 

 

 

 市民の信頼と期待を寄せられる市役所づくりのためには、職員の不祥事や事務処理上の

ミス、窓口応対トラブルなど行政運営上の様々なリスクを未然に防止するとともに、その

被害を最小限にとどめるための体制づくりや対応策を事前に確立しておくことが重要と

なります。 

 これまでも、日野市（以下、「市」という。）では、地方自治法をはじめとする法令に則

った職務の遂行に加え、事務の適正な管理及び執行のために例規等を整備してきました。

また、事務の適正な管理及び執行について管理部門による確認を行うなどの取組を行って

きたところですが、業務に対する認識不足や理解不足、法令遵守の意識の不足等を原因と

して、さらには職場におけるチェックや管理体制の不足によって、不適切な事務処理や不

祥事が発生しました。 

 そのため、市では過去に発生した事案を教訓とし、これから起こり得る不祥事や不適切

な事務処理を事前に回避する、又は発生しても速やかに組織的に対応し、軽減する体制で

ある「内部統制」を構築していくことは、市民からの信頼を得る上でも非常に重要である

と考え、事務事業の適正な執行を確保し、内部統制の４つの目的（①業務の効率的かつ効

果的な遂行、②財務報告等の信頼性の確保、③業務に関わる法令等の遵守、④資産の保全）

を達成するため、地方自治法第 150 条第２項の規定に基づく「日野市内部統制基本方針」

を策定しました。 

今後はこれまでの市における取組に加え、内部統制評価報告書の作成や市議会への提

出・公表等を、下記により実施することとします。 

 

記 

 

第１ 内部統制の目的 

   法令及び市の各種例規や制度等を遵守し、事務の適正な管理及び執行に着実に取り

組むとともに、内部統制の取組状況について、毎年度内部統制評価報告書として市議

会に提出し、市民に公表することにより、信頼される市政の実現を目指す。 

 

第２ 内部統制の対象とする事務 

① 財務に関する事務 

② ①以外の事務であって、リスクの発生状況から対象とすべきと判断される事務 

 

第３ 対象組織 

   全組織（市立病院を含む）とする。 

第４ 内部統制の運用 

   従来からの財務に関する事務の適正な管理・執行の取組みに加え、全庁的な体制に



よる、①統制環境の整備 ②統制の運用 ③統制の評価 ④公表 の４つの取組を制

度化する。 

 

第５ 評価対象期間・評価基準日 

   評価対象期間は、会計年度（毎年４月１日から翌年３月 31日まで）とする。 

   評価基準日は、会計年度末の３月 31 日とする。なお、法第 235 条の 5 に規定する

出納閉鎖までの整理事項は、評価基準日までに整理されたものとする。 

 

第６ 内部統制の推進体制 

   日野市長を内部統制の統括責任者とする推進体制を構築し、それぞれの役割分担の

もと、組織的に内部統制を推進する。 

 

 

第７ 監査委員との連携 

   内部統制の推進にあたっては、必要に応じて監査委員への情報提供や意見交換を行

う。 

項目 役割 

市長 日
野
市
内
部
統
制
推
進
本
部 

本
部
員 

 

・日野市内部統制の統括責任者 

・全職員に対し、内部統制構築のため、必要な施策の実施を指示 

・日野市内部統制推進本部本部長 

副市長  
・市長を補佐 

・日野市内部統制推進本部副本部長 

教育長  ・日野市教育委員会の責任者 

市立病院院長  
・日野市立病院の責任者 

・院内で重大なリスクが発生した際の実務的責任者 

部長 

市立病院事務長 
日
常
的
内
部
統
制
の
推
進 

・各部の責任者 

・部職員に対し、内部統制の構築に関する具体的な取組を指示 

・部内で重大なリスクが発生した際の実務的責任者 

課長 

・課における内部統制の責任者 

・所属職員に対する内部統制構築のための具体的な取組を指示 

・日々の業務のチェック、日常的モニタリングの実施 

職員 
・リスク対応の実施 

・日々の業務における日常的モニタリングの実施 

日野市内部統制推進本部 

・内部統制の方針の策定に関すること。 

・内部統制の整備及び運用に関すること。 

・内部統制の整備状況及び運用状況の評価に関すること。 

日野市内部統制推進委員会 
・推進本部の所掌する事項の検討及び報告 

・内部統制に関して実施する事務についての検討 



 

第８ 内部統制評価報告書の市議会への提出及び公表 

  １ 法第 150条第 5項の規定に基づき、内部統制評価報告書について、内部統制の評

価手続及び重大な不備の判断が適切に行われているか監査委員の審査に付す。 

  ２ 法第 150条第 6項の規定に基づき、上記１により監査委員の審査に付した内部統

制評価報告書に監査委員の意見を付けて、直近に開会される市議会定例会に提出す

る。 

  ３ 上記２により市議会に提出した報告書は、市議会へ提出後遅滞なく、市のホーム

ページで広く市民に公表する。 

 

【制定（改正）履歴】 

制定（改正）年月日 決裁番号 備考 

令和 3年（2021年）8月 23日 日企企第 142 号 制定 

令和 5年（2023年）4月 28日 日企企第 452 号 一部改正 
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内部統制 取組項目 実績一覧（令和5年度）

行政評価システム 公金・予算管理 法令遵守・コンプライアンス 資産の適切な管理 主要イベント

上

・予算執行方針等（補正見積編成方針）（財政課）
・予算執行計画作成（財政課）
・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・予算執行計画作成（病院 総務課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・新任研修の実施（職員課）
・外部相談窓口の職員への周知（職員課）
・本庁舎の防火管理 【新任研修】（財産管理課）
・庁用車の安全運転について 【新任研修】（財産管理課）
・交通安全インフォメーション 【通知啓発】（財産管理課）
・新人オリエンテーションの実施（病院 総務課）

・【研修】新人研修（情報政策課）

中
・予算統括者向け研修（新規。予算執行管理、予算編成等の内容を想定）
（財政課）
・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・院内法務相談体制の周知（病院 総務課）

・【研修】第１回_管理職研修（情報政策課）
・財産に関する調書作成（土地・建物）【調査・回答】（財産管理課）
・設備及びリース台帳の整備（病院 総務課）

推進委員会①

下
・【行政評価】対象事業選定（企画経
営課）

・【定期監査】前年度（第1回）指摘のチェック喚起（企画経営課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・長期休暇における防火対策について【通知啓発】（財産管理課）

・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上 ・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・交通安全インフォメーション 【通知啓発】（財産管理課）

・情報セキュリティ対策本部会議開催（前年度外部監査実施報告
及び結果の承認）　⇒　推進委員会へ報告（情報政策課）

推進委員会②

中
・予算未執行リストの作成について（予算執行状況確認）（財政課）
・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課） 本部会議①

下
・【行政評価】所管部署評価（企画経
営課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・公文書管理「明日のために」　庁内通知（総務課）

・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上
・9月補正見積依頼（予算執行状況確認）（財政課）
・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

中
・【行政評価】市民評価委員会①②
（企画経営課）

・前年度の手戻り率・主な返却理由周知（会計課）
・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・【監査】内部監査（情報政策課）
・公有財産台帳（土地・建物）の登録依頼（財産管理課）

監査受審

下
・【行政評価】市民評価委員会③④
（企画経営課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・【研修】システム担当者向け研修（情報政策課）
・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上 ・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

中 ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課） ・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・【監査】子育て職場セキュリティサイトツアー（情報政策課）
・固定資産台帳の整備（土地）【調査・回答】（財産管理課）

推進委員会③

下
・【行政評価】市民評価委員会⑤⑥・
市民評価確定（企画経営課）

・予算編成方針（病院 総務課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・入札及び契約等監視委員会・公文書管理「明日のために」　庁内通知（総務課）
・コンプライアンス委員会会議（政策法務課）

・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上 ・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

中 ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・令和５年度昇任時研修(係長職）（職員課）

推進委員会④

下 ・会計事務確認テスト実施（会計課）
・【定期監査】指摘事項の改善報告（前年度第2回）（企画経営課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）

・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上
・予算編成方針・予算編成に向けての勉強会等（財政課）
・12月補正見積依頼（予算執行状況確認）（財政課）
・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

中 ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課） ・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課） ・公有財産台帳（土地・建物）の登録依頼（財産管理課）

下 ・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課） ・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上 ・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

中 ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課） ・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課） ・【研修】情報セキュリティ全体研修（情報政策課） 推進委員会⑤

R5.9

R5.10

R5.8

R5.4

R5.5

R5.6

R5.7

1/2



【資料２】

行政評価システム 公金・予算管理 法令遵守・コンプライアンス 資産の適切な管理 主要イベント

下
・【行政評価】本部評価ヒアリング
（企画経営課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・【研修】情報セキュリティ全体研修（情報政策課）
・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上 ・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・コンプライアンス委員会会議（政策法務課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）
・ハラスメント研修①の実施（総務課、安全衛生委員会事務局合同）（病院 総務課）

・情報セキュリティ対策本部会議（内部監査実施報告及び結果の
承認）　⇒推進委員会へ報告（情報政策課）

中
・【行政評価】本部評価確定（企画経
営課）

・３月補正見積依頼（予算執行状況確認）（財政課）
・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・【内部統制】職員意識調査（企画経営課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）

推進委員会⑥
職員意識調査

下 ・会計事務確認テスト実施（会計課）

・【内部統制】内部統制研修・所属リスク評価（企画経営課）
・【指定管理検査】指定管理施設の履行状況検査（企画経営課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・公文書管理「明日のために」　庁内通知（総務課）
・庁用車運行前アルコールチェックの実施について【通知啓発】（財産管理課）

・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）
内部統制研修
所属リスク評価

上 ・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

中 ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課） ・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・【研修】第２回_管理職研修（情報政策課）
・公有財産台帳（土地・建物）の登録依頼（財産管理課）

下

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・公文書管理研修（対面）・準備行為に関する注意事項について（総務課）
・令和５年度ハラスメント苦情相談員研修（職員課）
・長期休暇における防火対策について【通知啓発】（財産管理課）

・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上 ・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・令和５年度公務員倫理・ハラスメント防止対策研修業務委託（職員課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

中 ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・【定期監査】監査結果受理（第1回）（企画経営課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・入札及び契約等監視委員会（総務課）
・事故報告＆安全運転の徹底について(随時)【通知啓発】（財産管理課）

推進委員会⑦

下 ・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課） ・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上
・【行政評価】行財政改革推進本部
会議 評価結果報告（企画経営課）

・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・会計事務に関する研修実施（会計課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

推進委員会⑧

中 ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・自衛消防〔避難〕訓練(雨天のため縮小開催）【訓練啓発】（財産管理課）

・【監査】外部監査（情報政策課） 本部会議②

下
・【行政評価】評価結果公表（企画経
営課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・重要備品検査実施（会計課）
・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上 ・前月の手戻り件数の集計・分析（会計課）

・【定期監査】指摘事項の改善報告（第1回）（企画経営課）
・【定期監査】前年度（第2回）指摘のチェック喚起（企画経営課）
・【定期監査】今年度（第１回）指摘のチェック喚起（企画経営課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）
・安全運転講習会（適性検査・実技指導）【研修】（財産管理課）
・ハラスメント研修②の実施（総務課、安全衛生委員会事務局合同）（病院 総務課）

・公有財産台帳（土地・建物）の登録依頼（財産管理課）

中
・繰越明許費繰越調書の提出について（予算執行状況確認）（財政課）
・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）
・公文書管理研修（動画視聴・～4/30）（総務課）

・建築営繕課に対する公共施設(建物)等の新築・増築・解体の確
認作業（財産管理課）

下
・【定期監査】監査結果受理（第2回）（企画経営課）
・【検査】履行確認　仕様書検査（企画経営課）

・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

R6.3

R5.10

R5.11
（コンプ
ライア
ンス月

間）

R5.12

R6.1

R6.2
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全庁的な体制整備に関する評価

基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

１－１ 長は、地方公共団体が事務を適正に管理

及び執行する上で、誠実性と倫理観が重要であ

ることを、自らの指示、行動及び態度で示して

いるか。

①内部統制本部会議の本部長として、「法令遵守による適正な業務執行、服務義務の徹

底、職務情報の適正管理や交通法規の遵守、退職管理の適正の確保など、コンプライア

ンスの推進に向け、組織的に取り組」む旨、市長名で基本方針を令和3年8月に策定し

た。

②その基本方針の下、令和5年度の内部統制の推進・評価について、最高責任者として内

部統制本部会議の運営を通じ、各種取組を進めている。

③制度の整備としては、内部通報制度を令和3年6月から施行し、コンプライアンス委員

会を令和4年9月に設置し、コンプライアンスの推進に取り組んでいる。

④庁内情報システムの庁内掲示板「市長より」に、随時、職員向けにコンプライアンス

の推進等に関するメッセージを掲示している。（令和6年1月4日「市長の年頭挨拶」によ

り、今年の課題の1つとして職員との対話を活発化し、内部統制や心理的安全性の実現の

土壌を耕す取り組みをする旨、全庁に発信。「市長の一言」では、目安箱への職員の投

稿に対する回答を中心に令和5年度は15回発信し、職員と対話を実践している。）

１－２ 長は、自らが組織に求める誠実性と倫理

観を職員の行動及び意思決定の指針となる具体

的な行動基準等として定め、職員及び外部委託

先、並びに、住民等の理解を促進しているか。

①職員の理解促進のため、日野市職員服務規程を制定している。

②外部委託先の理解促進のため、日野市公契約条例を制定している。

③住民等の理解促進のため、SDGs未来都市として内閣総理大臣より選定されている。

１－３ 長は、行動基準等の遵守状況に係る評価

プロセスを定め、職員等が逸脱した場合には、

適時にそれを把握し、適切に是正措置を講じて

いるか。

①日野市懲戒処分の指針、日野市職員の分限処分に関する指針、日野市職員の懲戒処分

等に関する公表基準を定め、当該指針等に基づき、処分を行っている。

②日野市内部統制マニュアルにおいて、管理部門に対してリスク事例の把握・推進委員

会への報告・評価・再発防止策の全庁への周知による是正措置を定め、それに従った運

用を行っている。

Ⅰ 統制環境 １ 長は、誠実性と倫理観

に対する姿勢を表明して

いるか。

資料３
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基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

２－１ 長は、内部統制の目的を達成するために

適切な組織構造について検討を行っているか。

日野市組織条例、日野市組織規則を定めている。また、能率的な組織の構築に向け、随

時組織改正に関する検討を行い、当該例規に反映している。

２－２ 長は、内部統制の目的を達成するため、

職員、部署及び各種の会議体等について、それ

ぞれの役割、責任及び権限を明確に設定し、適

時に見直しを図っているか。

①日野市組織条例、日野市組織規則、日野市事務決裁規程等を定め、部署、職員の役

割、責任及び権限を明確に設定している。また、能率的な組織の構築に向け、随時検討

を行い、当該例規に反映している。

②日野市庁議等に関する規則等、各会議体について例規・要綱を整備し、会議体及び構

成員の役割、責任及び権限を設定し、随時見直しを図っている。

３－１ 長は、内部統制の目的を達成するため

に、必要な能力を有する人材を確保及び配置

し、適切な指導や研修等により能力を引き出す

ことを支援しているか。

①人材の確保に向け、毎年度、採用すべき職員を日野市採用職員試験要領に定め、市

ホームページに公表している。

②日野市人材育成基本方針を定め、方針に従った配置、研修を実施している。

③内部統制制度や公文書管理、予算、契約等に関する研修内容を新入職員及び昇任職員

に対して実施している。

３－２ 長は、職員等の内部統制に対する責任の

履行について、人事評価等により動機付けを図

るとともに、逸脱行為に対する適時かつ適切な

対応を行っているか。

①毎年度、人事評価制度実施マニュアルを定め、組織目標に紐づけた評価を行うことに

より、履行の動機づけを図っている。

②逸脱行為を把握した場合は、日野市懲戒処分の指針等に則して、適時かつ適切な対応

を行っている。

③内部通報制度を導入し、逸脱行為の把握及び対応の強化を図っている。

４－１ 組織は、個々の業務に係るリスクを識別

し、評価と対応を行うため、業務の目的及び業

務に配分することのできる人員等の資源につい

て検討を行い、明確に示しているか。

財政再建計画・第６次行財政改革大綱実施計画において、改革対象事業として「計画的

な定員管理と職員の適正配置」を定めている。

４－２ 組織は、リスクの評価と対応のプロセス

を明示するとともに、それに従ってリスクの評

価と対応が行われることを確保しているか。

日野市内部統制マニュアルにおいて、管理部門及び各部署におけるリスク評価・再発防

止策の検討・全庁での情報共有に関して定め、その規定に従った運用を行っている。

Ⅰ 統制環境

２ 長は、内部統制の目的

を達成するに当たり、組

織構造、報告経路および

適切な権限と責任を確立

しているか。

３ 長は、内部統制の目的

を達成するにあたり、適

切な人事管理及び教育研

修を行っているか。

４ 組織は、内部統制の目

的に係るリスクの評価と

対応ができるように、十

分な明確さを備えた目標

を明示し、リスク評価と

対応のプロセスを明確に

しているか。

Ⅱ リスクの評

価と対応

2/7



基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

５－１ 組織は、各部署において、当該部署にお

ける内部統制に係るリスクの識別を網羅的に

行っているか。

日野市内部統制マニュアルにおいて、各部署において識別すべきリスクについて網羅的

に例示している。

５－２ 組織は、識別されたリスクについて、以

下のプロセスを実施しているか。1) リスクが過

去に経験したものであるか否か、全庁的なもの

であるか否かを分類する2) リスクを質的及び量

的（発生可能性と影響度）な重要性によって分

析する3) リスクに対していかなる対応策をとる

かの評価を行う4) リスクの対応策を具体的に特

定し、内部統制を整備する

各部署における使用する様式「所管部署リスク評価シート」を定め、次の内容を記載し

て評価を行っている。

1)① リスクが過去に経験したものであるか否かの分類

1)②全庁的なものであるか否かの分類

2) リスクを質的及び量的（発生可能性と影響度）な重要性によって分析する

3) リスクに対していかなる対応策をとるかの評価を行う

4) リスクの対応策を具体的に特定し、内部統制を整備する

５－３ 組織は、リスク対応策の特定に当たっ

て、費用対効果を勘案し、過剰な対応策をとっ

ていないか検討するとともに、事後的に、その

対応策の適切性を検討しているか。

日野市内部統制推進本部設置要綱において、リスク対応策については、各部署で検討さ

れたものを内部統制推進委員会、内部統制推進本部会議において確認、検討を行うよう

定めている。

６ 組織は、内部統制の目

的に係るリスクの評価と

対応のプロセスにおい

て、当該組織に生じうる

不正の可能性について検

討しているか。

６－１ 組織において、自らの地方公共団体にお

いて過去に生じた不正及び他の団体等において

問題となった不正等が生じる可能性について検

討し、不正に対する適切な防止策を策定すると

ともに、不正を適時に発見し、適切な事後対応

策をとるための体制の整備を図っているか。

①日野市内部統制マニュアルにおいて、各部署において発生した不正等について、管理

部門で把握し、全庁に周知することで対策を講じる旨、定めている。

②他団体等において問題となった不正等であって、周知を要すると判断される事案につ

いては、企画経営課より全庁に周知することにより啓発を行っている。

５ 組織は、内部統制の目

的に係るリスクについ

て、それらを識別し、分

類し、分析し、評価する

とともに、評価結果に基

づいて、必要に応じた対

応をとっているか。

Ⅱ リスクの評

価と対応
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基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

７－１ 組織は、リスクの評価と対応において決

定された対応策について、各部署において、実

際に指示通りに実施されているか。

各部署より「所管部署リスク評価シート」により報告されたリスクについては、当該年

度終了後、同シートに実施日を入力して再度提出してもらうことにより、実施を確認し

ている。

７－２ 組織は、各職員の業務遂行能力及び各部

署の資源等を踏まえ、統制活動についてその水

準を含め適切に管理しているか。

①所管部署によるリスク評価においては、各部署において対策を検討していることか

ら、各部署の資源を考慮した対策となっているものと想定される。

②管理部門による「リスク事例評価シート」を用いたリスク評価においては、対策を検

討する過程で、各部署からヒアリングを実施することにより、各部署の資源を考慮し、

対策の水準を設定している。

８－１ 組織は、内部統制の目的に応じて、以下

の事項を適切に行っているか。1) 権限と責任の

明確化2) 職務の分離3) 適時かつ適切な承認4)

業務の結果の検討

1)権限と責任の明確化については、日野市組織条例、日野市組織規則、日野市事務決裁

規程等を定めることにより明確化している。

2)職務の分離については、「新　人事評価制度　職務の級別「求められる能力」表

（能力評価項目）」により、各職層・職務に求められる能力を定めている。

3)適時かつ適切な承認については、日野市文書管理規則により、各部署の課長の下、迅

速に処理すべきことを定め、また、日野市事務決裁規程等により承認者を定めている。

4)業務の結果の検討については、各計画のPDCAサイクル、予算編成時または決算時の各

業務の結果検証、行政評価における検証の中で実施している。

８－２ 組織は、内部統制に係るリスク対応策の

実施結果について、担当者による報告を求め、

事後的な評価及び必要に応じた是正措置を行っ

ているか。

各部署で把握したリスクについては「所管部署リスク評価シート」において対策担当者

を記載することとしている。当該年度終了後、同シートに実施日を入力して再度提出し

てもらうことにより、対策担当者による実施を確認している。

Ⅲ 統制活動 ７ 組織は、リスクの評価

及び対応において決定さ

れた対応策について、各

部署における状況に応じ

た具体的な内部統制の実

施とその結果の把握を

行っているか。

８ 組織は、権限と責任の

明確化、職務の分離、適

時かつ適切な承認、業務

の結果の検討等について

の方針及び手続を明示し

適切に実施しているか。
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基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

９－１ 組織は、必要な情報について、信頼ある

情報が作成される体制を構築しているか。

日野市文書管理規則において、課長が中心となり、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務

が適正かつ能率的に行われるように処理し、及び管理すべき旨、定めている。また、係

長を文書取扱者として定め、文書等の審査、整理、保存、利用、引継ぎ及び廃棄を適正

に行う体制を構築している。

９－２ 組織は、必要な情報について、費用対効

果を踏まえつつ、外部からの情報を活用するこ

とを図っているか。

①日野市市民の声の設置及び処理に関する規程を定め、広聴を行っている。

②日野市パブリックコメント手続要綱を定め、市の重要な政策等に関する意見聴取を行

い、政策形成に反映している。

９－３ 組織は、住民の情報を含む、個人情報等

について、適切に管理を行っているか。

日野市個人情報保護条例に基づき、当該条例に即した管理を行っている。令和5年度に向

けては、個人情報保護法の改正に伴い、日野市個人情報保護法施行条例を制定した。

10－１ 組織は、作成された情報及び外部から入

手した情報が、それらを必要とする部署及び職

員に適時かつ適切に伝達されるような体制を構

築しているか。

①電子メール取扱実施手順等を定め、WEBメールシステムを導入し、インターネット経

由で電子メールを各部署が受信することを可能としている。

②Garoon情報共有運用方針を定め、庁内情報システムを導入し、各職員が広く全庁に情

報を発信することを可能としている。

③日野市文書管理規則により、文書等の到達、収受、作成、各部署への発信等について

定め、情報を適切に伝達している。

10－２ 組織は、組織内における情報提供及び組

織外からの情報提供に対して、かかる情報が適

時かつ適切に利用される体制を構築するととも

に、当該情報提供をしたことを理由として不利

な取扱いを受けないことを確保するための体制

を構築しているか。

日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例を制定し、情報提供者

の不利益取扱いを禁止している。なお、この規定の適用範囲は、委託業者や指定管理者

の従業者等の組織外の者を含む。

Ⅳ 情報と伝達 ９ 組織は、内部統制の目

的に係る信頼性のある十

分な情報を作成している

か。

10 組織は、組織内外の情

報について、その入手、

必要とする部署への伝達

及び適切な管理の方針と

手続を定めて実施してい

るか。
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基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

11－１ 組織は、内部統制の整備及び運用に関し

て、組織の状況に応じたバランスの考慮の下

で、日常的モニタリングおよび独立的評価を実

施するとともに、それに基づく内部統制の是正

及び改善等を実施しているか。

①日常的モニタリングとして、各部署において、事務決裁規程等に基づく統制を行って

おり、決裁の過程で判明した不備については、決裁者より担当者に対し是正指示がなさ

れ、担当者により是正されている。

②日常的モニタリングとして、会計課による会計審査が行われており、審査の結果不備

が判明した場合は、所管部署において是正を行っている。

③独立的評価として、監査委員により、地方自治法に基づく監査が実施されている。監

査の結果、改善を要するものとして勧告、意見、要望を受けた場合、所管部署において

改善措置を講じ、報告を行っている。

④独立的評価として、日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例

に基づき、行政監察員による内部通報案件の調査において、改善を要するものとして是

正勧告を受けた場合、所管部署において改善措置を講じ、報告を行っている。また、必

要に応じて内部通報の受理案件及び内部統制のリスク評価事例についてコンプライアン

ス委員会に報告し、その対応や再発防止策に関する意見を是正、改善につなげている。

11－２ モニタリング又は監査委員等の指摘によ

り発見された内部統制の不備について、適時に

是正及び改善の責任を負う職員へ伝達され、そ

の対応状況が把握され、モニタリング部署又は

監査委員等に結果が報告されているか。

①会計課による審査の結果、不備が判明した場合は、各所属に速やかに返戻されてい

る。

②監査委員による監査結果については、企画経営課において受け付け、速やかに監査受

審部署に伝達されている。監査受審部署による改善に関する報告は企画経営課で対応状

況を確認の上取りまとめ、監査委員に対し報告がなされている。

③行政監察員による内部通報案件の調査結果において是正勧告があった場合、政策法務

課から担当課へ速やかに伝達されている。伝達を受けた担当課は是正措置対応について

検討し、その結果を政策法務課を通じて行政監察員に対し報告している。

Ⅴ モニタリン

グ

11 組織は、内部統制の基

本的要素が存在し、機能

していることを確かめる

ために、日常的モニタリ

ングおよび独立的評価を

行っているか。
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基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

12－１ 組織は、組織を取り巻くICT 環境に関し

て、いかなる対応を図るかについての方針及び

手続を定めているか。

①日野市情報化推進本部においてDX推進計画を策定し、ICT環境の変化への対応を組織

的に進めている。

②日野市情報セキュリティ対策本部の下、日野市情報セキュリティ基本方針、対策基準

等を定めている。

12－２ 内部統制の目的のために、当該組織にお

ける必要かつ十分なICT の程度を検討した上

で、適切な利用を図っているか。

ICTに関する予算措置にあたり、情報政策課による事前協議を実施している。

12－３ 組織は、ICT の全般統制として、システ

ムの保守及び運用の管理、システムへのアクセ

ス管理並びにシステムに関する外部業者との契

約管理を行っているか。

ICTに係る業務の契約に当たっては、情報セキュリティ基本方針等の遵守について、仕様

書中に必ず定めることとしている。

12－４ 組織は、ICT の業務処理統制として、入

力される情報の網羅性や正確性を確保する統

制、エラーが生じた場合の修正等の統制、マス

ター・データの保持管理等に関する体制を構築

しているか。

情報セキュリティ対策基準等により、情報資産の適切な管理について、技術的、人的、

物理的な観点から定めている。

※　総務省ガイドライン（別紙１） 地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考え方及び評価項目による。

Ⅵ ICT への対

応

12 組織は、内部統制の目

的に係るICT 環境への対

応を検討するとともに、

ICT を利用している場合

には、ICTの利用の適切

性を検討するとともに、

ICT の統制を行っている

か。
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管理部門で把握したリスクの評価結果一覧（概要）　（令和5年度）

(1) 発生件数 21 件 （前年度：20 件）

(2) うち、重大な不備 3 件 （前年度：8 件）

(3) 不備の内訳（種類別）

不備の種類 件数

整備上 6 件

運用上 15 件

(4) リスク評価の詳細

評価 市民 影響度 発生 可能性 重要度

3 1 件 2 件 6 件

2 4 件 3 件 10 件

1 16 件 16 件 5 件

【市民影響度】
市民への被害（想定）額を、3段階で評価する。
1＝100万円未満、２＝100万円以上・2000万円未満、３＝2000万円以上

【発生可能性】
事案の性質により頻度または再発する確率により3段階で評価する。
頻度は、週・月・年単位で起こり得るか、また発生時の件数は、100件未満か、100以上1000件
未満か、1000件以上かの組み合わせにより評価する。
再発する確率は、25％未満、25%以上75％未満、75％以上であって、イレギュラー処理、月
次・年次処理か、日次処理かの組み合わせにより評価する。

【重要度】
法令等の規定に抵触している程度により3段階で評価する。
１＝運用が不適切、2＝要綱や通知に反しているまたは例規等が未整備、3=法・例規に反してい
る。

　【整備上の不備】例規等の未整備など
　【運用上の不備】例規等には抵触していないが、運用の過程に不適切な部分が生じたもの

【重大な不備】
市民（市）に対し大きな経済的または社会的不利益を生じさせたもの。
各リスク評価項目に関して次の評価であるものをいう。
市民影響度が3、発生可能性が３かつ全評価の合計が7以上、または重要度が３かつ市民影響度
が２以上

資料4
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管理部門で把握したリスクの評価結果一覧　（令和5年度）

No. 評価日 報告日 事案名 内容 再発防止策 対策日
市民
影響度

発生
可能性

重要度
不備の
程度

不備の
種類

1 令和5年10月19日 令和5年7月20日 施設予約の誤削除

施設予約システムにおいて、会議資料作成のため予約状況を確
認した際、誤操作により年間の予約データを誤削除してしまっ
た。当該操作者には削除した認識がなかったところ、後に利用
団体から自身の予約が削除されている旨連絡を受けて発覚。誤
削除から発覚まで3週間ほどが経過しており、この間で他の予
約が入ってしまい、誤削除を受けた予約のうち3件が再予約で
きずに代替施設での対応を依頼することとなった。

（整備上）
・事務処理マニュアルの整備（運用上の原因1点目の解消を含
む）。
・各職員のシステム操作が必要な場面と操作を明確化する。

（運用上）
・課会を開き、課内職員で情報共有をするとともに、再発防止策
を検討した。
・申請書とデータの齟齬の確認を手順書化し、当該手順書の運
用を徹底する。
・入力操作の際は2人1組で、入力内容を確認しながら行うこと
とした。

令和5年7月14日 1 2 2 不備 整備上

2 令和5年7月20日 令和5年7月20日 施設光熱水費の請求誤り

当該施設は市以外の団体も使用しており、施設の光熱水費を
いったん市が全額負担したのちに、年度出納閉鎖期間中に、各
団体の使用面積で光熱水費を按分、各団体負担分として請求し
歳入としている。請求書の起案は性質上年度末時点の日付で紙
決裁としているが、文書管理システム上に請求書の電子データ
として、最終月の金額を含まない額（①）で保存していた。その
後、最終月の請求も含めた額（②）で紙決裁の資料は整えられ、
決裁後請求書様式を出力、発行した。
ところが、文書管理システムデータ上は①のデータのまま②に
差し替えられておらず、納付書の発行に当たって、①を担当者・
決裁者とも参照してしまい、誤った金額で各団体に請求してし
まった。

（整備上）
・事務処理マニュアルの整備（運用上の原因1点目の解消を含
む）

（運用上）
・決裁一般において、伺い文に請求額及びその根拠を記載する
・調定の摘要欄には起案番号を記載するとともに、伺い文を
もって調定額等を確認する（伺い文は差替え忘れが発生しない
ため）

令和6年4月30日 1 2 2 不備 整備上

3 令和5年7月20日 令和5年7月20日
住民基本台帳ネットワーク
の接続障害

令和５年６月１７日土曜日、始業の際に市民窓口課の住民基本
台帳ネットワーク統合端末にログイン出来ず、マイナンバーカー
ドの交付予約者へのカード交付等が不能となった。同日
10:00、課内に設置されていたハブの故障が判明し、機器交換
により事象が回復し業務を再開した。
市民影響：マイナンバーカード交付処理19件、転入処理１件

（整備上）
・わかり易い統合端末ネットワーク配線図、障害発生時の対応手
順書の整備。

（運用上）
・機器故障は一定割合で発生するため、予備機を市民窓口課で
保管する。
・トラブルの切り分け、影響範囲における業務対応等、複数の職
員で共有する。
・情報政策課職員が不在時の連絡体制の確認。

令和5年6月19日 1 1 2 不備 運用上

4 令和5年11月22日 令和5年8月15日
支払い遅延に伴う遅延損
害金請求漏れについて

　賃貸借契約において、①各月の賃料を前月末までに支払うこ
と ②その期限までに支払いがなかったときは遅延損害金を支
払うことと約款上なっていたが、賃料の支払いが遅れた際に所
管課はその遅延損害金を請求せず、賃料の督促に留めていた。
　また、賃料の未払がある場合の支払いについては、遅延損害
金や古い賃料から順に充当すべきところ、過去の未払月の分を
そのままにして新しい月の賃料を期限内に支払っていた取扱い
が見受けられた。

（整備上）
同様案件への注意喚起として、債権管理に関する課題の全庁的
な情報提供の実施

（運用上）
・慢性的な納付の遅れ、遅延損害金の未払については是正・解
消済み。
・担当者及び係長は、各賃貸契約について支払い状況や更新手
続きに遅延がないか、毎月、台帳等を照らし合わせて確認をす
る。 また、支払いが遅れがち等 滞納の慢性化が予見される際
は、係内全体で共通認識を持ち、早期に対処・改善に努める。

令和5年6月30日 1 1 2 不備 運用上
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No. 評価日 報告日 事案名 内容 再発防止策 対策日
市民
影響度

発生
可能性

重要度
不備の
程度

不備の
種類

5 令和5年8月15日 令和5年8月15日
過年度（令和3年度）委託料
の支払遅延

毎月支払うべき委託料の支払について、令和5年5月1日に業
者からの連絡で、令和3年11月分が未払いであることが判明し
た。令和4年度予算から過年度分支出として科目流用し、支出し
た。（延滞金の発生はなし。）

（運用上）
・年間の定例的な支出について一覧表を作成し、事務スペース
に掲示し、担当者及び係長によるチェックを行う。
・年度末の支払い内容確認時に、財務会計システムで担当、係長
及び管理職で確認を行う。

令和5年5月24日 1 1 1 不備 整備上

6 令和5年8月15日 令和5年8月15日
過年度（令和4年度）使用料
及び賃借料の支払遅延

令和5年6月8日、債権者より、令和5年2月分及び3月分の複
写機及び印刷機の借上料の振込が無いという連絡を受け、支払
漏れを把握した。
出納整理期間を過ぎていたため、新年度に過年度分の予算を設
け、流用して6月末に支出を行った。

（運用上）
・職場内の整理整頓を行う。
・未処理の書類を入れておく場所をつくり、事務職員3人がいつ
でも確認できるようにした。
・支出チェックリストを作成し、係長及び担当で毎月月末に財務
会計システムで確認する。

令和5年6月30日 1 1 1 不備 運用上

7 令和5年8月15日 令和5年8月15日
過年度使用料の調定漏れ
及び決算関連書類の差替
え

・決算書参考資料作成後、決算審査中に差替え、再作成が発生。
・ある使用料に関し、過年度分の調定額について見込み額で調
定を行ったまま、出納閉鎖までに見込み額を確定額に変更すべ
きところ、その調定を怠った。
・７月13日の決算審査に向けた調書作成作業の中で、使用料収
入を管理する電算システムで集計した額と財務会計システムで
集計した金額が異なることに気づいた。
・決算監査資料の差替えに至った経緯等、7月26日監査委員へ
説明し資料の差替えを行った。

（運用上）
・使用料徴収事務に係る業務スケジュールを再確認の上、課内
で共有し、進行管理を強化する。
・毎月末に管理台帳システムと財務会計システムの収入状況を
突合し、収入額と調定額に乖離がないことを確認する。
・次年度において会計課から決算に関し周知する際、前年事例
として取り上げる。
・今後、会計管理において疑義が生じた場合は即座に会計管理
者と相談の上、適正に対処する。

令和5年7月26日 1 1 2 不備 運用上

8 令和5年10月18日 令和5年10月2日
人事異動の内示及び辞令
交付漏れ

令和5年4月1日付で市立病院の患者総合支援室に看護科から
異動している職員（看護師1人）及び患者総合支援室から看護科
に異動している職員(看護師1人)がいたにも関わらず、異動内
示や辞令交付が行われていなかった。
その結果、財政的な影響はなかったものの、令和5年9月に職員
課にて追加の事務処理を行う事態となった。

（運用上）
看護管理室が発出する看護師の異動通知(紙)は病院総務課の
正規職員担当に提出されるが、正規職員担当が所属一覧の作
成や給与システムの入力に使用したのちにファイルに綴ってお
り、病院総務課の他の職員の目に触れることはなかったため、
担当者が事務処理後に病院総務課長まで回覧するように事務
処理の手順を変更することで、内示での漏れは防げないものの
辞令発出後5か月経過して初めて気づくような状況を回避でき
るようにした。
今回の事例を病院総務課と看護部で共有し、看護部でも3月初
めには所属を超えた異動については人事案は固まっているとの
確認を取ることができたため、3月初めに看護管理室の採用担
当の看護科長に病院総務課総務係長が聞き取りをする、また看
護部でも病院総務課に情報提供を異動通知の暫定版（紙文書）
で行うという申し送りを行った。また、本件について病院総務課
総務係長の事務引継書に総務係長が年度末に行うべき業務の
一つであること、及び看護管理室に聞き取りを行う旨を記載
し、今後対応漏れがないようにした。
また、医師の異動と同様に3月上旬の管理会議で異動内示の内
容を総務課長が報告する形とし、院長・事務長など管理会議メ
ンバーが職員課の内示前に事前に確認する体制を構築した。
また、市立病院の組織図では看護部は院長及び担当副院長の
下に属する部署となっているため、人事異動案を担当副院長及
び院長に報告するフローとし、病院総務課で院長に確認するこ
とにより、看護職に限らず全ての職員の人事異動の内容を確認
できる体制とした。

令和5年10月2日 1 1 3 不備 運用上
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No. 評価日 報告日 事案名 内容 再発防止策 対策日
市民
影響度

発生
可能性

重要度
不備の
程度
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9 令和5年11月22日 令和5年8月17日
支援措置対象者の住所漏
えい

・現況届の提出を求める書類を対象者に送付した際、婚姻関係
にある者からDV等を受け、支援措置対象となっていた被害者
の住所を誤って記載し加害者に送付してしまった。書類を受け
取った加害者より、非開示のはずの被害者の住所が記載されて
いるとの連絡があり発覚した。
・該当書類を回収。同様な対象者がいないか点検し、他にはいな
いことを確認した。
・被害者に謝罪し、安全確保のため転居を希望する場合などは
対応することを伝え、定期的に連絡を取っている。

（整備上）
・別居児童の住所記載欄は印字をしない設定に変更した。

（運用上）
・係および課内において、支援措置に関わる書類への印字や事
務フローを確認した。今後、支援措置対象者の住所漏えいのリ
スクがある欄への印字はしない。

令和5年7月24日 1 1 3 不備 整備上

10 令和6年1月19日 令和5年10月16日 手数料の徴収漏れ

　申請に対する証明発行等を行う際に、日野市手数料条例別表
の「その他諸証明」の項により手数料を徴収する運用を、過去の
起案文書に基づき行うこととなっていたが、複数年に亘り手数
料を徴収することなく当該証明を発行してしまったことが判明
した。

(整備上）
日野市手数料条例別表「その他諸証明」の適用を改め、日野市
手数料条例を改正して条例上で明示する。
条例改正は令和５年第4回定例会で上程する。

（運用上）
事務手順マニュアルに、手数料の徴収根拠条例及び徴収手順等
を明記し、関係書類と同一場所に保管し、確実に引き継ぎがな
されるようにする。また、市ホームページ上で証明発行手数料
について記載し、外部に対しても手数料を徴収する旨を明示し
ていく。

令和5年10月12日 1 1 2 不備 整備上

11 令和6年1月19日 令和5年10月16日
根拠規定等に関する不明
確な説明

　交付申請に対し不交付とする対応を行ったことについて、根
拠規定等の説明を求められた際、その回答に曖昧な点が多く、
法や通達に従った対応を行っていることに疑問をもたれること
となった。

（整備上）
トラブル事例・対応方法一覧の作成（法や通達を運用するため
のわかりやすい資料の作成）

（運用上）
トラブル事例の課内共有。事案発生課（委託業者含む）と関係部
署との勉強会の開催。

令和6年3月31日 1 1 2 不備 整備上

12 令和6年1月19日 令和6年1月19日
滞納者に対する事務処理
誤り

市で対応が困難な滞納のケースについては、ノウハウのある東
京都に一定期間対応を移管する仕組みがある。その仕組みが適
用された事例で、都において担保の設定と換価の猶予が適用さ
れて、市に戻されたケースがあった。その後、換価の猶予期間は
終了し、担保から債権回収可能な状態となったが、市ではほと
んど実例のない処理であり、1年半ほど放置された。R5年度に
入り、担当者が設定されていた担保から債権回収をするべく事
務を進めようとし、課内の有識者に相談したものの、換価の猶
予取消と担保解除はセットで処理するものと誤認した状態だっ
たため、相談の主旨に齟齬が生じ、誤認が解消されなかった。こ
の状態のまま換価の猶予の取消とともに担保の設定を解除す
る処理について、担当者は所定の決裁（部長）を回付し、上長は
それが誤った処理であることを気づかないまま決裁した結果、
担保の解除通知が滞納者に送達され、担保から債権回収ができ
なくなってしまった。

（運用上）
・換価の猶予など、課長が指定する一定のレアケースについて
は、その対応方針について、課長、係長級、担当者で確認の上進
めることとする
・流れに不明点の多い事務処理については、手順書を作成する
・上記以外であっても、日頃から滞納処分の方向性や事務処理
の進め方等、疑義があれば周囲の職員や上長に該当ケースを提
示したうえで積極的に相談することとする
・本件ケースへの対応としては、当該滞納者と交渉し、担保を再
設定する方向で調整していく

令和6年3月29日 2 3 1 不備 運用上
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市民
影響度
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13 令和6年2月15日 令和6年1月19日

委託業務契約に対する消
費税法適用の誤認識によ
る仕入れ税額控除の適用
誤り

市から都に業務委託している事務の消費税の取扱いについて、
R5.11月の都からの通知（請求書）によって始めて不課税であ
ると認識した。従来は課税扱いと認識しており、その認識の下に
仕入れ税額控除を適用したうえで消費税を納税していた。不課
税であることがわかったため、過去5年分の消費税額を再計算
し、修正申告したうえで納税することとなった（プレスリリース
済み）。さらに、R6.3月には延滞税の支払いも予定。会計上は
特別損失として処理。類似例は全国的に発生している。

（運用上）
・消費税の課税判断に懸念のある案件の洗い出し作業を行う
・上記案件に対し、消費税法適用についての確認を行い、結果、
消費税が課税されないものと確認された案件についてはリスト
化し、確定申告決裁時に添付することとする
・決算支援業務の委託契約内容を見直し、R6年度からは確定申
告の支援業務を追加し、税理士にチェックしてもらうようにする
・そのほか、同様の状況にある他自治体と再発防止策の情報共
有をし、当市において採用できるか検討していく

令和6年3月29日 2 1 3 重大 運用上

14 令和6年2月7日 令和6年2月7日
支出負担行為の手続きを
行わない口頭による発注

物品の購入を検討する中で参考見積を徴取したところ、特殊な
物品のため納品まで10カ月程度かかることが判明した。その
後、業者と打ち合わせを重ね、７月に最終的な見積書が提出さ
れた際に、納品を年度内に間に合わせるため支出負担行為の手
続（契約締結）は事後に処理しようと考え口頭で発注を行った。
10月に支出負担行為等の手続きが漏れていたことに気付い
た。
本来契約後に受注者と行うべき打ち合わせや発注に基づく事
務が既に進められていたが、必要な手続きができていなかった
ことを業者に説明・謝罪したうえで口頭発注を取消、改めて競
争入札により業者を決定した。

（運用上）
・当該職員を含めた課の職員全員で契約等の基礎知識を学び、
再発を防止する。
・契約手続きに関する根拠を確認し、正しい手続きや手続きに
おける不適切な行為を理解する。
・上司は、担当からの相談内容に応じて、その金額の規模、納
期、特例性などに応じて、総務課契約／主管課契約、競争／随
意契約、の判断、方向性決定に関与し、スケジュール管理を含め
た適切な進捗管理をする。

令和5年10月31日 1 1 3 不備 運用上

15 令和6年4月18日 令和6年4月18日 食中毒の発生

　生徒20名が、調理実習で茹でたジャガイモを食べたところ、
約50分後から約6時間後にかけて、頭痛、吐き気、腹痛、発熱等
の症状を呈した（患者はいずれも軽症で、全員症状は回復し
た）。
　調査の結果、残品の茹でジャガイモ及び参考品の生ジャガイモ
から、ソラニン類が検出された（ジャガイモには発芽部分や皮
（特に緑化した部分）に有害物質であるソラニン類が含まれてお
り、このソラニン類を大量に含んだ部分を除去せずに摂取する
と食中毒を起こすことがある。）。

（運用上）
市立小・中学校に以下の内容を通知し、再発防止への対応を
行った。
１　調理実習実施前に調理工程、衛生管理及び児童への指示事
項について管理職とともに確認すること
２　食材については、給食の食材納入業者等信頼できる業者等
から調達すること
３　食材の保存方法・保存期間等を適切なものとしながら、購入
した食材はできるだけ早く使用すること
４　調理実習直前には、食材の品質を再度確認した上で、適切な
方法で調理を行うこと

令和5年6月7日 1 1 1 不備 運用上

16 （令和6年5月10日を予定） 令和6年4月18日 給付事業の支給誤り

令和5年8月に市外転出等により受給資格を喪失した対象者に
対して、6月から8月分までの給付を9月に支出した。給付管理
システム上で給付済みの処理を実施しなかったため、10月の定
期支払処理（6月～9月分）の際に、対象者として振込データを
作成してしまい重複給付となった。給付対象者から重複給付と
なっている旨の連絡を受け、事実を把握した。
【対象者数】56人　【重複給付額合計】2,470,000円

（運用上）
・マニュアルの遵守を徹底。給付済の処理は２名(複数）で確認す
る。
・法令等の根拠について理解を深め、作業手順に漏れがないよ
う、回議書決裁時にチェックを行う。

令和5年10月31日 2 2 2 不備 運用上
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17 （令和6年5月10日を予定） 令和6年4月18日
外国人転入者の個人番号
（マイナンバー）の誤登録

令和５年4月6日に海外から日野市へ転入した外国人住民につ
いて、転入処理をした際に、国内他市に居住する氏名・生年月
日・性別が一致する別人の個人番号（マイナンバー）を登録して
しまった。
8月30日に他市のマイナンバー担当課から連絡があり、日野市
に在住の同姓同名の外国人住民にマイナンバーが誤って登録さ
れている可能性があると照会があったことにより判明した。

（運用上）
・住民基本台帳ネットワークで外国人住民の本人特定を行う際
には、氏名・生年月日・性別の確認だけでなく出入国の履歴、必
要に応じて該当住所地へ照会するなど、詳細な情報確認を徹底
する。
・個人の特定が困難な場合は、特定できるまで手続きを保留す
る等の対応を行う。
・マイナンバーの取り扱い事務に関するフローを組織内で改め
て確認するとともに、職員への指導を徹底した。

令和5年9月4日 1 1 3 不備 運用上

18 令和6年4月18日 令和6年4月18日 郵便物の誤配（交換箱）

令和６年1月末頃、証明書の郵送請求のために送られた特定記
録郵便（定額小為替入り）が行方不明になっていることが判明し
た。（郵便の記録では1/22に市が受け取ったことになってい
た。）庁内で行方不明の郵便を探したが出てこなかったため、依
頼元に再度送ってもらい証明書を発行した。
2月8日頃、行方不明だった特定記録郵便が無断で主管課の交
換箱に入れられていた。

（運用上）
・総務課では郵便物の誤配がないよう、慎重に仕分けを行うこ
とを徹底。
・総総第2312号「令和６年４月1日以降の郵便業務について
（通知）」の中で、交換箱に他部署宛の郵便物等が入っていた場
合にはただちに総務課もしくは宛先の部署に連絡するよう依頼
した。

令和6年1月31日 1 1 1 不備 運用上

19 （令和6年5月10日を予定） 令和6年4月18日 保険料の遡及賦課誤り

　法改正により保険料賦課についての期間が明確化されたが、
納付方法（特別徴収・普通徴収）により納期限が異なるため、改
正により保険料の納付方法毎に賦課期限日を設ける必要が
あった。しかし、システム設定上は特別徴収に関して本来異なる
普通徴収の期間設定（7月31日）がされており、特別徴収被保
険者において、平成29年度より本来賦課できない2年を超え
た期間において賦課、還付処理を行っていた。
【影響人数】78人、【影響額計】1,448,283円

（運用上）
・システムにおける適切な期間設定。なお、期間設定対応が終了
するまでは、エクセル等で管理し、職員の目で確認する。
・制度改正における対応は、ベンダー任せとせず市側も内容確
認に努める。

令和6年2月29日 2 1 3 重大 運用上

20 （令和6年5月10日を予定） 令和6年4月18日
都補助金の返還及び違約
加算金

　国費及び都費を活用し、市が令和３～５年度にかけて実施して
いた民間事業者による建設に対する助成事業において、都要綱
上の条件を満たさない部分があることが判明。市が助成する要
綱上では、この条件を記載していないことから民間事業者側に
瑕疵はなく、市が条件を満たさない内容のうち既に受領してい
た令和３・４年度交付額を都に返還することとなったもの。ま
た、併せて違約加算金が上乗せされた。【影響額計】31,428千
円

（運用上）
・都と連携を密にすると共に、分かりやすい制度に改めるよう要
望する。
・議会への詳細報告を行うと共に、状況を庁内で共有する。
・制度活用時には、詳細な内容把握に努める。

令和6年3月29日 3 1 2 重大 運用上

21 （令和6年5月10日を予定） 令和6年5月1日
工事契約における成果物
の納品遅延

納期が4/28であった工事契約について、現場の施工は期限ま
でに完了していることを確認できていたが、完成図書に手直し
が必要な状況となり、その対応をしていたところ、最終的な成果
物の納品と検査官へのしゅん工報告が遅れてしまった（12月中
旬）。
このことによって、工事費用の財源としていた補助金の手続き
に影響（5月の段階で東京都から国に対ししゅん工済みとの報
告がなされていた）が及び、場合によっては交付決定が取り消
されるような事態に発展したが、東京都との協議によって（最終
的な説明責任は負うものの）交付決定の取消しは免れた。

（運用上）
・担当者への仕事の割り振りを見直したうえで、各担当に事務
の年間スケジュールを立ててもらう
・事務の年間スケジュールを係長まで共有し、係長は進行管理を
行う
・進行管理や意識向上の機会として、朝礼を活用する
・上長だけでなく、検査官も含めて適宜報連相を行うこととする

令和6年4月1日 1 3 2 不備 運用上
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所管部署リスク評価結果一覧（令和5年度）　 【集計結果】 【資料５】

①リスク評価の概要

No. リスク リスク件数 市民影響度（平均） 発生可能性（平均） 重要度（平均） 重大リスク件数

1 不十分な引継 13件 1.08 1.54 1.54 0件

2 進捗管理の未実施 20件 1.10 1.50 1.25 0件

3 機密情報の漏えい・紛失 19件 1.00 1.63 1.32 0件

4 勤務時間の過大報告 0件 0.00 0.00 0.00 0件

5 関連法規の確認不足 13件 1.15 1.69 1.92 1件

合計/平均 65件 0.87 1.27 1.21 1件

※　対応を検討中であり、市民影響度が評価できなかった事案が1件ある。

②分類別件数

うち対策未了 うち対策未了 うち対策未了

全庁的リスク 8件 0件 32件 1件 40件 1件

個別的リスク 5件 1件 20件 0件 25件 1件

合計 13件 1件 52件 1件 65件 2件

整備上のリスク 運用上のリスク 合計
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【資料５】

所管部署リスク評価結果一覧（令和5年度）　 【不十分な引継】

部署番号 所管部署 連番 リスク リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 完了 整備上／運用上

101 議会事務局 1 不十分な引継 無

202 企画経営課 6 不十分な引継 有 全庁 1 2 3 不備 ○ 運用上

203 財政課 11 不十分な引継 無

204 市長公室 17 不十分な引継 無

205 平和と人権課 21 不十分な引継 有 個別 1 1 1 不備 ○ 整備上

205 平和と人権課 23 不十分な引継 有 個別 1 1 1 不備 ○ 運用上

206 地域協働課 29 不十分な引継 有 全庁 1 1 3 不備 ○ 運用上

207 情報政策課 33 不十分な引継 無

308 総務課 38 不十分な引継 無

309 政策法務課 43 不十分な引継 無

310 職員課 48 不十分な引継 有 個別 1 1 2 不備 ○ 整備上

311 財産管理課 53 不十分な引継 無

312 建築営繕課 58 不十分な引継 無

313 防災安全課 66 不十分な引継 無

414 市民窓口課 70 不十分な引継 有 全庁 1 1 1 不備 ○ 整備上

415 七生支所 75 不十分な引継 無

416 市民税課 80 不十分な引継 無

417 資産税課 85 不十分な引継 無

418 納税課 90 不十分な引継 無

419 保険年金課 101 不十分な引継 無

520 環境保全課 103 不十分な引継 無

521 緑と清流課 109 不十分な引継 無

522 下水道課 113 不十分な引継 無
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【資料５】

所管部署リスク評価結果一覧（令和5年度）　 【不十分な引継】

部署番号 所管部署 連番 リスク リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 完了 整備上／運用上

523 ごみゼロ推進課 121 不十分な引継 無

524 施設課 123 不十分な引継 無

625 都市計画課 129 不十分な引継 無

626 区画整理課 136 不十分な引継 無

627 建築指導課 138 不十分な引継 無

628 道路課 143 不十分な引継 無

729 産業振興課 148 不十分な引継 無

730 文化スポーツ課 153 不十分な引継 無

731 都市農業振興課 159 不十分な引継 無

732 ふるさと文化財課 164 不十分な引継 無

833 福祉政策課 169 不十分な引継 無

834 生活福祉課 173 不十分な引継 無

835 障害福祉課 179 不十分な引継 有 個別 2 1 1 不備 ○ 運用上

836 高齢福祉課 183 不十分な引継 無

836 高齢福祉課 303 不十分な引継 有 個別 精査中 3 2 精査中 未了 整備上
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【資料５】

所管部署リスク評価結果一覧（令和5年度）　 【不十分な引継】

部署番号 所管部署 連番 リスク リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 完了 整備上／運用上

837 健康課 188 不十分な引継 無

838 セーフティネットコールセンター193 不十分な引継 無

839 介護保険課 198 不十分な引継 無

862 特別定額給付金担当 203 不十分な引継 無

940 子育て課 211 不十分な引継 無

941 保育課 214 不十分な引継 有 個別 1 3 1 不備 ○ 運用上

942 子ども家庭支援センター 228 不十分な引継 無

943 発達・教育支援課 231 不十分な引継 有 全庁 1 2 2 不備 ○ 整備上

1044 会計課 236 不十分な引継 無

1145 庶務課 241 不十分な引継 有 全庁 1 1 1 不備 ○ 運用上

1146 学務課 246 不十分な引継 有 全庁 2 2 1 不備 ○ 整備上

1147 教育指導課 254 不十分な引継 無

1148 教育センター 256 不十分な引継 無

1149 生涯学習課 261 不十分な引継 無

1150 公民館 267 不十分な引継 無

1151 図書館 271 不十分な引継 無

1255 経営企画室 276 不十分な引継 無

1256 病院総務課 282 不十分な引継 有 全庁 1 1 1 不備 ○ 運用上

1257 医事課 286 不十分な引継 無

1358 選挙管理委員会事務局 292 不十分な引継 無

1459 監査委員事務局 297 不十分な引継 無
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【資料５】

所管部署リスク評価結果一覧（令和5年度）　 【進捗管理の未実施】

部署番号 所管部署 連番 リスク リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 完了 整備上／運用上

101 議会事務局 2 進捗管理の未実施 無

202 企画経営課 7 進捗管理の未実施 無

202 企画経営課 302 進捗管理の未実施 有 全庁 1 2 1 不備 ○ 運用上

203 財政課 12 進捗管理の未実施 無

204 市長公室 16 進捗管理の未実施 有 個別 1 1 1 不備 ○ 運用上

205 平和と人権課 24 進捗管理の未実施 無

206 地域協働課 30 進捗管理の未実施 無

207 情報政策課 34 進捗管理の未実施 無

308 総務課 39 進捗管理の未実施 無

309 政策法務課 44 進捗管理の未実施 無

310 職員課 49 進捗管理の未実施 無

311 財産管理課 54 進捗管理の未実施 無

312 建築営繕課 59 進捗管理の未実施 有 個別 1 1 1 不備 ○ 運用上

313 防災安全課 63 進捗管理の未実施 有 全庁 1 1 1 不備 ○ 整備上

313 防災安全課 64 進捗管理の未実施 有 全庁 1 2 1 不備 ○ 運用上

313 防災安全課 65 進捗管理の未実施 有 全庁 1 3 1 不備 ○ 運用上

414 市民窓口課 71 進捗管理の未実施 有 全庁 1 1 2 不備 ○ 運用上

415 七生支所 76 進捗管理の未実施 無

416 市民税課 81 進捗管理の未実施 無

417 資産税課 86 進捗管理の未実施 無

418 納税課 91 進捗管理の未実施 無

419 保険年金課 102 進捗管理の未実施 無
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【資料５】

所管部署リスク評価結果一覧（令和5年度）　 【進捗管理の未実施】

部署番号 所管部署 連番 リスク リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 完了 整備上／運用上

520 環境保全課 104 進捗管理の未実施 有 全庁 1 1 1 不備 ○ 整備上

521 緑と清流課 108 進捗管理の未実施 有 個別 1 2 1 不備 ○ 運用上

522 下水道課 114 進捗管理の未実施 無

523 ごみゼロ推進課 122 進捗管理の未実施 無

524 施設課 124 進捗管理の未実施 無

625 都市計画課 130 進捗管理の未実施 無

626 区画整理課 137 進捗管理の未実施 無

627 建築指導課 139 進捗管理の未実施 無

628 道路課 144 進捗管理の未実施 無

729 産業振興課 149 進捗管理の未実施 無

730 文化スポーツ課 154 進捗管理の未実施 有 全庁 1 1 3 不備 ○ 運用上

731 都市農業振興課 158 進捗管理の未実施 有 全庁 1 2 2 不備 ○ 運用上

732 ふるさと文化財課 163 進捗管理の未実施 有 個別 1 1 1 不備 ○ 整備上

833 福祉政策課 170 進捗管理の未実施 無

834 生活福祉課 174 進捗管理の未実施 無
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【資料５】

所管部署リスク評価結果一覧（令和5年度）　 【進捗管理の未実施】

部署番号 所管部署 連番 リスク リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 完了 整備上／運用上

835 障害福祉課 178 進捗管理の未実施 有 個別 1 1 1 不備 ○ 運用上

836 高齢福祉課 184 進捗管理の未実施 有 個別 1 1 1 不備 ○ 運用上

837 健康課 189 進捗管理の未実施 無

838 セーフティネットコールセンター194 進捗管理の未実施 無

839 介護保険課 199 進捗管理の未実施 無

862 特別定額給付金担当 204 進捗管理の未実施 無

940 子育て課 209 進捗管理の未実施 有 全庁 2 2 1 不備 ○ 運用上

940 子育て課 210 進捗管理の未実施 有 全庁 2 2 1 不備 ○ 運用上

941 保育課 215 進捗管理の未実施 有 全庁 1 3 1 不備 ○ 運用上

942 子ども家庭支援センター 227 進捗管理の未実施 有 個別 1 1 1 不備 ○ 運用上

943 発達・教育支援課 232 進捗管理の未実施 無
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【資料５】

所管部署リスク評価結果一覧（令和5年度）　 【進捗管理の未実施】

部署番号 所管部署 連番 リスク リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 完了 整備上／運用上

1044 会計課 237 進捗管理の未実施 無

1145 庶務課 242 進捗管理の未実施 有 全庁 1 1 2 不備 ○ 運用上

1146 学務課 247 進捗管理の未実施 無

1147 教育指導課 255 進捗管理の未実施 有 個別 1 1 1 不備 ○ 運用上

1148 教育センター 257 進捗管理の未実施 無

1149 生涯学習課 262 進捗管理の未実施 無

1150 公民館 268 進捗管理の未実施 無

1151 図書館 272 進捗管理の未実施 無

1255 経営企画室 277 進捗管理の未実施 無

1256 病院総務課 283 進捗管理の未実施 無

1257 医事課 287 進捗管理の未実施 無

1358 選挙管理委員会事務局 293 進捗管理の未実施 無

1459 監査委員事務局 298 進捗管理の未実施 無
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【資料５】

所管部署リスク評価結果一覧（令和5年度）　 【機密情報の漏えい・紛失】

部署番号 所管部署 連番 リスク リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 完了 整備上／運用上

101 議会事務局 3 機密情報の漏えい・紛失 無

202 企画経営課 8 機密情報の漏えい・紛失 無

203 財政課 13 機密情報の漏えい・紛失 無

204 市長公室 18 機密情報の漏えい・紛失 無

205 平和と人権課 25 機密情報の漏えい・紛失 無

206 地域協働課 27 機密情報の漏えい・紛失 有 全庁 1 2 2 不備 ○ 運用上

206 地域協働課 28 機密情報の漏えい・紛失 有 全庁 1 3 2 不備 ○ 運用上

207 情報政策課 35 機密情報の漏えい・紛失 無

308 総務課 40 機密情報の漏えい・紛失 無

309 政策法務課 45 機密情報の漏えい・紛失 無

310 職員課 50 機密情報の漏えい・紛失 無

311 財産管理課 55 機密情報の漏えい・紛失 無

312 建築営繕課 60 機密情報の漏えい・紛失 無

313 防災安全課 67 機密情報の漏えい・紛失 無

414 市民窓口課 72 機密情報の漏えい・紛失 無

415 七生支所 77 機密情報の漏えい・紛失 無

416 市民税課 82 機密情報の漏えい・紛失 有 全庁 1 1 1 不備 ○ 運用上

417 資産税課 87 機密情報の漏えい・紛失 無

418 納税課 92 機密情報の漏えい・紛失 無

419 保険年金課 95 機密情報の漏えい・紛失 有 全庁 1 1 2 不備 ○ 運用上
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【資料５】

所管部署リスク評価結果一覧（令和5年度）　 【機密情報の漏えい・紛失】

部署番号 所管部署 連番 リスク リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 完了 整備上／運用上

419 保険年金課 96 機密情報の漏えい・紛失 有 全庁 1 1 2 不備 ○ 運用上

419 保険年金課 97 機密情報の漏えい・紛失 有 全庁 1 2 1 不備 ○ 運用上

419 保険年金課 98 機密情報の漏えい・紛失 有 全庁 1 2 1 不備 ○ 運用上

520 環境保全課 105 機密情報の漏えい・紛失 無

521 緑と清流課 110 機密情報の漏えい・紛失 無

522 下水道課 115 機密情報の漏えい・紛失 無

523 ごみゼロ推進課 118 機密情報の漏えい・紛失 無

524 施設課 125 機密情報の漏えい・紛失 無

625 都市計画課 131 機密情報の漏えい・紛失 無

626 区画整理課 133 機密情報の漏えい・紛失 無

627 建築指導課 140 機密情報の漏えい・紛失 無

628 道路課 145 機密情報の漏えい・紛失 無

729 産業振興課 150 機密情報の漏えい・紛失 無

730 文化スポーツ課 155 機密情報の漏えい・紛失 無

731 都市農業振興課 160 機密情報の漏えい・紛失 無

732 ふるさと文化財課 165 機密情報の漏えい・紛失 無

833 福祉政策課 168 機密情報の漏えい・紛失 有 全庁 1 1 1 不備 ○ 運用上

834 生活福祉課 175 機密情報の漏えい・紛失 無

835 障害福祉課 180 機密情報の漏えい・紛失 無
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【資料５】

所管部署リスク評価結果一覧（令和5年度）　 【機密情報の漏えい・紛失】

部署番号 所管部署 連番 リスク リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 完了 整備上／運用上

836 高齢福祉課 185 機密情報の漏えい・紛失 有 個別 1 1 1 不備 ○ 運用上

837 健康課 190 機密情報の漏えい・紛失 無

838 セーフティネットコールセンター195 機密情報の漏えい・紛失 無

839 介護保険課 200 機密情報の漏えい・紛失 有 全庁 1 2 1 不備 ○ 運用上

862 特別定額給付金担当 205 機密情報の漏えい・紛失 有 個別 1 1 1 不備 ○ 運用上

940 子育て課 208 機密情報の漏えい・紛失 有 全庁 1 1 3 不備 ○ 整備上

941 保育課 216 機密情報の漏えい・紛失 有 全庁 1 2 1 不備 ○ 運用上

941 保育課 217 機密情報の漏えい・紛失 有 全庁 1 2 1 不備 ○ 運用上

941 保育課 218 機密情報の漏えい・紛失 有 全庁 1 3 1 不備 ○ 運用上

942 子ども家庭支援センター 225 機密情報の漏えい・紛失 有 個別 1 1 1 不備 ○ 運用上

942 子ども家庭支援センター 226 機密情報の漏えい・紛失 有 個別 1 1 1 不備 ○ 運用上

943 発達・教育支援課 233 機密情報の漏えい・紛失 無

1044 会計課 238 機密情報の漏えい・紛失 無

1145 庶務課 243 機密情報の漏えい・紛失 無

1146 学務課 248 機密情報の漏えい・紛失 無

1147 教育指導課 252 機密情報の漏えい・紛失 無

1148 教育センター 258 機密情報の漏えい・紛失 無

1149 生涯学習課 263 機密情報の漏えい・紛失 無

1150 公民館 269 機密情報の漏えい・紛失 無
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【資料５】

所管部署リスク評価結果一覧（令和5年度）　 【機密情報の漏えい・紛失】

部署番号 所管部署 連番 リスク リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 完了 整備上／運用上

1151 図書館 273 機密情報の漏えい・紛失 無

1255 経営企画室 278 機密情報の漏えい・紛失 無

1256 病院総務課 284 機密情報の漏えい・紛失 無

1257 医事課 288 機密情報の漏えい・紛失 有 個別 1 1 1 不備 ○ 運用上

1257 医事課 289 機密情報の漏えい・紛失 有 個別 1 3 1 不備 ○ 整備上

1358 選挙管理委員会事務局 294 機密情報の漏えい・紛失 無

1459 監査委員事務局 299 機密情報の漏えい・紛失 無
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【資料５】

所管部署リスク評価結果一覧（令和5年度）　 【勤務時間の過大報告】

部署番号 所管部署 連番 リスク リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 完了 整備上／運用上

101 議会事務局 4 勤務時間の過大報告 無

202 企画経営課 9 勤務時間の過大報告 無

203 財政課 14 勤務時間の過大報告 無

204 市長公室 19 勤務時間の過大報告 無

205 平和と人権課 26 勤務時間の過大報告 無

206 地域協働課 31 勤務時間の過大報告 無

207 情報政策課 36 勤務時間の過大報告 無

308 総務課 41 勤務時間の過大報告 無

309 政策法務課 46 勤務時間の過大報告 無

310 職員課 51 勤務時間の過大報告 無

311 財産管理課 56 勤務時間の過大報告 無

312 建築営繕課 61 勤務時間の過大報告 無

313 防災安全課 68 勤務時間の過大報告 無

414 市民窓口課 73 勤務時間の過大報告 無

415 七生支所 78 勤務時間の過大報告 無

416 市民税課 83 勤務時間の過大報告 無

417 資産税課 88 勤務時間の過大報告 無

418 納税課 93 勤務時間の過大報告 無

419 保険年金課 99 勤務時間の過大報告 無

520 環境保全課 106 勤務時間の過大報告 無

521 緑と清流課 111 勤務時間の過大報告 無

522 下水道課 116 勤務時間の過大報告 無

523 ごみゼロ推進課 119 勤務時間の過大報告 無

524 施設課 126 勤務時間の過大報告 無

625 都市計画課 132 勤務時間の過大報告 無

626 区画整理課 134 勤務時間の過大報告 無

627 建築指導課 141 勤務時間の過大報告 無

628 道路課 146 勤務時間の過大報告 無

729 産業振興課 151 勤務時間の過大報告 無

730 文化スポーツ課 156 勤務時間の過大報告 無

731 都市農業振興課 161 勤務時間の過大報告 無
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【資料５】

所管部署リスク評価結果一覧（令和5年度）　 【勤務時間の過大報告】

部署番号 所管部署 連番 リスク リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 完了 整備上／運用上

732 ふるさと文化財課 166 勤務時間の過大報告 無

833 福祉政策課 171 勤務時間の過大報告 無

834 生活福祉課 176 勤務時間の過大報告 無

835 障害福祉課 181 勤務時間の過大報告 無

836 高齢福祉課 186 勤務時間の過大報告 無

837 健康課 191 勤務時間の過大報告 無

838 セーフティネットコールセンター196 勤務時間の過大報告 無

839 介護保険課 201 勤務時間の過大報告 無

862 特別定額給付金担当 206 勤務時間の過大報告 無

940 子育て課 212 勤務時間の過大報告 無

941 保育課 219 勤務時間の過大報告 無

942 子ども家庭支援センター 229 勤務時間の過大報告 無

943 発達・教育支援課 234 勤務時間の過大報告 無

1044 会計課 239 勤務時間の過大報告 無

1145 庶務課 244 勤務時間の過大報告 無

1146 学務課 249 勤務時間の過大報告 無

1147 教育指導課 253 勤務時間の過大報告 無

1148 教育センター 259 勤務時間の過大報告 無

1149 生涯学習課 264 勤務時間の過大報告 無

1150 公民館 270 勤務時間の過大報告 無

1151 図書館 274 勤務時間の過大報告 無

1255 経営企画室 279 勤務時間の過大報告 無

1256 病院総務課 285 勤務時間の過大報告 無

1257 医事課 290 勤務時間の過大報告 無

1358 選挙管理委員会事務局 295 勤務時間の過大報告 無

1459 監査委員事務局 300 勤務時間の過大報告 無
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【資料５】

所管部署リスク評価結果一覧（令和5年度）　 【関連法規の確認不足】

部署番号 所管部署 連番 リスク リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 完了 整備上／運用上

101 議会事務局 5 関連法規の確認不足 無

202 企画経営課 10 関連法規の確認不足 無

203 財政課 15 関連法規の確認不足 無

204 市長公室 20 関連法規の確認不足 無

205 平和と人権課 22 関連法規の確認不足 有 個別 1 1 3 不備 ○ 運用上

206 地域協働課 32 関連法規の確認不足 有 全庁 1 1 3 不備 ○ 整備上

207 情報政策課 37 関連法規の確認不足 無

308 総務課 42 関連法規の確認不足 無

309 政策法務課 47 関連法規の確認不足 無

310 職員課 52 関連法規の確認不足 無

310 職員課 304 関連法規の確認不足 有 個別 1 1 1 不備 ○ 運用上

311 財産管理課 57 関連法規の確認不足 無

312 建築営繕課 62 関連法規の確認不足 有 個別 1 1 1 不備 ○ 運用上

313 防災安全課 69 関連法規の確認不足 無

414 市民窓口課 74 関連法規の確認不足 有 全庁 1 1 3 不備 ○ 運用上

415 七生支所 79 関連法規の確認不足 無

416 市民税課 84 関連法規の確認不足 無

417 資産税課 89 関連法規の確認不足 無

418 納税課 94 関連法規の確認不足 無

419 保険年金課 100 関連法規の確認不足 無

520 環境保全課 107 関連法規の確認不足 無
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【資料５】

所管部署リスク評価結果一覧（令和5年度）　 【関連法規の確認不足】

部署番号 所管部署 連番 リスク リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 完了 整備上／運用上

521 緑と清流課 112 関連法規の確認不足 無

522 下水道課 117 関連法規の確認不足 無

523 ごみゼロ推進課 120 関連法規の確認不足 無

524 施設課 127 関連法規の確認不足 無

625 都市計画課 128 関連法規の確認不足 有 全庁 3 3 2 重大 ○ 運用上

626 区画整理課 135 関連法規の確認不足 無

627 建築指導課 142 関連法規の確認不足 無

628 道路課 147 関連法規の確認不足 無

729 産業振興課 152 関連法規の確認不足 無

730 文化スポーツ課 157 関連法規の確認不足 無

731 都市農業振興課 162 関連法規の確認不足 無

732 ふるさと文化財課 167 関連法規の確認不足 無

833 福祉政策課 172 関連法規の確認不足 無

834 生活福祉課 177 関連法規の確認不足 無

835 障害福祉課 182 関連法規の確認不足 無

836 高齢福祉課 187 関連法規の確認不足 無

837 健康課 192 関連法規の確認不足 無

838 セーフティネットコールセンター197 関連法規の確認不足 無

839 介護保険課 202 関連法規の確認不足 無

862 特別定額給付金担当 207 関連法規の確認不足 無

940 子育て課 213 関連法規の確認不足 無

941 保育課 220 関連法規の確認不足 有 全庁 1 2 1 不備 ○ 運用上

941 保育課 221 関連法規の確認不足 有 全庁 1 2 2 不備 ○ 整備上
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【資料５】

所管部署リスク評価結果一覧（令和5年度）　 【関連法規の確認不足】

部署番号 所管部署 連番 リスク リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 完了 整備上／運用上

941 保育課 222 関連法規の確認不足 有 全庁 1 2 2 不備 ○ 運用上

941 保育課 223 関連法規の確認不足 有 全庁 1 2 1 不備 ○ 運用上

941 保育課 224 関連法規の確認不足 有 個別 1 2 2 不備 ○ 運用上

942 子ども家庭支援センター 230 関連法規の確認不足 無

943 発達・教育支援課 235 関連法規の確認不足 無

1044 会計課 240 関連法規の確認不足 無

1145 庶務課 245 関連法規の確認不足 無

1146 学務課 250 関連法規の確認不足 無

1147 教育指導課 251 関連法規の確認不足 無

1148 教育センター 260 関連法規の確認不足 無

1149 生涯学習課 265 関連法規の確認不足 無

1150 公民館 266 関連法規の確認不足 有 個別 1 2 3 不備 ○ 運用上

1151 図書館 275 関連法規の確認不足 無

1255 経営企画室 280 関連法規の確認不足 無

1256 病院総務課 281 関連法規の確認不足 有 全庁 1 2 1 不備 作業中 運用上

1257 医事課 291 関連法規の確認不足 無
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【資料５】

所管部署リスク評価結果一覧（令和5年度）　 【関連法規の確認不足】

部署番号 所管部署 連番 リスク リスク発生の有無 全庁／個別 市民影響度 発生可能性 重要度 不備の程度 完了 整備上／運用上

1358 選挙管理委員会事務局 296 関連法規の確認不足 無

1459 監査委員事務局 301 関連法規の確認不足 無
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内部統制モニタリング指標

所管部署 基準日 令和3年度 令和4年度 令和5年度

実施時点

調査時点

監査時点

4月末～5月時点 318件（2022.5.10時点） 243件（2023.05.10時点） 189件（2024.05.10時点）

4月末～5月時点 256件（2022.5.10時点） 224件（2023.05.10時点） 194件（2024.05.10時点）

情報政策課 当該年度末 38件 59件 36件

総務課 当該年度末 31件 48件 18件

当該年度期間 974人／117,465時間 993人／102,207時間 990人／97,561時間

免職 当該年度期間 0人 0人 0人

休職 当該年度期間 39人 46人 51人

降任 当該年度期間 0人 1人 0人

降給 当該年度期間 0人 0人 0人

免職 当該年度期間 0人 1人 0人

停職 当該年度期間 1人 1人 1人

減給 当該年度期間 4人 3人 0人

戒告 当該年度期間 3人 1人 0人

当該年度期間 7人 3人 5人

当該年度期間 10件 16件 9件

財産管理課 当該年度末 9件 16件 3件

会計課 当該年度末 2,986(6.21％) 2,813(5.81%) 2,933(6.23%)

当該年度期間 9件

当該年度期間 62件 222件

当該年度期間 ※ 3件 1件 1件

※ 令和３年度のみ、内部通報件数の算定期間は令和3年6月～令和4年3月

※令和4年度の行政事務法律相談件数の算定期間は、令和4年10月～令和5年3月

モニタリング指標

企画経営課

行政評価 別資料

職員意識調査 別資料

定期監査指摘事項 別資料

財政課
予算流用件数

執行状況0％件数（企業会計を除く）

情報セキュリティにおける事件、事故の報告件数

文書滅失件数

セクハラ、パワハラ相談件数

庁用車の年間事故件数

伝票の手戻り件数

政策法務課

懲戒リスク事案の相談件数（コンプライアンス違

反に関する相談件数）

内部通報件数

職員課

時間外勤務対象職員数及び総時間数

職員の分限処分件数

職員の懲戒処分件数

職員の退職管理の状況（再就職の届け出件数）

行政事務法律相談件数（延べ件数）

【資料６】



 

 

 

令和 5 年度（2023 年度） 

日野市行政評価結果報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年（2024 年）2 月 

日野市 

  

【資料 6-1】 



目 次 

 

1 日野市における行政評価の概要 ........................................... 3 

2 令和 5年度行政評価の概要 ................................................ 4 

3 評価の結果 ...................................................................... 8 

4 資料集 .......................................................................... 15 

 

 

 



 3 

1 日野市における行政評価の概要 

行政サービスは、絶えず変化する社会情勢や技術、社会的資源、環境などに柔軟に適合させた上

で、効率的かつ効果的に提供できるよう、不断の見直しが求められます。 

各事業は、所管部署において自発的に見直しがなされています。しかし、異なる視点（市民や他部

署の職員の目線）から客観的に事業を評価することが、より多くの気づきを得ることにつながり、ま

た、それによって事業をより良い方向性や内容に改めることが可能となります。 

そこで、日野市では、「行政評価システム」という制度により、市民委員のご意見もいただきつつ、

組織全体で事業の見直しを毎年度実施しています。 

 

 行政評価の目的 

市政に関し、限りある経営資源（税収を始めとした財源、人員、施設、情報）を効率的に活用し、

最大の効果を得ることを目的としています。 

時代の変化とともに市民等の需要に的確に応えることができなくなった事業を抜本的に見直し、

市政全体の最適化の観点から、経営資源を優先度の高い事業へとシフトします。また、必要性が失わ

れていない事業については、より効果的な事業内容・より効率的な手法に刷新を図ります。 

①地方自治法の要請「最少の経費で最大の効果」 

地方自治法第 2 条第 14 項には、「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福

祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と規

定されています。 

②財政再建・行財政改革の改革対象事業として 

令和 4 年 12 月に策定した『財政再建計画・第 6 次行財政改革大綱実施計画』においても、改

革対象事業として、位置づけています。 

③内部統制の目的「業務の効率的かつ効果的な遂行」 

また、日野市では、地方自治法第 150 条第 2 項に基づき令和 3 年 8 月 23 日に『日野市内部統

制基本方針』を定め、内部統制制度を導入しました。基本方針には、総務省が平成 31 年 3 月に発

出した『地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン』に示される内部統制の目

的のうちの一つである「業務の効率的かつ効果的な遂行」に対応し、「行政評価システム」に取り

組むよう定めています。 
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2 令和 5 年度行政評価の概要 

 

 評価の流れ 

① 対象事業を、行財政改革推進本部で選定します。 

② （所管部署評価）所管部署において、対象事業を評価します。 

③ （市民評価）市民評価委員会において、各市民員が市ホームページを検索し、評価します。 

委員会としての評価結果は、『日野市行政評価システム市民評価委員会意見書』としてまと

め、市長へ報告します。 

④ （本部評価）市民評価の結果を踏まえ、行財政改革推進本部の構成員のうち理事者及び企

画部職員により所管部署に対しヒアリングを行い、対象事業の評価案を作成します。 

評価案を行財政改革推進本部で検討し、最終評価案として確定した後、市長決裁により決

定します。 

⑤ 本部評価と市民評価の結果を公表します。また、各所管部署に結果を伝えます。 

⑥ 所管部署において、評価結果を踏まえた各事業の見直しを行います。 

⑦ 行革本部において、事業の見直しの進捗を確認します。 

 

【行政評価のフロー図】 
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 評価対象 

市として推進している健康増進関連事業に関して、部署間の縦割りの弊害からか、市民にとっ

て親切な情報発信となっていない（情報の取得が困難、比較が困難）可能性があるとの問題意識に

立ち、評価対象を次のとおりとしました。 

健康増進関連事業の市ホームページにおける情報発信 

 

【健康増進関連事業とは】 

市民の身体に係る健康の維持増進を目的とする事業をいう。「健康の維持増進」には、体力の低

下防止のみならず、体力向上を含むものとし、対象市民の年齢、性別、所得等の如何を問わない。 

「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（平成 24 年 7 月 10 日厚生労働

省告示第 430 号）」中、「第一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向」五に定める「国民

の健康増進を形成する基本要素」（栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔

の健康）」のうち、「身体活動・運動」に関する生活習慣を直接に改善することを目的とした事業（実

施主体が市である必要はない）。 

 

 評価の方法 

評価対象として選択した事業について、有効性の観点から数値化して評価を行い、総合評価（今後

の方向性）を判定します。 

評価は 3 段階で実施します。事業所管部署による「所管部署評価」、市民評価委員会による「市民

評価」を踏まえ、行財政改革推進本部により最終的な評価として「本部評価」を実施します。 

 

① 所管部署評価 

事業に熟知している所管部署が、自ら評価を行います。 

各所管部署において、評価項目毎に「評価点数の考え方」に基づき 5 段階（1 点から５

点）で点数化しています。 

全評価項目の平均を、当該所管部署における評価点としています。 

各所管部署における評価点の平均を、所管部署評価における評価点としています。 

 

【所管部署】 

文化スポーツ課、ふるさと文化財課、高齢福祉課、健康課、介護保険課、生涯学習課 
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【評価項目】 

 

 

【評価の視点】 

有効性 

「事業の成果をより高めることができたか」 

 ・事業成果は上がっているか 

 ・さらに事業成果を向上する余地はないか 

 ・事業の有効性が薄れていないか 

 

 

【評価点数の考え方】 

採点 判定基準 

５点 非常に優れている。最大限の取り組みがなされている 

４点 最高点まではいかないが、良い取り組みがなされている 

３点 可もなく不可もなく。悪くはないが、褒めるべき点もない 

２点 必要な水準には若干不足している 

１点 必要な水準に全然足りていない。抜本的な改革が必要 

Ⅰ有効性

(1)網羅的な情報提供

①全事業の掲載

②情報へのアクセス

A)階層の深さ（クリック数）

B)カテゴリ区分

C)カテゴリ名の平易さ

D)複数ルート

③類似事業間の比較

A)類似事業の一覧性

B)表現の統一性

(2)各事業単体の情報提供

①十分な内容

②ユーザビリティ

A)スクロールの長さ

B)添付ファイル

C)ページ構成

D)リンク切れ

E)死にページ

市民が、市ホームページ上で、利用可能な全ての健康増進関連事業の情報を容易に得られ、

それらを容易に比較できるか 

令和 5 年度は 



 7 

 

② 市民評価 

市からサービスの提供を受け、かつ、税を負担する市民の目線からの評価・意見を取り入

れるため、公募による市民等で組織された市民評価委員会により実施する評価です。評価

結果を「市民評価委員会意見書」として市長に提出します。 

各委員が、市ホームページ上で健康増進関連事業を検索し、その検索作業の過程及び結

果から、評価項目（市民評価と同項目を使用）毎に「評価点数の考え方」に基づき 5 段階

（1 点から５点）で点数化しています。 

各評価項目に関する各委員の評価点の平均を、当該評価項目の評価点としています。 

全評価項目の評価点の平均を、市民評価における評価点としています。 

 

 

 

③ 本部評価 

所管部署評価・市民評価の結果を踏まえて、行財政改革推進本部が実施する評価です。こ

の評価により、対象事業の今後の方向性を確定します。なお、点数評価は行っていません

（市 HP の使い易さについては、市民評価での評価結果によることが適切であるため）。 

評価にあたっては、客観性を高めるため、日本規格協会発行の JIS Z 8522：2022『人

間工学－人とシステムとのインタラクション－情報提示の原則』（以下「JIS Z 8522」と

いう。）に示された各原則のうち適用可能なものに関し、評価対象がどの程度準拠している

かという観点から評価しています。 

また、今後の方向性の検討に当たっては、JIS Z 8522 の他、他自治体の例や近隣市への

調査結果を参考としています。 

探索・評価の結果を持ち寄り、意見交換

健康増進関連事業の情報提供が市民にとってわかりやすいものか
たどり着けなかった／わかりにくかったページの問題点は など

発見したページについて評価

健康増進事業について把握できたか
たどり着きやすさ／類似事業との一覧性／当該ページの見やすさ など

各委員が市ホームページで健康増進関連事業を探索

評価対象区分（年齢階層。4区分）ごとに事業を検索
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3 評価の結果 

 総評（有効性評価） 

一部について改善を要する。 

本部評価 市民評価 所管部署評価 

- 3 4 

※本部評価における点数評価は行っていません（今回の評価の主旨は、市民にとって親切な

情報発信となっているかを評価するものであるため、市民評価での評価結果によることが

適切であるため）。 

 

 改善提案・意見 

➢ 各事業に関する各ページの情報提供内容については、十分な情報を分かりやすく伝えるものと

なっています。 

➢ 階層構造化・分類に工夫が必要なページも見られますので、より分かりやすい階層構造・分類

となるよう検討をお願いします。 

➢ 市民には聞きなれない専門的な表現が一部に用いられています。説明上使用せざるを得ない

場合もあるものと思われますが、より分かりやすく伝える工夫を引き続き重ねてください。 

➢ 様々な属性の方に対して、全ての情報を網羅して伝えることが市ホームページには求められる

ことから情報過多となっており、個々のニーズに応じた情報の取得が困難となっている可能性

があります。 

階層構造については、所属・事業による分類が主となっています。利用する市民の属性別の情

報提供がされると、市民にとって使い勝手の良いホームページとなるものと期待できます。 

階層構造上の工夫や検索者の属性に応じた情報のフィルタリング手法に関する他市事例（別

紙『他市ホームページの先進事例』参照。）も参考に、検索者に応じた必要最小限の情報提供

に向け、長期的な検討をお願いします。 

➢ 各事業の情報が様々なページに点在していることから、市民が利用可能な健康増進関連事業

を検索するためには、情報を集約して提示することで、より効果的な情報提供が実現できる可

能性があります。 

一方で、情報の集約化に関する近隣市に対する調査の結果（別紙『26 市における健康関連事

業の一元的情報発信に関する取組状況について（調査結果）』参照。）からは、組織横断的な体

制・情報システムの構築等、様々な課題の解消が求められることが読みとれます。 

情報の集約に要するコストも考慮しつつ、各部署で実施している健康増進関連事業の一元的

な情報提供の手法について、継続的に取り組んでください。 
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 個別評価項目 

JIS Z 8522 の各原則に基づき、以下のとおり評価を行いました。なお、各評価の詳細につ

いては、『別紙 JIS_Z_8522：2022 原則への準拠性評価』を参照してください。 

 

 

① 気づきやすくする （JIS Z 8522 中、6.1） 

A) 評価意見 

i. 重要情報の強調 

市ホームページにおいて、「健康増進関連事業」が多く含まれるものと予想される「健

康づくり」という目的別メニューは、トップページにあるものの、トップページの下部に

配置（4 回 PageDown スクロールを要する）されており、目立つ場所に配置されてい

るとは言えない。ただし、今後の配置場所等の検討に当たっては、他のメニューとの優先

順位を考慮する必要がある。 

なお、各個別のページの作りは、CMS（ホームページの管理ツール）の機能（見出し

の強調表示など）に依存していることから、一定の水準に達していると言える。 

 

 

② 注意を逸らさないようにする （JIS Z 8522 中、6.2） 

A) 評価意見 

i. 注意逸脱・情報過多の回避 

市ホームページのトップページには、多様なアクセス者を想定しているためやむを得

ないものの、非常に多くの情報が表示されており、情報過多となっている。 

また、健康増進関連事業とは無関係な情報の動的表示がなされている。 

  

【JIS Z 8522 中の参照原則：6.1.2.2】 

重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。（例１ 重

要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。） 

【JIS Z 8522 中の参照原則：6.2.1】 

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように

提示されていれば、ユーザは注意を逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につ

ながる事象及び情報過多の両方から生じる。 

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。 

ａ）注意を逸らすことを回避する 

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える 
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③ 区別しやすくする （JIS Z 8522 中、6.3） 

A) 評価意見 

i. 構造化の一貫性 

一部のページに、情報モデルによる構造化が十分でない構造が見られる。［評価点：２

点］ 

【例】「トップページ＞健康・医療・福祉＞健康づくり・食育＞運動」の配下に「体

を動かす」という上位階層カテゴリと類似のカテゴリが存在する。 

また、「トップページ＞健康・医療・福祉＞健康づくり・食育＞運動」の配下

に「体を動かす」という包括的なカテゴリと、「さわやか健康体操」等の個別

の項目が同一階層に混在しており、構造化が十分に行われていない。 

 

ii. グループ間における差異の明確化 

各カテゴリ間でその違いが明確でないカテゴリ区分が一部においてみられる。 

【例】「トップページ＞健康・医療・福祉＞健康づくり・食育＞運動」の配下に「体を

動かす」という包括的なカテゴリと、「さわやか健康体操」等の個別の項目が同

一階層に並列されているが、「さわやか健康体操」等と「体を動かす」というグ

ループ（又は項目）間の違いが提示されていない。 

 

  

【JIS Z 8522 中の参照原則：6.3.2.1】 

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構

造化することが望ましい。 

注記１ 情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2 の 5.2.1 を参照）。 

（中略） 

ｄ）情報モデルによる構造化 情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジ

ェクト又はオブジェクトのクラス）によってコンテンツ構造を決める。 

１）論理的グループによる構造化 主要な論理概念に基づいて、コンテンツをク

ラスター化する。この構造では、あるコンテンツ単位が何箇所かに重複して出

現することもある。 

２）アルファベット順による構造化 コンテンツを表す言葉のアルファベット順

に、コンテンツを並べる。 

３）全般及び詳細の度合いによる構造化 一般的なものから特定のもの、又は特

定のものから一般的なものの順になるようにコンテンツを配置する。 

【JIS Z 8522 中の参照原則：6.3.4.1】 

情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 
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iii. 類似情報の近接化 

市民目線で見た場合、「類似した情報項目」に該当する健康増進関連事業については、

市 HP 中各所に点在しており、近接されているとは言い難い。 

【例】「トップページ」＞「文化スポーツ」配下に健康増進関連事業が掲載されている

一方、「トップページ」＞「健康・医療・福祉」配下に別種の健康増進関連事業

が掲載されており、相互の掲載場所に乖離がある。 

【参考：浜松市の例】 

健康に特化した WEB ページを作成している。 

 

iv. 項目数の抑制 

一部のカテゴリ（ページ）において、その配下の項目数が７以上となっており、市民が

参照を意図するカテゴリが埋もれてしまう。 

【例】「トップページ」＞「健康・医療・福祉」＞「高齢者の支援」ページに表示され

ている項目数が多い（１２項目）。 

【参考：大阪市の例】 

トップページには、4 カテゴリ（「くらし」「イベント・観光」「産業・ビジネス」

「市政」）のみが表示され、他の選択メニューは表示されていない。 

 

  

【JIS Z 8522 中の参照原則：6.3.4.6】 

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項

目数又はチャンク数は、ユーザが情報を自瞬時に識別可能な範囲内の数に制限する

ことが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サブグルー

プを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。 

注記１ 一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづら

い。情報が複雑になるにつれて、ユーザが識別可能な情報の項目数は減

る。 

【JIS Z 8522 中の参照原則：6.3.4.4】 

類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望

ましい。 
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v. ユーザに応じた情報のフィルタリング 

カテゴリを選択することにより、情報のフィルタリングを疑似的に可能としていると

言える（その後の表示が適切かどうかについては、他の評価項目において言及している

ためここでは扱わない）。 

【例】トップページ配下の「目的から探す」メニュー内にある「健康づくり」アイコン

を押下すると、「健康・医療・福祉」配下の「健康づくり・食育」ページが表示

される。 

【参考：千葉市の例】 

トップページで、対象を「一般」「子育て」「高齢者」「事業者」の区分で選択可能。 

 

  

【JIS Z 8522 中の参照原則：6.3.4.7】 

大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情

報を限定して、情報のフィルタリングを行うことが望ましい。 



 13 

④ 解釈しやすくする （JIS Z 8522 中、6.4） 

A) 評価意見 

i. 不足のない情報提供 

開催期間が限定されている事業を除き、ほぼ全ての健康増進関連事業がホームページ

に掲載されている。 

 

ii. 情報項目間における差異の明確化 

類似した名称が使用されている複数事業が存在するが、区別がなされている。 

【例】フレ筋アップ教室、さわやか健康体操教室など 

 

iii. 市民になじみのある表現の使用 

一部に市民にとってなじみのない表現でメニュー提示がされている。ただし、各項目に

ついて、説明が付されている。 

【例】一般介護予防事業、フレイル予防、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事

業 

 

iv. 曖昧さの排除 

掲載された項目が、市民参加が可能な事業と、抽象的な概念としての事業とが同一ペー

ジに混在しており、当該事業が参加可能なものか判断がつかないものが一部に見られた。 

【例】『トップページ＞健康・医療・福祉＞健康づくり・食育＞フレイル予防（高齢者

の健康づくり）』に表示されている項目より。 

抽象的な概念としては「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業」。 

市民参加が可能な事業は、「一般介護予防事業」中のフレ筋アップ教室。 

  

【JIS Z 8522 中の参照原則：6.4.2.1】 

必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切

な情報がすべて含まれている。）。 

【JIS Z 8522 中の参照原則：6.4.2.2】 

各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 

【JIS Z 8522 中の参照原則：6.4.3.1】 

ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 

【JIS Z 8522 中の参照原則：6.4.3.4】 

提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 



 14 

⑤ 簡潔にする （JIS Z 8522 中、6.5） 

A) 評価意見 

i. 情報の非冗長化 

市民が、自分の参加可能な健康増進関連事業の検索を意図して市のホームページ（ト

ップページ）にアクセスした場合であっても、無関係な他の情報が多く掲載されている。 

【参考：大阪市の例（再掲）】 

トップページには、4 カテゴリ（「くらし」「イベント・観光」「産業・ビジネス」

「市政」）のみが表示され、他の選択メニューは表示されていない。 

 

ii. 個々のニーズに応じた情報量の調整機能の具備 

日野市のトップページには、表示項目を限定するような機能は存在しない。ただし、メニ

ューを選択することにより、提示する情報量を調整することを可能としていると言える。 

他市の例として、アクセスした方の属性（「子育て」「事業者」など）に合わせて表示項目

を限定する機能を有する市ホームページが存在する。 

【参考：千葉市の例（再掲）】 

トップページで、対象を「一般」「子育て」「高齢者」「事業者」の区分で選択可能。 

 

 

 

 

  

【JIS Z 8522 中の参照原則：6.5.2.4】 

ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 

【JIS Z 8522 中の参照原則：6.5.2.8】 

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるよう

にすることが望ましい。 

注記 新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例

えば、システムの使用方法に関する指針など）場合がある。 
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4 資料集 

（1） 健康増進関連事業の全体像（各所管部署からの情報を基に事務局で整理） 

【条件】 

➢ 「健康増進関連事業」の定義に該当すること 

➢ 令和 5 年度に具体的な事業の実施予定がある又は情報発信が実際にされているもの 

➢ 交流センターや健康遊具等の施設や設備を紹介しているに過ぎない場合は非該当 

➢ 施設に付帯して指定管理者等がイベントを実施・情報提供している場合は該当 

 

「健康増進関連事業」一覧（調査委時点：令和 5 年 6 月 30 日） 

No. 事業名 主管課名 
調査時点で存在す

るページ IDの例 

1 スポーツ推進委員事業 文化スポーツ課 1008157 

2 市町村ボッチャ大会事業 文化スポーツ課 － 

3 市民体育大会事業 文化スポーツ課 1003171 

4 スポーツレクリエーションフェスティバル事業 文化スポーツ課 － 

5 ちょこっとウォーキング事業 文化スポーツ課 1012006 

6 ハンドロウル大会事業 文化スポーツ課 － 

7 スポーツスクール事業 文化スポーツ課 － 

8 市町村大会事業 文化スポーツ課 － 

9 スポーツ体験会事業 文化スポーツ課 1008767 

10 市民プール事業 文化スポーツ課 1024059 

11 市民グラウンド事業 文化スポーツ課 1016445 

12 市民の森ふれあいホール事業 文化スポーツ課 1022844 

13 ウォーキングマップ事業 文化スポーツ課 1003876 

14 老人クラブ事業 高齢福祉課 1003610 

15 介護予防・フレイル予防推進事業 高齢福祉課 － 

16 地域介護予防活動支援事業 高齢福祉課 1003644 

17 介護サポーター事業 高齢福祉課 1003645 

18 介護予防教室事業 高齢福祉課 1003643 

19 健康づくり推進員事業 健康課 1003884 

20 
健康体操サポーター事業 

（楽・楽トレーニング体操ほか） 
健康課 1023141 

21 さわやか健康体操事業 健康課 1016460 

22 ひのった健康 NOTE 健康課 1010977 

23 高齢者の皆様へ 日々の健康を維持するために 健康課 1014221 

24 自宅でできる運動のご紹介 健康課 1013873 

25 自宅でチャレンジ！筋力トレーニング 健康課 1003879 
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26 日野人げんき！体操 健康課 1003874 

27 介護予防サービス給付 介護保険課 1003635 

28 介護予防・生活支援サービス事業給付 介護保険課 1003650 

29 小・中学校スポーツ開放事業 生涯学習課 1013694 

30 七生丘陵企画展関連行事 新緑の丘陵散策事業 ふるさと文化財課 1023895 

 

（2） 実際のホームページ抜粋 

① スポーツ推進委員事業 
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② 市町村ボッチャ大会事業 

（ページなし） 

 

 

③ 市民体育大会事業 

 

 

④ スポーツレクリエーションフェスティバル事業 

（ページなし） 
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⑤ ちょこっとウォーキング事業 

 

 

 

⑥ ハンドロウル大会事業 

（ページなし） 

 

⑦ スポーツスクール事業 

（ページなし） 

 

⑧ 市町村大会事業 

（ページなし） 
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⑨ スポーツ体験会事業 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

⑩ 市民プール事業 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

⑪ 市民グラウンド事業 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

⑫ 市民の森ふれあいホール事業 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

⑬ ウォーキングマップ事業 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

⑭ 老人クラブ事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 25 

⑮ 介護予防・フレイル予防推進事業 

（ページなし） 

 

 

⑯ 地域介護予防活動支援事業 

 

 

 

 



 26 

⑰ 介護サポーター事業 

 
 

 

 

 

 

 



 27 

⑱ 介護予防教室事業 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

⑲ 健康づくり推進員事業 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

⑳ 健康体操サポーター事業（楽・楽トレーニング体操ほか） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

21 さわやか健康体操事業 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

22 ひのった健康 NOTE 
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23 高齢者の皆様へ 日々の健康を維持するために 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

24 自宅でできる運動のご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

25 自宅でチャレンジ！筋力トレーニング 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

26 日野人げんき！体操 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

27 介護予防サービス給付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

28 介護予防・生活支援サービス事業給付 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

29 小・中学校スポーツ開放事業 
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30 七生丘陵企画展関連行事 新緑の丘陵散策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年度（2023 年度） 

日野市行政評価結果報告書 

作 成 日：令和 6 年（2024 年）2 月 26 日 

作成：日野市企画部企画経営課 

 

〒191-8686 

東京都日野市神明 1-12-1 日野市役所 

電話：042-585-1111（代表） 

 

ご連絡先 

電 話：042-514-8069（企画経営課） 

F A X：042-581-2516 

E-Mail：tokku@city.hino.lg.jp  

 

mailto:tokku@city.hino.lg.jp


\ 【資料6-1】別紙

1 2 3 4 5 原則 説明 市民評価項目との一致 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。

(2)各事業単体の情報提供 > ②ユーザビ

リティ > スクロールの長さ

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。
(1)網羅的な情報提供 > ②情報へのアク

セス > カテゴリ区分名の平易さ

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情報

を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サブグ

ループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザが

識別可能な情報の項目数は減る。

(1)網羅的な情報提供 > ②情報へのアク

セス > 階層の深さ

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順に

コンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決

める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示され

たもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）に

よってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、ある

コンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順になる

ようにコンテンツを配置する。

(1)網羅的な情報提供 > ③類似事業間の

比較 > 表現の統一性

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 (1)網羅的な情報提供 > ①全事業の掲載

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。
(1)網羅的な情報提供 > ③類似事業間の

比較 > 表現の統一性

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリング

を行うことが望ましい。

(1)網羅的な情報提供 > ③類似事業間の

比較 > 類似事業の一覧性

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。
(2)各事業単体の情報提供 > ①十分な内

容



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を逸

らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

該当なし

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 該当なし

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 該当なし

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。
(1)網羅的な情報提供 > ②情報へのアク

セス > カテゴリ区分

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指針

など）場合がある。

該当なし



各健康増進関連事業のページに関する評価

No. 事業名 主管課名

1 スポーツ推進委員事業 文化スポーツ課

2 市町村ボッチャ大会事業 文化スポーツ課

3 市民体育大会事業 文化スポーツ課

4 スポーツレクリエーションフェスティバル事業 文化スポーツ課

5 ちょこっとウォーキング事業 文化スポーツ課

6 ハンドロウル大会事業 文化スポーツ課

7 スポーツスクール事業 文化スポーツ課

8 市町村大会事業 文化スポーツ課

9 スポーツ体験会事業 文化スポーツ課

10 市民プール事業 文化スポーツ課

11 市民グラウンド事業 文化スポーツ課

12 市民の森ふれあいホール事業 文化スポーツ課

13 ウォーキングマップ事業 文化スポーツ課

14 老人クラブ事業 高齢福祉課

15 介護予防・フレイル予防推進事業 高齢福祉課

16 地域介護予防活動支援事業 高齢福祉課

17 介護サポーター事業 高齢福祉課

18 介護予防教室事業 高齢福祉課

19 健康づくり推進員事業 健康課

20 健康体操サポーター事業（楽・楽トレーニング体操ほか） 健康課

21 さわやか健康体操事業 健康課

22 ひのった健康NOTE 健康課

23 高齢者の皆様へ　日々の健康を維持するために 健康課

24 自宅でできる運動のご紹介 健康課

25 自宅でチャレンジ！筋力トレーニング 健康課

26 日野人げんき！体操 健康課

27 介護予防サービス給付 介護保険課

28 介護予防・生活支援サービス事業給付 介護保険課

29 小・中学校スポーツ開放事業 生涯学習課

30 七生丘陵企画展関連行事　新緑の丘陵散策事業 ふるさと文化財課



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.1 1008157

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

4
トップページからの階層・表示されている項

目数も7未満に抑えられている。

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 2

スポーツ推進委員が指導を行っているスポー

ツ大会等に関して名称が挙げられているもの

の、当該スポーツ大会等に関する情報がホー

ムページ上では取得できない。

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

スポーツ推進委員事業

評価点（平均）



6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.2 －

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 1
市ホームページ上に内容の説明が存在しな

い。

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

市町村ボッチャ大会事業

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.3 1003171

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 2

◆「市民体育大会」という概念の説明が不足

している。

◆詳細な内容は、日野市体育協会への外部リ

ンク先で提供されている。

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

市民体育大会事業

評価点（平均）



6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.4 －

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 1
市ホームページ上に内容の説明が存在しな

い。

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

スポーツレクリエーションフェスティバル事業

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.5 1012006

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 2

一部に専門的な用語が解説なく使用されてい

る。【例】ファンクショナルリーチ、パタカ

測定

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 3

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

ちょこっとウォーキング事業

評価点（平均）



6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.6 －

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 1
市ホームページ上に内容の説明が存在しな

い。

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

ハンドロウル大会事業

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.7 －

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 1
市ホームページ上に内容の説明が存在しな

い。

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

スポーツスクール事業

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.8 －

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 1
市ホームページ上に内容の説明が存在しな

い。

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

市町村大会事業

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.9 1008767

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 2

一部に専門的な用語が解説なく使用されてい

る。

【例】ユニホック、ドッチビー

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 3

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

スポーツ体験会事業

評価点（平均）



6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.10 1024059

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

市民プール事業

評価点（平均）



6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 3

2023/10/

13時点で

ページが

表示され

ておら

ず、評価

不能。

（「市民

プールイ

ベント参

加者募集

（子ども

水泳教

室）」ほ

か、関連

するペー

ジは別に

存在して

いる。

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.11 1016445

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

市民グラウンド事業

評価点（平均）



6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 3

2023/10/

13時点で

ページが

表示され

ておら

ず、評価

不能。

（「市民

プールイ

ベント参

加者募集

（子ども

水泳教

室）」ほ

か、関連

するペー

ジは別に

存在して

いる。

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.12 1022844

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 3

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

市民の森ふれあいホール事業

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

2

市ホームページに詳細な内容はなく、外部リ

ンク（ふれあいホール専用の外部WEBペー

ジ）が張られている。当該外部リンクを開く

と、事業の内容ではなく、ふれあいホールの

専用WEBページが展開され、各事業の案内を

探さなければならない。

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.13 1003876

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 3

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

ウォーキングマップ事業

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.14 1003610

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 3

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

老人クラブ事業

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.15 －

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 1
市ホームページ上に内容の説明が存在しな

い。

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

介護予防・フレイル予防推進事業

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.16 1003644

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 2

「地域介護予防活動支援事業」という名称が

馴染みのない言葉であるため、市民が参加可

能なものであるのか、名称（選択メニューと

して表示される）から推測しづらい。

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 3

地域介護予防活動支援事業

評価点（平均）



6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.17 1003645

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 2
制度の全体像に関して、説明が不足してい

る。（対象者、手続方法、事業目的その他）

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

介護サポーター事業

評価点（平均）



6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.18 1003643

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 3

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

介護予防教室事業

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.19 1003884

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 2

健康づくり推進員の携わる業務を市民がどの

ように利用すれば良いのか、という視点によ

る説明が不足している。

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

健康づくり推進員事業

評価点（平均）



6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.20 1023141

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 3

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

健康体操サポーター事業（楽・楽トレーニング体操ほ

か）

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.21 1016460

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 3

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

さわやか健康体操事業

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.22 1010977

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 3

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

ひのった健康NOTE

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.23 1014221

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 3

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

高齢者の皆様へ　日々の健康を維持するために

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.24 1013873

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 3

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

自宅でできる運動のご紹介

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 2

複数の体操の動画が紹介されているが、それ

ぞれの体操の概要についての説明文が不足し

ており、動画を視聴しないと体操の全体像が

つかめない。

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.25 1003879

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 3

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

自宅でチャレンジ！筋力トレーニング

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.26 1003874

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 2
体操の概要に関する説明文が不足しており、

動画を視聴しないと全体像が把握できない。

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

日野人げんき！体操

評価点（平均）



6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.27 1003635

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 2

各サービスの概念の紹介がされているが、利

用方法、サービス提供先等の情報は入手でき

ない。

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

介護予防サービス給付

評価点（平均）



6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.28 1003650

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 2
事業の概念に関する説明がされているが、

サービス提供先等の情報は入手できない。

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

介護予防・生活支援サービス事業給付

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.29 1013694

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 3

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

小・中学校スポーツ開放事業

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 2

「ご利用にあたって」という見出しの中に、

事業の位置付け等が記載されており、冗長に

感じられます。

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



JIS_Z_8522：2022のうち13の原則による各健康増進関連事業のページに関する評価
No.30 1023895

3

1 2 3 4 5 原則 説明 評価点数 準拠性評価（日野市HP上の健康増進関連事業に関して）備考

6 1 2 2 6.1.2.2
重要な情報は、そこに注意を向けられるように提示することが望ましい。

例１　重要な視覚情報は、ページの上部中央に表示する。
3

6 4 3 1 6.4.3.1 ユーザになじみのある用語で情報を表現することが望ましい。 3

6 3 4 6 6.3.4.6

使いやすさのために情報をグループ化して構造化する場合、グループ内の情報の項目数又はチャンク数は、ユーザが情

報を瞬時に識別可能な範囲内の数に制限することが望ましい。ただし、ユーザが識別可能な数よりも多い場合には、サ

ブグループを設けて、識別可能な項目数に収めることがある。

注記１　一般的に、ユーザは七つ以上の情報の項目又はチャンクを識別しづらい。情報が複雑になるにつれて、ユーザ

が識別可能な情報の項目数は減る。

3

6 3 2 1 6.3.2.1

情報の内容を考慮して、最も適したアプローチに従って、一貫した方法で情報を構造化することが望ましい。

注記１　情報の構造化には、次の方法がある（JIS Z 8531-2の5.2.1を参照）。

ａ）タスクによる構造化　アプリケーションを用いて行うタスクの内容に合わせて、そのコンテンツ構造を決める。

ｂ）使用法に合わせた構造化　例えば、重要性、使用頻度、個々の観点などの側面から、ユーザの適用が予測される順

にコンテンツ構造を配置する。

　１）重要性に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な重要性を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決め

る。

　２）使用頻度に合わせた構造化　各コンテンツの相対的な使用頻度を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を

決める。

　３）使用順序に合わせた構造化　各コンテンツの使用順序を推定し、その順序に基づいてコンテンツ構造を決める。

　４）慣習に合わせた構造化　コンテンツ構造を慣習に基づいて決める。慣習には、習得過程で説明、指導及び提示さ

れたもの、又はその分野の研究者によって作られたものがある。

ｃ）時間順序による構造化　（略）

ｄ）情報モデルによる構造化　情報モデル（例えば、分類、実体及び属性、オブジェクト又はオブジェクトのクラス）

によってコンテンツ構造を決める。

　１）論理的グループによる構造化　主要な論理概念に基づいて、コンテンツをクラスター化する。この構造では、あ

るコンテンツ単位が何箇所かに重複して出現することもある。

　２）アルファベット順による構造化　コンテンツを表す言葉のアルファベット順に、コンテンツを並べる。

　３）全般及び詳細の度合いによる構造化　一般的なものから特定のもの、又は特定のものから一般的なものの順にな

るようにコンテンツを配置する。

3

6 4 2 1 6.4.2.1 必要な情報がそろっていることが望ましい（例えば、タスクを完遂するうえで適切な情報がすべて含まれている。）。 3

6 3 4 1 6.3.4.1 情報は、互いの違いが認識できるグループとして提示することが望ましい。 3

6 3 4 7 6.3.4.7
大量の情報を利用可能な場合、ユーザが現在行っているタスクに関連する内容に情報を限定して、情報のフィルタリン

グを行うことが望ましい。
3

6 4 3 4 6.4.3.4 提示される情報に、曖昧さがないことが望ましい。 3

七生丘陵企画展関連行事　新緑の丘陵散策事業

評価点（平均）



6 2 1 6.2.1
注意を逸らさないように

するための原則

ほかの情報によって妨げられることなく、必要な情報がユーザに知覚されるように提示されていれば、ユーザは注意を

逸らさない。ユーザの視点の逸脱は、逸脱につながる事象及び情報過多の両方から生じる。

ユーザが注意を逸らさないようにするための原則は、次の推奨事項を含む。

ａ）注意を逸らすことを回避する

ｂ）注意を逸らすことを最小限に抑える

3

6 5 2 4 6.5.2.4 ユーザの理解に役立たない冗長な情報は、最小化することが望ましい。 3

6 3 4 4 6.3.4.4 類似した情報項目を提示する際には、互いに物理的・時間的に近接させることが望ましい。 3

6 4 2 2 6.4.2.2 各情報項目は、お互いを明確に区別できることが望ましい。 3

6 5 2 8 6.5.2.8

システムは、個々のユーザのニーズに合わせて、提示する情報量を調整できるようにすることが望ましい。

注記　新規ユーザは、経験豊富なユーザには不要な追加の情報を必要とする（例えば、システムの使用方法に関する指

針など）場合がある。

3



















WESWES



WES

WES R4-R5

WES

WES R4-R5



 

 

 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 度 

 

 

第 １ 回 定 期 監 査 報 告 書 

 

 

 

 

 

福 祉 政 策 課 

生 活 福 祉 課 

障 害 福 祉 課 

セーフティーネットコールセンター 

高 齢 福 祉 課 

健 康 課 

介 護 保 険 課 

 

 

 

 

 

         日 野 市 監 査 委 員  

 

 

paperless
テキストボックス
【資料6-3】



日 監 第 ８ ０ 号 

令和６年(2024 年)1 月 17 日 

 

 

日野市長 

   大 坪 冬 彦  様 

 

 

日野市監査委員 福 島   基 

 

 

 

 

日野市監査委員 鈴 木 洋 子  

 

 

 

令和５年度第１回定期監査の結果について 

 

 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づき定期監査を実

施し、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を決定したので、別紙の

とおり提出します。 

なお、この監査結果に基づき、又はこの監査結果を参考として措置を講じたと

きは、同条第１４項の規定により通知願います。 

 

㊢ 
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    令和５年度第１回定期監査報告書 

 

 

第１ 監査の種類 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項及び

第４項の規定による監査 

 

第２ 監査の対象 

   健康福祉部  福祉政策課 

生活福祉課 

障害福祉課 

セーフティネットコールセンター 

高齢福祉課 

健康課 

介護保険課 

 

第３ 監査の範囲 

   令和５年４月１日から令和５年９月３０日までの、主に財務に関する事

務の執行状況及びその他の事務 

 

第４ 監査の期間 

   令和５年９月１日から令和５年１２月８日まで 

 

第５ 説明聴取日 

   令和５年１１月１３日 

 

第６ 監査の着眼点及び実施内容 

この監査は、財務に関する事務の執行及びその他の事務が法令等に基づい

て、適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として、書類審査及び

説明聴取等の通常実施すべき監査手続きにより実施した。 

なお、本監査は日野市監査基準に準拠し実施した。 

 

第７ 監査の結果 

   監査対象とした各課の所管する財務に関する事務及びその他の事務は、法

令等に基づき、概ね適正に執行されているものと認められた。 

 しかし、一部に是正又は改善を要する事項が見受けられたので日野市監査

基準第１４条第４項に基づき後述する。その他軽微な事項については、口頭

で改善を要望した。 

 なお、文中において、不適正な事務処理があったものについて、「指摘事
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項」に、その事実を指摘し是正を求め、また、改善の余地があるものについ

ては、市の組織及び運営の合理化に資するため、効率的な行政の水準を維持

し、これを高める見地から「意見・要望」として記した。 
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福祉政策課 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕 事務分掌は次のとおりである。 

地域福祉係 

(1) 福祉施策に係る企画及び総合調整に関すること。 

(2) 福祉人材の育成に関すること。 

(3) 民生委員及び児童委員に関すること。 

(4) 社会福祉事業の推進及び助成等に関すること。 

(5) 旧軍人・軍属の援護等に関すること。 

(6) 戦傷病者、戦没者遺族、引揚者及び被爆者の援護等に関すること。 

(7) 中国残留邦人等への支援に関すること。 

(8) 福祉オンブズパーソンに関すること。 

(9) 福祉支援センターの管理に関すること。 

(10) 部及び課の庶務に関すること。 

指導検査係 

(1) 社会福祉法人の認可及び指導検査に関すること。 

(2) 介護保険事業者の指定及び指導検査に関すること。 

(3) 障害福祉サービスの指導検査に関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 5年 9月 30日現在)  

課 長（1名） 係 長（2名） 主 査（1名） 主 任（3名）  

事務職員（2名） 再任用（1名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 

 

 生活福祉課 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

庶務係 

(1) 生活保護法に基づく経理等に関すること。 

(2) 課の庶務に関すること。 

生活援護係 

(1) 生活保護法等に係る相談及び保護に関すること。 

(2) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 5年 9月 30日現在)  

課 長（1名） 係 長（2名） 主 査（2名） 主 任（8名）  

事務職員（21名） 再任用（1名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 
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障害福祉課 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

福祉係 

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下 

「障害者総合支援法」という。）、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法並 

びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく経理に関するこ 

と。 

(2) 児童福祉法による障害児通所支援及び障害児相談支援に係る経理に関 

すること。 

(3) 特別児童扶養手当、特別障害者手当等及び心身障害者（児）福祉手当 

に関すること。 

(4) 心身及び精神障害者在宅福祉事業に係る経理に関すること。 

(5) 身体障害者及び知的障害者相談員に関すること。 

(6) 心身障害者医療費の助成に関すること。 

(7) 課の庶務に関すること。 

援護係 

(1) 障害者総合支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法並びに精神 

保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく相談、訪問及び支給に関 

すること。 

(2) 児童福祉法による障害児通所施設に係る相談及び支給に関すること。 

(3) 心身障害者在宅福祉支援事業に関すること。 

(4) 難病医療費等の助成に関すること。 

差別解消推進係 

(1) 障害者差別解消推進に関すること。 

(2) 自立支援協議会に関すること。 

(3) 障害者計画に関すること。 

(4) 災害対策基本法に基づく避難行動要支援者の支援に関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 5年 9月 30日現在)  

課 長（1名） 係 長（3名） 主 査（1名） 主 任（13名）  

事務職員（11名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 

 

セーフティネットコールセンター 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

セーフティネット係 

(1) 被害者、遺族等の支援に関すること。 
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(2) 低所得者・離職者対策事業に関すること。 

(3) ひきこもり対策に関すること。 

(4) 生活困窮者自立支援事業の調整等に関すること。 

(5) 子どもの貧困対策の総括に関すること。 

(6) セーフティネット事業の利用支援・申請に関すること。 

(7) センターの庶務に関すること。 

ひとり親相談係 

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法等による相談、支援及び貸付に関する 

こと。 

(2) 児童福祉法による助産施設及び母子生活支援施設に係る措置に関する 

こと。 

自立支援係 

(1) 福祉に係る初期総合相談に関すること。 

(2) 生活困窮者等の自立支援に関すること。 

(3) ひきこもり等の自立支援に関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 5年 9月 30日現在)  

センター長（1名） 副主幹（1名） 係 長（2名） 主 査（2名） 

主 任（4名） 事務職員（9名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 

 

 

高齢福祉課 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

福祉係 

(1) 敬老行事に関すること。 

(2) 高齢者の社会参加の促進に関すること。 

(3) 福祉センターの管理運営に関すること。 

(4) 高齢者住宅事業に関すること。 

(5) 各種助成事業に関すること。 

(6) 課の庶務に関すること。 

在宅支援係 

(1) 老人福祉法による相談、保護及び措置に関すること。 

(2) 介護保険法による相談、指導及び援助に関すること。 

(3) 地域支援事業（包括的事業、認知症総合支援事業、任意事業（介護給 

付等費用適正化事業を除く。）、生活支援体制整備事業、介護予防事業、 

在宅医療・介護連携推進事業）に関すること。 

(4) 高齢者の権利擁護に関すること。 
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(5) 高齢者の見守りに関すること。 

(6) 在宅療養の推進に関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 5年 9月 30日現在)  

課 長（1名） 課長補佐（1名） 係 長（1名） 主 査（1名） 

主 任（4名） 事務職員（9名） 再任用（1名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 

 

健康課 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

健康増進係 

(1) 地域の保健事業に関すること。 

(2) 成人の健康づくりに関すること。 

(3) 地域の歯科保健に関すること。 

(4) 地域の栄養保健に関すること。 

(5) 成人の保健教育に関すること。 

(6) 成人の健康診査に関すること。 

(7) 食育に関すること。 

(8) 自殺総合対策推進事業に関すること。 

予防係  

(1) 予防接種及び対策に関すること。 

(2) 感染症予防に関すること。 

(3) 休日・夜間診療に関すること。 

(4) 災害時の保健衛生に関すること。 

(5) 公衆衛生に関すること。 

(6) 新型感染症対策の保健所・医薬師業との連携に関すること。 

(7) 新型感染症対策の自宅療養者の支援に関すること。 

(8) 課の庶務に関すること。 

コロナワクチン係  

(1) 新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種に関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 5年 9月 30日現在)  

課 長（1名） 課長補佐（1名） 係 長（2名） 主 査（3名） 

主 任（10名） 事務職員（13名）  

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 
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介護保険課 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

介護保険係 

(1) 介護保険制度の広報に関すること。 

(2) 介護保険料の賦課徴収に関すること。 

(3) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 

(4) 介護保険要介護、要支援認定に関すること。 

(5) 介護認定審査会に関すること。 

(6) 地域支援事業（家族介護支援事業）に関すること。 

介護給付係  

(1) 介護保険の給付適正化に関すること。 

(2) 介護保険の利用者負担軽減に関すること。 

(3) 介護保険の保険給付支払事務に関すること。 

(4) 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防事業を除 

く。）、介護給付等費用適正化事業）に関すること。 

(5) 介護保険の苦情処理に関すること。 

(6) 介護保険法による相談、指導及び援助に関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 5年 9月 30日現在)  

課 長（1名） 係 長（2名） 主 査（1名） 主 任（3名） 

事務職員（10名） 再任用（1名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 
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指摘事項（意見・要望）   

 

１ 現金の出納事務の取扱いについて 

  前渡金について、保管方法、鍵等の管理について監査した結果、概ね適正に

管理されていた。 

【意見・要望】 

  生活福祉課の扶助費について、毎月多額の現金を用意し、支給者ごとに封入

作業を行い、支給の際は課内の手提金庫から担当職員が持ち出す事務手続き

が取られている。手提金庫からの持ち出し回数は、多い日で 100 回程度、少

ない日は、まったくないことを確認した。手提金庫の管理は、業務時間帯の

使用頻度に関係なく所定の場所に設置されていることを確認した。 

  現金の取り扱いについては、事件・事故のリスクが高いため、今以上に適切

な管理を行うよう図られたい。 

 

 

２ 資金前渡について 

  資金前渡について、経費の内容、管理方法及び精算事務について監査した結

果、一部において次のような点が見られた。 

項番  指摘事項 該当部署 

１ 常時必要とする前渡金において、毎月分を計算し、翌月５

日までに精算報告書を作成、会計管理者に提出していなか

ったもの 

高齢福祉課 

健康課 

介護保険課 

２ 用件終了後、５日以内に精算報告書を作成していなかった

もの 

障害福祉課 

【意見・要望】 

  日野市会計事務規則第 86条第１項に、前渡金の精算を規定している。同規

則に従って適切な事務処理をされるよう留意されたい。 

  そのほかは、概ね適正に処理されているものと認められた。 

  

 

３ 業務委託契約に係る事務について 

  業務委託契約のうち、主管課契約した案件については、支出負担行為伺書兼

業者選定伺書、仕様書、随意契約締結依頼書、見積書、見積合せ結果及び契

約締結伺書、委託契約書（請書）等の契約手続きに関する書類を監査した結

果、一部において次のような点が散見された。 
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項番  指摘事項 該当部署 

１ 主管課契約した「見積合わせ結果及び契約締結

伺書」の「契約決定明細書」の欄や業務委託契

約書の「契約額」の欄に契約額等が記載されて

いないもの 

健康課 

２ 契約締結に係る意思決定手続きの書面、特命随

意契約手続書面、見積書及び契約書の添付書面

等、契約締結手続きに必要な書面、手続きが欠

落しているもの 

健康課 

３ 仕様書に定めている提出書類がないもの 福祉政策課 

障害福祉課 

セーフティネットコールセンター 

高齢福祉課 

健康課 

介護保険課 

４ 仕様書の付記事項の記載がないもの 

 

 

福祉政策課 

高齢福祉課 

健康課 

５ 見積書に日付がないもの 障害福祉課 

健康課 

６ 見積書が提出期限後であったもの 障害福祉課 

高齢福祉課 

健康課 

７ 契約書に添付する「個人情報を取り扱う受託業

務について個人情報の保護に関し定める条項」

が最新でないもの 

福祉政策課 

健康課 

８ 特命随意契約での業者選定伺書に総務課長合議

印がないもの 

福祉政策課 

障害福祉課 

健康課 

【意見・要望】 

 項番 1及び２について、これらは、重大な欠陥であり、このような事案が発

生した原因を明らかにするとともに、具体的な再発防止策に関する説明を求め

たところ、手続の欠陥は担当の契約事務に対する理解や認識の不足が原因であ

り、再発防止策として課内職員に対する契約事務や財務会計事務に関する理解

の徹底を図るとともに、仕様書に定める業務計画書や業務完了報告書などの提

出及び必要書類の収受・保管を徹底するとの説明であった。 

 課長を中心とする組織として、主管課業務委託契約を含む業務委託契約に係

る手続き・手順の周知徹底を図るとともに、書類の管理及びチェック機能の充

実を図られたい。 
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  項番３について、仕様書に定めている各書類の提出については、その業務が

仕様に従って開始、履行及び終了したことを確認した証拠となるものであるか

ら、必ず徴取し、記載内容を十分に確認されたい。 

  主管課契約を行うに当たっては、「日野市契約事務規則」、「財務会計システ

ム操作マニュアル（主管課契約）」その他総務課契約担当の通知や指示に従っ

て、適切に処理されることが求められる。しかし、2022 年（令和４年）９月

22日付け日企情第 151号企画部長・総務部長発「『委託事業に於ける情報セキ

ュリティ対策の徹底』について」により、業務委託契約における情報セキュリ

ティ対策に関する手続が新たに加わり、令和５年度契約からは仕様別紙付記事

項や契約書に添付する「個人情報を取り扱う受託業務について個人情報の保護

に関し定める条項」が変更となったことにより、業務委託契約手続は従前に比

べ複雑になったというべきであり、加えて日野市契約事務規則の一部を改正す

る規則（令和３年規則第 22号）により、主管課で契約手続を完結できる業務

委託契約等の範囲が広がったことから、主管課の業務委託契約において「ルー

ルに則らない契約」が発生するリスクが高まった。 

ついては、契約事務全般を所管する総務部総務課において、前記を踏まえ、

主管課業務委託契約手続が適切に行われるよう周知徹底を図るための工夫・対

策を講じられたい。 

 

４ 消耗品費、印刷製本費、修繕料等の主管課契約等に係る事務について 

需用費のうち消耗品費、印刷製本費及び修繕料において、主管課契約した

案件について、支出負担行為伺書兼業者選定伺書、仕様書、随意契約締結依

頼書、見積書、見積合せ結果及び契約締結伺書、契約書（請書）等の契約手

続きに関する書類を監査した。その結果、一部において次のような点が見ら

れた。 

項番  指摘事項 該当部署 

１ 契約書又は、請書がないもの セーフティネットコールセンター 

２ 見積書の提出がないまま契約をしているもの 健康課 

３ 請書に印紙の添付がないもの 高齢福祉課 

４ 契約書又は、請書に押印がないもの 健康課 

【意見・要望】 

 主管課契約等を行うに当たっては、「日野市契約事務規則」、「財務会計シス

テム操作マニュアル（主管課契約）」その他総務課契約担当の通知や指示に従

って、適切な処理にあたるよう留意されたい。 

 また、契約事務全般を所管する総務部総務課においては、主管課において

契約手続が完結する消耗品費、印刷製本費、修繕料及び備品購入費について

も、主管課業務委託契約手続と同様に、これらの手続を主管課において適切

に行われるよう周知徹底を図るための工夫・対策を講じられたい。 
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そのほかは、概ね適正に処理されているものと認められた。 

 

 

５ 補助金等の交付について 

補助金、交付金について、交付申請書、交付決定通知書等に関する回議書

等関係書類（実績報告に至っていないもので前年度（令和４年度）も同様の

補助金交付があったものについては前年度分の書類を含む。）を監査した結果、

一部において次のような点が見られた。 

項番  指摘事項 該当部署 

1  補助金交付要綱に、補助対象事業及び補助対象経費の規

定がないもの 

健康課 

２ 助成金交付要綱に、「助成金交付申請書に、領収書、予診

票等を添付して提出しなければならない。」と規定してい

るが、領収書がなく補助金を支出していたもの 

健康課 

３ 補助金交付要綱に、「補助対象者は、交付決定がされた後

に、補助金対象経費に係る契約を締結する。」との規定に

反して、交付決定前に契約を締結し、補助金支給をして

いたもの 

介護保険課 

４ 補助金交付要綱に反し、申請できる期間を過ぎたものに

対して補助金を交付していたもの 

介護保険課 

５ 補助金交付要綱で、補助金の内容及び交付対象事業につい

て規定しているが、事業に計上されていない局長人件費

（管理費）に対して補助金が支出されているもの 

高齢福祉課 

６ 十数年度に亘り予算書及び決算書に計上している補助金

の根拠が、要綱の「その他市長が認めたもの」として取

り扱っていたもの 

高齢福祉課 

７ 実績報告書添付の収支報告が、補助対象事業と当該法人事

業と混載されているため、当該事業の補助金に係る収支状

況が不明確であったもの 

障害福祉課 

８ 補助金交付要綱に規定する補助金支給要件の記録が、実績

報告書等へ記載がないもの 

障害福祉課 

９ 補助金交付要綱に規定した補助金算出額ではなく、別に締

結している覚書の額を適用し補助金給付を行い、さらに

覚書の有効期限が過ぎているにもかかわらず、相手先と

協議を行った記録がないもの 

障害福祉課 
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項番  指摘事項 該当部署 

10 補助金交付要綱の交付内容が、事業実績と乖離があるた

め、見直しを必要とするもの 

障害福祉課 

【意見・要望】 

項番１について、補助対象事業及び補助対象経費が要綱に規定されておら

ず、説明聴取時に確認したところ、補助金交付要領に定めているとの回答を

得た。他の補助金交付要綱と同様に、補助対象事業及び補助対象経費を補助

金交付要綱に明記し、補助金交付の透明性を図られたい。 

項番２、３、４について、交付要綱の規定に反した取り扱いを行い、補助

金等の支出を行っていた。説明聴取において、「領収書を確認したがコピーを

し忘れていた。」、「チェックミスであった。」、「市長がやむを得ないと認める

場合に該当する。」との回答をそれぞれ得たが、領収書がなくても支出ができ

るのか、補助金交付要件を満たしているのか、やむを得ない理由が規定の範

囲なのか、チェック機能の充実を図られたい。 

項番５について、公益法人の局長（市を退職した者）人件費が、補助金要

綱の補助規定の範囲内か疑義を持たざるを得なものとなっていた。補助金交

付の透明性を図るためにも、当該交付要綱に入れるか、または、新たな交付

要綱を制定するか検討をされたい。なお、市派遣職員に対しては、日野市職

員の公益的法人等への派遣等に関する条例があり、同条例の趣旨を踏まえた

上での検討を図られたい。 

項番６について、当該補助金は、老人クラブに対する健康づくり補助金事

業であり、根拠例規は、「日野市老人クラブ活動運営費補助要綱」の「その他

市長が認めたもの」として補助金の支出をしているとの説明聴取時の回答で

あった。長年に亘り本事業補助金を交付していることから、補助金対象事業

及び経費を補助金交付要綱に明記し、透明性を図られたい。 

項番７について、補助金支出の透明性を図るため、補助事業に係る事業内

容と経費を明確にされたい。 

項番８について、補助金交付要綱に、「介護者としてバス１台に付き１名以

上同乗する。」と規定されているが、実績報告書に裏付ける資料の確認ができ

なかったため事前質問をしたところ、「状況から規定通りの運用をしていると

捉えています。」との推測の回答であった。説明聴取時にあらためて質問をし

たところ、「今後実績報告を裏付ける資料の提出を求める。」との回答を得た。

交付要件を満たしていることを証するための資料は必ず求められたい。 

項番９について、補助金に係る覚書の有効期限が平成 29年３月末であり、

その後の協議もされていない状態で今日に至っている。覚書の相手との協議

を行うと共に、補助金交付要綱の見直しの検討をされたい。 

項番 10について、補助金交付要綱は、事業実施事業者へ補助金を一律同額

交付する規定となっている。補助金対象事業実績の多寡が事業者間で極端に

あるにもかかわらず、長年に亘り制度の見直しや実績に対する補助金の適正
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の検討を行ってこなかったもので、説明聴取時に確認をしたところ、事業者

との協議に入ったとの回答を得た。実態に即した交付要綱の改正を行われた

い。 

補助金交付には、補助金の根拠や対象、補助対象経費、交付額等の審査結

果がわかるよう明確に記載すると共に、資料等の添付をすることで「透明性」

を確保すると共に、適切な処理をされたい。 

また、その後の予算執行、実績報告書の徴取及び補助金確定までの事務処

理についても、補助金交付要綱の規定に従い、適正に実施されたい。 

  補助金交付決定は、「日野市支出負担行為手続規則」に従って概ね適正に処

理されていた。 

 

 

６ 備品の管理について    

備品については、登録価格５万円以上のものから一部を抽出して備品台帳

一覧表と突合し、管理・保管状況を調査したところ、一部において次のよう

な点が散見された。 

項番  指摘事項 該当部署 

１ 備品台帳にあるが現物がないもの セーフティネットコールセンター 

高齢福祉課 

健康課 

２ 備品シールが貼付されていないもの 福祉政策課 

セーフティネットコールセンター 

高齢福祉課 

健康課 

【意見・要望】 

「日野市物品管理規則」により、備品を含む所管物品全般の管理は物品管理

者、すなわち課長がこれに当たることとされている。各課においては物品管

理者、物品出納員を中心にすべての備品を定期的に点検し、適切な管理に努

めると共に、登録、廃棄、所管換え等の手続きに遺漏のないよう留意された

い。また、備品を他の団体へ貸し出し、設置している場合も適切な管理を図

られたい。 

そのほかは、概ね適正に処理されているものと認められた。 

 

 

７ 時間外勤務の管理について   

時間外勤務実績を確認した結果、一部の部署において、月 45 時間を超える

残業が確認された。 

日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第５条の３第１項におい

て、時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限として、１カ月当たり 45 時間又
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は１年当たり 360 時間を超えない範囲で必要最小限の時間外勤務を命ずるも

のとすると定められている。 

【意見・要望】 

所属長は、時間外勤務を命ずる際の考慮として、同規程第５条の２第１項に、

「職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように

考慮しなければならない。」と規定している。さらに、職員の時間外勤務の実

態やその原因を究明し、ＲＰＡなどの技術を活用するなどの業務の効率化、事

務分担の見直し、職場内での協力体制の構築などを図ると共に、職員の休暇取

得状況も含めた業務遂行状況の確認と健康面への配慮を行い、働き方改革やワ

ーク・ライフ・バランスの推進を図り、適正な管理をされるよう努められたい。 

   

 

８ 郵券の管理について 

 郵券（切手等）について、郵券と受払簿の残高との照合を行うと共に保管

方法を確認した結果、一部において次のような点が見られた。 

項番  指摘事項 該当部署 

１ 郵便切手があるにもかかわらず、当該金種の受払簿を整

備していなかったもの 

高齢福祉課 

２ 月１回の所属長による確認の記録（確認日の記載及び所

属長押印）がなかったもの 

高齢福祉課 

健康課 

 【意見・要望】 

今後も「公金等取扱いに関する「検査」のガイドライン」に示された手順に

従って検査を行い、使用状況及び残数の適正な管理を行うよう留意されたい。 

 

 

９ 公印の管理について 

公印について、日野市公印規程に基づき印影を照合すると共に、保管方法

を確認し、印影の刷込み及び電子計算組織処理により使用している公印が、

日野市公印規程に照らし適正に管理・運用されているかを確認した結果、次

のような点が散見された。 

項番  指摘事項 該当部署 

１ 日野市公印規程に定められている申請・承認手続をしない

まま公印の印影刷込みを行っているもの 

高齢福祉課 

介護保険課 

２ 日野市公印規程に定められている申請・承認手続をしない

まま帳票への電子公印の使用を行っているもの 

 

障害福祉課 

介護保険課 
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項番  指摘事項 該当部署 

３ 公印規程が求める公印使用文書等受払票（第８号様式）又

は「証明書、申請書その他公印の使用状況がわかる記録等

（証明簿等）」が整備されていないもの 

介護保険課 

４ 日野市公印規程に定められている「公印は、常に堅固な容

器に納める」ことがなされていなかったもの 

健康課 

介護保険課 

【意見・要望】 

  公印は、その印影を押すことにより当該公文書が真正であることを認証し、

その文書について自治体が自ら責任を負うことを明らかにするために使用す

る非常に重要なものである。しかしながら、日野市における公印の使用手続き

については、公印規程に基づいた手続きがなされず不適切な使用がされ続けて

いる。 

 こうした状況は令和４年度第１回及び第２回定期監査において確認してい

たことから、両定期監査報告書において改善するよう意見・要望しており、

それにもかかわらずこのたびの定期監査においても同様の状況が認められる

という事態は極めて重大である。 

このような状況について、監査委員が令和４年度第１回及び第２回定期監

査報告書において改善するよう意見・要望している点を今回被監査部署に確

認したところ、所管課長からは、概ね承知しているとの回答を得た。一方、

意見・要望の改善措置を取りまとめる企画部企画経営課、または、公印に関

する事務を総括する総務部総務課から、今回定期監査の被監査部署へ何らか

の通知がされたかを確認したところ、所管課長からは、通知を受けた覚えが

ないとの回答もあった。 

これは、監査委員が行った定期監査の結果報告に対して、改善措置を取りま

とめる企画部企画経営課から監査委員へ報告された「改善案・講じた措置事

項」の内容が庁内に十分周知及び徹底がなされていないことを表すものであ

り、地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン（平成 31

年３月総務省）にある、「内部統制の不備の改善及び是正」の「不備に対応す

る権限を有する職員に対し、速やかな是正及び計画的な改善を指示しなけれ

ばならない。」ことが実行されていないことをも意味する。内部統制及び監査

結果に基づく改善措置を取りまとめる企画部企画経営課及び公印事務を管理

する総務部総務課において、現状の把握及び例規に定めた処理の周知・徹底

を図るよう強く要望する。 

また、印影刷込み及び電子公印等の使用に係る申請・承認手続及び手続様式

の変更を内容とする日野市公印規程の一部改正がなされ、令和５年４月１日

から施行されたところ、当該規程を所管する総務部総務課は、令和５年４月

初頭に庁内ネットワーク庁内掲示板において当該規程が改正されたことを通

知し、改正後の手続様式は掲示したが、同じく庁内掲示板の書庫に掲示して
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いる「日野市公印規程手続きマニュアル～簡易版～（令和２年３月３１日総

務部総務課総務係）」（公印規程に規定している手続・手順を説明したもの）

が、本件監査結果報告書の監査委員合議を行った令和５年１２月８日現在、

改訂がなされないまま掲示されていることを確認した。 

改正後の日野市公印規程が施行されてから半年以上経過しているにもかか

わらず、いまだ庁内に周知している公印規程の手続・手順を説明したマニュ

アルが改訂されていないのは問題であり、速やかに改訂するよう要望する。 

 

 

１０ 歳入・歳出の予算執行状況について 

歳入予算の収納状況及び歳出予算の執行状況等について、第２四半期末時点

における確認を行った。 

 歳入については、主に調定済額に対して収入未済額の要因等について確認し

た結果、一部において次のような点が見られた。 

項番  指摘事項 該当部署 

1 収納がされているが、数カ月に亘って調定を行っていない

もの 

高齢福祉課 

【意見・要望】 

日野市会計事務規則第 29条第１項の調定の趣旨、また、同規則第 30条及び

32条の規定を鑑みれば、調定の調査事項通りの収納の整理を行うと共に、調定

についても同規則第 33条の規定にある通り適時適切に行うべきである。 

そのほかの歳入予算執行に関しては概ね適正に処理されているものと認めら

れた。 

歳出については、令和５年度の事業実施や予算執行状況について確認した結

果、概ね適正に処理されているものと認められた。 

 

 

１１ 財務に関する事務のリスク管理等について 

【意見・要望】 

 健康福祉部の取り扱う業務は補助金や助成金が多く、補助金の交付については、

申請や実績報告に必要な資料の提出、また補助金対象経費など、補助金交付要綱

に規定されており、規定に従った事務の取り扱い、算定をしたうえで、給付する

ものとなっている。 

 今回の定期監査で、補助金交付要綱と給付項目を確認したところ、要綱の該当

項目に当たらない補助金支出が散見された。このことについて主管課へ質問した

ところ、「市長が特に認めたもの」の回答が多数あった。しかし、補助金等決定起

案書には、「その他市長が認めたもの」の説明がないままに決裁がされ、補助金の

交付決定がされている。補助金交付の透明性を確保するために、理由を起案書に



  

 - 17 - 

掲載されたい。また、「その他市長が認めたもの」が常態化しているものについて

は、要綱の補助金交付項目に明記するよう図られたい。 

 実績報告書からは、補助金の使途が不明であるものが散見された。補助金交付

の「透明性」を図るために、補助対象事業、補助対象経費が明確にわかる資料の

提出を求められたい。 

 健康福祉部の一部の部署については、多額の現金を取り扱っており、現金につ

いては、事件・事故のリスクが高いため、取り扱い、管理については、十分に留

意していただきたい。 

 健康福祉部は、市民の個人情報を多く取り扱う部署であることをしっかりと認

識し、個人情報の取り扱いや管理、情報漏洩等においてくれぐれも留意されたい。 

令和３年８月より、市では地方自治法に規定する内部統制制度の取り組みが開始

された。本定期監査報告書に指摘した事項、意見・要望事項は、全庁に亘るリス

クであり、監査結果を踏まえた改善策や講じる措置は、全庁に周知及び徹底を図

られたい。また、職員一人ひとりがリスクを想定し、そのリスクを未然に防止す

るための対応策やその被害を最小限にとどめるための体制づくり等、公務員とし

ての役割と責務を常に認識して市民への信頼確保に努められたい。  
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別  表 

予 算 執 行 状 況 

                     （令和 5年 9月 30日現在 単位：円：％）     

※ 歳入表欄中  **** ++++ の表記は財務会計システムの表現による。 

 

福祉政策課 

一般会計 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険特別会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳　入

対予算 対調定
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****
13.7 100.0
45.7 100.0
0.0 ****
0.0 ****
0.0 0.0
0.0 0.0
**** 0.0

貸付金元利収入 1,000 137,500 0 137,500

国庫補助金 3,463,000 0 0 0

都補助金 38,575,000 0 0 0

国庫負担金 23,865,000 0 0 0

委託金 837,000 0 0 0

委託金 10,000 0 0 0

国庫支出金 28,165,000 0 0 0

都支出金 55,082,000 7,544,000 7,544,000 0

都負担金 16,497,000 7,544,000 7,544,000 0

諸収入 1,000 441,500 0 441,500

雑入 0 304,000 0 304,000

使用料 3,270,000 0 0 0
手数料 1,000 0 0 0

使用料及び手数料 3,271,000 0 0 0

収入率
款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

歳　出
款

災害救助費 2,000 0 2,000 0.0
社会福祉費 214,948,000 92,485,733 122,462,267 43.0

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率
民生費 214,950,000 92,485,733 122,464,267 43.0

歳　出
款

任意事業費 2,617,000 0 2,617,000 0.0

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率
地域支援事業費 2,617,000 0 2,617,000 0.0
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生活福祉課 

一般会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉課 

一般会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳　入

対予算 対調定
50.3 70.0
50.5 70.0
0.0 ****
54.9 100.0
54.9 100.0
49.1 10.6
49.1 10.6雑入 50,000,000 230,638,145 24,527,548 206,110,597

諸収入 50,000,000 230,638,145 24,527,548 206,110,597

都支出金 153,488,000 84,278,000 84,278,000 0
都負担金 153,488,000 84,278,000 84,278,000 0

国庫補助金 13,818,000 0 0 0

国庫支出金 4,236,191,000 3,043,133,052 2,130,193,128 912,939,924

国庫負担金 4,222,373,000 3,043,133,052 2,130,193,128 912,939,924

収入率
款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

歳　出
款

生活保護費 5,713,413,000 2,536,939,475 3,176,473,525 44.4

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率
民生費 5,713,413,000 2,536,939,475 3,176,473,525 44.4

歳　入

対予算 対調定
36.2 50.0
37.3 50.0
0.0 ****
0.0 ****
9.4 100.0
12.5 100.0
0.0 ****
0.0 ****
++++ 51.1
++++ 51.1

国庫補助金 77,044,000 0 0 0

諸収入 163,000 5,375,828 2,745,120 2,630,708
雑入 163,000 5,375,828 2,745,120 2,630,708

都補助金 504,103,000 0 0 0
委託金 1,747,000 0 0 0

都支出金 2,051,942,000 193,316,000 193,316,000 0

都負担金 1,546,092,000 193,316,000 193,316,000 0

国庫負担金 2,585,040,000 1,928,406,506 964,203,252 964,203,254

委託金 328,000 0 0 0

国庫支出金 2,662,412,000 1,928,406,506 964,203,252 964,203,254

収入率
款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

歳　出
款

社会福祉費 6,595,579,000 2,860,642,611 3,734,936,389 43.4

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率
民生費 6,595,579,000 2,860,642,611 3,734,936,389 43.4
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セーフティネットコールセンター 

一般会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢福祉課 

一般会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険特別会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳　入

対予算 対調定
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****
11.4 100.0
0.0 ****
0.0 ****

106.4 100.0
**** 100.0
**** 100.0

都補助金 38,670,000 0 0 0

0

都負担金 7,430,000 0 0 0
都支出金 51,627,000 5,880,630 5,880,630 0

国庫負担金 49,016,000 0 0 0

負担金 89,000 0 0 0

諸収入 0 30,000 30,000 0
雑入 0 30,000 30,000 0

委託金 5,527,000 5,880,630 5,880,630 0

国庫補助金 22,368,000 0 0 0

収入率

国庫支出金 71,384,000 0 0

分担金及び負担金 89,000 0 0

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

0

歳　出
款

社会福祉費 810,876,000 542,090,810 268,785,190 66.9

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率
民生費 810,876,000 542,090,810 268,785,190 66.9

歳　入

対予算 対調定
50.4 43.6
50.4 43.6
41.6 300.0
41.6 300.0
26.0 84.0
26.0 84.0
26.2 38.0
26.2 38.0

諸収入 1,047,000 720,534 274,000 446,534

雑入 1,047,000 720,534 274,000 446,534

都補助金 125,699,000 38,989,000 32,741,000 6,248,000
都支出金 125,699,000 38,989,000 32,741,000 6,248,000

使用料 21,000 2,910 8,730 -5,820

負担金 7,625,000 8,822,700 3,842,300 4,980,400
使用料及び手数料 21,000 2,910 8,730 -5,820

収入率

分担金及び負担金 7,625,000 8,822,700 3,842,300 4,980,400

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

歳　出
款

社会福祉費 517,840,000 158,154,717 359,685,283 30.5

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率
民生費 517,840,000 158,154,717 359,685,283 30.5

歳　入

対予算 対調定
4.3 50.0
4.3 50.0雑入 125,000 10,698 5,344 5,354

諸収入 125,000 10,698 5,344 5,354

収入率
款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

歳　出
款

43.7

123,904,090 181,193,910 40.6

介護予防・生活支援
サービス事業費

包括的支援事業費

10,800,000

305,098,000

4,720,222 6,079,778

一般介護予防事業費 14,058,000 1,520,437 12,537,563 10.8

660,000 152,467 507,533 23.1任意事業費

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率
地域支援事業費 330,616,000 130,297,216 200,318,784 39.4
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健康課 

一般会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険特別会計 

 

 

 

 

 

後期高齢者医療特別会計 

 

 

 

 

介護保険課 

一般会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳　入

対予算 対調定
0.0 ****
0.0 ****
0.0 0.0
0.0 ****
0.0 0.0
1.9 100.0
0.0 ****
1.3 100.0
14.6 100.0
1.6 14.9
1.6 14.9

収入率

分担金及び負担金 3,960,000 0 0 0

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

国庫支出金 1,826,655,000 448,064,000 0 448,064,000
負担金 3,960,000 0 0 0

国庫補助金 1,382,201,000 448,064,000 0 448,064,000
国庫負担金 444,454,000 0 0 0

雑入 25,550,000 2,712,601 403,601 2,309,000
諸収入 25,550,000 2,712,601 403,601 2,309,000

都負担金 2,889,000 0 0 0
都支出金 81,216,000 1,504,214 1,504,214 0

74,593,000 960,000 960,000 0都補助金
委託金 3,734,000 544,214 544,214 0

歳　出
款

保健衛生費 2,881,246,000 735,041,648 2,146,204,352 25.5

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率
衛生費 2,881,246,000 735,041,648 2,146,204,352 25.5

歳　出
款

特定健康診査
等事業費 116,680,000 20,890,565 95,789,435 17.9

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率
保健事業費 116,680,000 20,890,565 95,789,435 17.9

歳　出
款

保健事業費 223,272,000 47,394,866 175,877,134 21.2

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率
保健事業費 223,272,000 47,394,866 175,877,134 21.2

歳　入

対予算 対調定
31.6 100.0
31.6 100.0
24.5 100.0
67.8 100.0
0.0 ****
80.4 100.0
80.4 100.0雑入 25,000 20,098 20,098 0

都補助金 82,993,000 0 0 0
諸収入 25,000 20,098 20,098 0

都負担金 46,866,000 31,795,859 31,795,859 0
都支出金 129,859,000 31,795,859 31,795,859 0

国庫負担金 93,733,000 29,580,000 29,580,000 0

収入率

国庫支出金 93,733,000 29,580,000 29,580,000 0

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

歳　出
款

社会福祉費 2,662,496,000 1,101,880,431 1,560,615,569 41.4

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率
民生費 2,662,496,000 1,101,880,431 1,560,615,569 41.4
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介護保険特別会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳　入

対予算 対調定
47.5 89.0
47.5 89.0
47.7 100.0
50.5 100.0
40.6 100.0
46.7 100.0
46.7 100.0
39.7 100.0
42.3 100.0
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****
44.1 100.0
44.5 100.0
0.0 ****

100.0 100.0
100.0 100.0
144.4 32.7
144.4 32.7

一般会計繰入金 2,473,737,000 1,100,000,000 1,100,000,000 0
基金繰入金 21,871,000 0 0 0

雑入 151,000 666,262 218,109 448,153

繰越金 329,077,000 329,077,688 329,077,688 0

繰越金 329,077,000 329,077,688 329,077,688 0
諸収入 151,000 666,262 218,109 448,153

0
繰入金 2,495,608,000 1,100,000,000 1,100,000,000 0

都補助金 137,170,000 0 0 0
財産収入 50,000 0 0 0

財産運用収入 50,000 0 0

都支出金 2,299,928,000 914,050,000 914,050,000 0

都負担金 2,162,758,000 914,050,000 914,050,000 0

支払基金交付金 4,121,465,000 1,923,250,000 1,923,250,000 0
支払基金交付金 4,121,465,000 1,923,250,000 1,923,250,000 0

国庫負担金 2,595,294,000 1,309,819,000 1,309,819,000 0

国庫補助金 1,025,014,000 416,386,000 416,386,000 0

介護保険料 3,430,173,000 1,832,408,821 1,630,517,402 201,891,419
国庫支出金 3,620,308,000 1,726,205,000 1,726,205,000 0

収入率

保険料 3,430,173,000 1,832,408,821 1,630,517,402 201,891,419

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

歳　出
款

予備費 1,000,000 0 1,000,000 0.0
予備費 1,000,000 0 1,000,000 0.0

償還金及び
還付加算金

179,827,000 6,484,434 173,342,566 3.6

基金積立金 227,870,000 0 227,870,000 0.0
諸支出金 179,827,000 6,484,434 173,342,566 3.6

その他経費 1,468,000 607,917 860,083 41.4
基金積立金 227,870,000 0 227,870,000 0.0

介護予防・生活支援
サービス事業費

590,087,000 240,378,025 349,708,975 40.7

任意事業費 1,346,000 429,344 916,656 31.9

高額医療合算
介護サービス等費

1,218,000 550,523 667,477 45.2

高額介護サービス費 1,518,000 519,814 998,186 34.2

特定入所者
介護サービス等費

214,233,000 78,532,452 135,700,548 36.7

地域支援事業費 595,637,000 242,485,623 353,151,377 40.7

13,397,328,000 5,441,724,937

高額介護サービス費 460,849,000 181,499,938 279,349,062 39.4
高額医療合算
介護サービス等費

54,610,000 50,757,245 3,852,755 92.9

総務管理費 4,540,000 54.2
徴収費 8,117,000 4,193,595 3,923,405 51.7

その他諸費 15,390,000 6,368,390 9,021,610 41.4

趣旨普及費 6,823,000 1,535,380 5,287,620 22.5

介護予防サービス費 497,903,000 186,262,315 311,640,685 37.4
介護サービス費

2,459,051 2,080,949

7,955,603,063 40.6

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率

保険給付費 14,640,313,000 5,945,145,277 8,695,167,723 40.6

総務費 149,733,000 45,807,097 103,925,903 30.6

介護認定審査会費 130,253,000 37,619,071 92,633,929 28.9
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    令和５年度第２回定期監査報告書 

 

第１ 監査の種類 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項及び

第４項の規定による監査 

 

第２ 監査の対象 

     教育部  生涯学習課 

          ふるさと文化財課 

          中央公民館 

          図書館 

          郷土資料館 

 

第３ 監査の範囲 

   令和５年４月１日から令和５年１２月３１日までの、主に財務に関する

事務の執行状況及びその他の事務 

 

第４ 監査の期間 

   令和５年１２月１日から令和６年２月２８日まで 

 

第５ 説明聴取日 

   令和６年２月７日 

 

第６ 監査の着眼点及び実施内容 

この監査は、財務に関する事務の執行及びその他の事務が法令等に基づい

て、適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として、書類審査及び

説明聴取等の通常実施すべき監査手続きにより実施した。 

なお、本監査は日野市監査基準に準拠し実施した。 

 

第７ 監査の結果 

   監査対象とした各課の所管する財務に関する事務及びその他の事務は、法

令等に基づき、概ね適正に執行されているものと認められた。 

 しかし、一部に是正又は改善を要する事項が見受けられたので日野市監査

基準第１４条第４項に基づき後述する。その他軽微な事項については、口頭

で改善を要望した。 

 なお、文中において、不適正な事務処理があったものについて、「指摘事

項」に、その事実を指摘し是正を求め、また、改善の余地があるものについ

ては、市の組織及び運営の合理化に資するため、効率的な行政の水準を維持

し、これを高める見地から「意見・要望」として記した。 
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生涯学習課 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕 事務分掌は次のとおりである。 

生涯学習係 

(1) 生涯学習の振興に関すること。 

(2) 社会教育委員に関すること。 

(3) 生涯学習に関する総合的な計画の策定及び総合調整に関すること。 

(4) 青少年教育に関すること。 

(5) 家庭教育に関すること。 

(6) 関係団体の助成及び育成に関すること。 

(7) 学校開放（教室及び体育施設）に関すること。 

(8) 課内の庶務に関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 5年 12月 31日現在)  

課 長（１名） 課長補佐（１名） 事務職員（２名） 再任用（１名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 

 

ふるさと文化財課 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

学芸係 

(1) 寄贈及び寄託資料の受納、返納に関すること。 

(2) 関係機関及び団体との連携、協力に関すること。 

(3) 文化財・資料の収集、整理、展示及び保管に関すること。 

(4) 文化財・資料の目録、報告書等の作成に関すること。 

(5) 文化財・資料の調査研究及び保護に関すること。 

(6) 文化財・資料の撮影、閲覧及び貸出し等に関すること。 

(7) 講演会、研究会等の開催に関すること。 

(8) 博物館実習の受入れに関すること。 

(9) 文化財保護の普及啓発に関すること。 

(10) 関係団体の助成及び育成に関すること。 

庶務係 

(1) 文化財保護審議会の設置・運営に関すること。 

(2) 文化財の保存活用計画の策定・検討に関すること。 

(3) 課内の庶務に関すること。 

(4) 郷土資料館の配当予算に関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 5年 12月 31日現在)  

課長（学芸員）（１名） 係長（学芸員）（１名） 係長（１名） 
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主査（学芸員）（１名） 主任（学芸員）（５名）  

事務職員（学芸員）（２名） 再任用（１名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 

 

中央公民館 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

管理係 

(1) 歳入歳出予算及び経理に関すること。 

(2) 文書の収発及び整理保管に関すること。 

(3) 公印、職印の管理に関すること。 

(4) 施設の維持管理に関すること。 

(5) 物品の保管及び受払いに関すること。 

(6) 主務官公庁及び関係機関との連絡に関すること。 

(7) 職員の服務厚生に関すること。 

(8) 施設の利用に関すること。 

(9) 運営状況に関する評価等に関すること。 

(10) その他、他係に属さないこと。 

事業係 

(1) 公民館活動の企画運営に関すること。 

(2) 成人教育関係事業行事の実施に関すること。 

(3) 青少年教育関係事業行事の実施に関すること。 

(4) 高齢者教育関係事業行事の実施に関すること。 

(5) 芸術文化関係事業行事の実施に関すること。 

(6) 体育、レクリエーション等の事業行事の実施に関すること。 

(7) その他各種講座講習会展示会等の開催に関すること。 

(8) 公民館関係資料の収集、保存及び作成に関すること。 

(9) 公民館活動の調査研究に関すること。 

(10) その他公民館の目的達成に必要なこと。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 5年 12月 31日現在)  

館 長（１名） 副館長（１名） 副主幹（１名） 主 査（１名）  

事務職員（２名）再任用（３名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 
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図書館 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

中央図書館 

庶務係 

(1) 図書館計画の立案及び進行管理に関すること。 

(2) 文書の収発、保管及び公印の管理に関すること。 

(3) 職員の人事、服務、福利厚生に関すること。 

(4) 地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第 22条の 2第 1項に掲げる 

   職員に関すること。 

(5) 予算の執行及び物品管理に関すること。 

(6) 図書館運営状況の評価に関すること。 

(7) 図書館協議会に関すること。 

(8) 施設・設備の修繕、改修に関すること。 

(9) 関係部署との連絡・調整に関すること。 

(10) 統計及び調査・回答に関すること。 

(11) その他、他の係の所管に属さないこと。 

業務係 

(1) 中央図書館の館内業務に関すること。 

 ア 館の運営及びサービス計画の立案、実施に関すること。 

 イ 資料の選択、収集、保存、除籍に関すること。 

 ウ 資料の利用、読書案内及びレファレンスに関すること。 

 エ 地域資料及び行政資料の収集及び保存に関すること。 

 オ 子ども読書活動の推進に関すること。 

 カ 施設の貸出・管理に関すること。 

(2) 図書館資料予算の執行管理に関すること。 

(3) 図書館資料の受入及び蔵書構成に関すること。 

(4) 図書館運営の調査・研究及び企画に関すること。 

(5) 図書館資料の相互貸借、関係機関との連携に関すること。 

(6) 図書館や読書に関する行事の立案、実施及び奨励に関すること。 

(7) 図書館刊行物の発行に関すること。 

(8) 職員の研修に関すること。 

(9) 実習生の受入に関すること。 

奉仕係 

(1) 移動図書館の館内業務に関すること。 

 ア 館の運営及びサービス計画の立案、実施に関すること。 

 イ 資料の選択、収集、保存、除籍に関すること。 

 ウ 資料の利用、読書案内及びレファレンスに関すること。 

 エ 地域資料及び行政資料の収集及び保存に関すること。 

 オ 子ども読書活動の推進に関すること。 
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(2) 移動図書館車の維持管理に関すること。 

(3) 障害のある人々へのサービスに関すること。 

(4) 視聴覚ライブラリーに関すること。 

(5) 学校・施設・団体への読書活動支援及び図書館資料の貸出に関する 

こと。 

(6) 図書館の広報、宣伝、年間事業予定に関すること。 

(7) 図書館のボランティア活動に関すること。 

(8) 図書館情報システムに関すること。 

 

 分館（高幡図書館、日野図書館、平山図書館、多摩平図書館、市政図書室、 

百草図書館） 

(1) 分館の館内業務に関すること。 

 ア 館の運営及びサービス計画の立案、実施に関すること。 

 イ 資料の選択、収集、保存、除籍に関すること。 

 ウ 資料の利用、読書案内及びレファレンスに関すること。 

 エ 地域資料及び行政資料の収集及び保存に関すること。 

 オ 子ども読書活動の推進に関すること。 

 カ 施設の貸出・管理に関すること。 

(2) 施設・設備の維持管理に関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 5年 12月 31日現在)  

館 長（１名） 副館長（１名） 分館長（５名） 副主幹（１名）  

係 長（２名） 主 任（７名） 事務職員（１３名） 再任用（８名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 

 

 

郷土資料館 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

(1) 公印の管理及び文書に関すること。 

(2) 物品管理に関すること。 

(3) 施設設備の維持管理に関すること。 

(4) 寄贈及び寄託資料の受納、返納に関すること。 

(5) 調査及び統計に関すること。 

(6) 日野市郷土資料館協議会に関すること。 

(7) 関係機関及び団体との連絡に関すること。 

(8) 資料（条例第 3条に規定する資料をいう。以下同じ。）の収集、整理、 

   展示及び保管に関すること。 

(9) 資料の目録、報告書等の作成に関すること。 
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(10) 資料の調査、研究に関すること。 

(11) 資料の撮影、閲覧及び貸出し等に関すること。 

(12) 特別展及び企画展の開催に関すること。 

(13) 講演会、研究会等の開催に関すること。 

(14) 寄贈及び寄託資料の選定に関すること。 

(15) 他の博物館、図書館等との協力に関すること。 

(16) 学校教育と連携した各種の学習会の開催等に関すること。 

(17) 市民の自主的な学習活動と連携した事業の開催に関すること。 

(18) 博物館実習の受入に関すること。 

(19) 運営状況に関する評価等に関すること。 

(20) その他資料館事業のために必要なこと。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 5年 12月 31日現在)  

課長（学芸員）（１名） 係長（学芸員）（１名） 係長（１名） 

主査（学芸員）（１名） 主任（学芸員）（５名）  

事務職員（学芸員）（２名） 再任用（１名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 
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指摘事項（意見・要望）   

 

１ 現金の出納事務の取扱いについて 

  釣銭及び前渡金について、保管方法、鍵等の管理について監査した結果、概

ね適正に管理されていた。 

【意見・要望】 

  現金の取り扱いについては、事件・事故のリスクが高いため、今以上に適切

な管理を行うよう図られたい。なお、資金前渡による現金を保管している部

署はなかった。 

 

 

２ 資金前渡について 

  資金前渡について、経費の内容、管理方法及び精算事務について監査した結

果、概ね適正に処理されているものと認められた。 

【意見・要望】 

  郷土資料館の特別展に向けた資料調査・撮影のための特別旅費について、異

なる２つの特別展のための出張先が東北地方であったため、用件を一度に行

えるようにしたことは、経費削減及び事務の効率化の面から評価できる。今

後の出張についても、経費削減及び事務の効率化も含めた日程調整等をでき

る範囲で行われたい。 

 用件終了後の前渡金精算については、日野市会計事務規則第 86条第１項の

規定に従って事務処理をされるよう留意されたい。 

 

 

３ 業務委託契約に係る事務について 

  業務委託契約のうち、主管課契約した案件については、支出負担行為伺書兼

業者選定伺書、仕様書、随意契約締結依頼書、見積書、見積合せ結果及び契

約締結伺書、委託契約書（請書）等の契約手続きに関する書類を監査した結

果、一部において次のような点が散見された。 

項番  指摘事項 該当部署 

１ 見積書に社印がないもの 生涯学習課 

２ 見積書に定めている提出書類の提出がないもの 図書館 

３ 仕様書の付記事項が最新でないもの 生涯学習課 

図書館 

４ 契約書に添付する「個人情報を取り扱う受託業務につい

て個人情報の保護に関し定める条項」の添付がないもの 

生涯学習課 

図書館 
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【意見・要望】 

  主管課契約を行うに当たっては、日野市契約事務規則、財務会計システム操

作マニュアル（主管課契約）、その他総務課契約担当の通知や指示に従って、

適切に処理されることが求められる。しかし、2022年（令和４年）９月 22日

付け日企情第 151号企画部長・総務部長発「『委託事業に於ける情報セキュリ

ティ対策の徹底』について」により、業務委託契約における情報セキュリティ

対策に関する手続が新たに加わったこと、令和５年度契約からは仕様別紙付記

事項や契約書に添付する「個人情報を取り扱う受託業務について個人情報の保

護に関し定める条項」が変更となったことにより、業務委託契約手続は従前に

比べ複雑化した。加えて日野市契約事務規則の一部を改正する規則（令和３年

規則第 22号）により、主管課で契約手続を完結できる業務委託契約等の範囲

が広がったことから、主管課の業務委託契約において「ルールに則らない契約」

が発生するリスクが高まったと言える。 

ついては、契約事務全般を所管する総務部総務課において、前記を踏まえ、

主管課業務委託契約手続が適切に行われるよう周知徹底を図るための工夫・対

策を講じられたい。 

 

 

４ 消耗品費、印刷製本費、修繕料等の主管課契約等に係る事務について 

需用費のうち消耗品費、印刷製本費及び修繕料において、主管課契約した

案件について、支出負担行為伺書兼業者選定伺書、仕様書、随意契約締結依

頼書、見積書、見積合せ結果及び契約締結伺書、契約書（請書）等の契約手

続きに関する書類を監査した。その結果、一部において次のような点が見ら

れた。 

項番  指摘事項 該当部署 

１ 契約事務の一部を図書館長に再委任することができる

規定の手続きがされないまま、契約行為が行われている 

図書館 

２ 見積の辞退届等手続きがないもの 生涯学習課 

図書館 

３ 見積書の提出日がないもの 生涯学習課 

４ 不落業者の見積額の記載がないもの 図書館 

５ 仕様書別紙の付記事項が記載されていないもの 図書館 

６ 仕様書別紙の付記事項が最新でないもの 生涯学習課 

図書館 

【意見・要望】 

  項番 1について、日野市教育委員会教育長に対する契約等の委任規則第２条

によれば、市長は同条第３項に規定する図書館資料に係る契約権限を教育長に

委任すると定めた上、同規則第３条により教育長は市長から委任された契約事
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務の一部を図書館長に再委任することができるとされており、同規則第４条に

より教育長は再委任を行った場合は、直ちに受任者の職氏名及び委任範囲につ

いて市長に報告しなければならないと定められている。これについて、資料を

求めたところ、資料の提出がなかった。すなわち、手続きがされないまま、図

書館長による契約が行われていたこととなる。ついては、規定に沿い、早急に

契約委任に係る手続きをされたい。 

 主管課契約等を行うに当たっては、「日野市契約事務規則」、「財務会計シス

テム操作マニュアル（主管課契約）」その他総務課契約担当の通知や指示に従

って、適切な処理に当たるよう留意されたい。 

 また、契約事務全般を所管する総務部総務課においては、主管課において

契約手続が完結する消耗品費、印刷製本費、修繕料及び備品購入費について

も、主管課業務委託契約手続と同様に、これらの手続を主管課において適切

に行われるよう周知徹底を図るための工夫・対策を講じられたい。 

そのほかは、概ね適正に処理されているものと認められた。 

 

 

５ 補助金等の交付について 

補助金、交付金について、交付申請書、交付決定通知書等に関する回議書

等関係書類（実績報告に至っていないもので前年度（令和４年度）も同様の

補助金等交付があったものについては前年度分の書類を含む。）を監査した結

果、一部において次のような点が見られた。 

項番  指摘事項 該当部署 

１ 

  

補助金交付要綱の規定に反して経費の全額を交付して

いたもの 

ふるさと文化財課 

２ 補助金交付要綱に、補助対象経費の規定がないもの ふるさと文化財課 

図書館 

３ 補助金実績報告書添付の会計報告書が、補助金使途明細

として要件を満たしていないもの 

生涯学習課 

ふるさと文化財課 

図書館 

【意見・要望】 

項番１について、天然記念物の管理（剪定等）への補助金であるが、剪定

等に係る経費の全額 622,380円を補助金として支出していた。日野市文化財

保護条例第 10条には、「管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がそ

の負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の

一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付す

ることができる。」と規定している。当該天然記念物の管理者から提出された

補助金申請書に添付されている決算書は、前年度からの繰越金4,074,701円、

翌年度への繰越額が 3,876,614円であった。剪定等に係る費用を賄えるだけ



  

 - 10 - 

の資金があると思われることに対しての質問に、「繰越金はあるが、運営する

ための費用であり、維持管理に充てることは難しく、払えないとの申し出が

あったため、全額を補助した。」との回答であった。全額を補助する場合は、

同条例第12条の規定の手続きを執ってできるものであり、全額補助の説明は、

補助金交付決定回議書に何ら説明をされていなかった。 

ついては、当該条例を遵守するとともに、補助金交付先の財務状況等の確

認をし、補助金交付額の決定理由を交付決定回議書に明記し、補助金交付の

透明性を図られたい。 

項番２について、ふるさと文化財課が所管する郷土芸能保存育成補助金に

ついて、交付要綱に補助対象経費が規定されておらず、補助金対象経費はど

のようなものかを説明聴取時に確認したところ、「衣装の購入、楽器の修理へ

使われている。」との説明であった。また、図書館が所管する日野宿発見隊事

業補助金について、交付要綱第２条には、「発見隊が継続的に行う事業」と抽

象的な記載のみであり、説明聴取時に、何の事業でどのような経費が該当す

るかを確認したところ、「事業は、スタンプラリー、用水清掃、広報活動」ま

た、「対象となる経費は、消耗品費、印刷製本費」との説明であった。 

補助金がこれらの事業及び経費に充てられるべきものであれば、それぞれ

の補助金交付要綱に補助対象の事業及び経費を明記し、補助金交付の透明性

を図られたい。 

項番３について、生涯学習課が所管する生涯学習支援システム補助金につ

いて、実績報告書に添付の会計報告書は、交付金額と決算金額が同額で、経

費内訳のすべての経費は千円単位となっていた。総事業費の把握及び千円単

位の理由について、「把握していない。理由は分からない。」との回答であっ

た。ついては、総事業費につき、どの事業の、どの経費に、幾ら充てたか、

分かるよう、実績報告書を明確にされたい。また、ふるさと文化財課及び図

書館が所管する補助金については、上記項番２に記載のとおり、対象事業及

び対象経費を明確にした上で、会計報告書に補助金の充当先及び金額を明記

されたい。 

補助金交付決定回議書には、補助金支出の根拠や対象、補助対象経費、交

付額等の審査結果がわかるよう明確に記載すると共に、説明に足る資料等を

添付し、補助金支出の透明性を図られたい。また、その後の予算執行、実績

報告書の徴取及び補助金確定までの事務処理についても、補助金交付要綱の

規定に従い、適正に実施されたい。 

  補助金交付決定は、「日野市支出負担行為手続規則」に従って概ね適正に処

理されていた。 
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６ 備品の管理について    

備品については、登録価格５万円以上のものから一部を抽出して備品台帳

一覧表と突合し、管理・保管状況を調査したところ、一部において次のよう

な点が散見された。 

項番  指摘事項 該当部署 

１ 備品台帳にあるが現物がないもの 生涯学習課 

ふるさと文化財課 

郷土資料館 

２ 備品シールが貼付されていないもの 生涯学習課 

ふるさと文化財課 

郷土資料館 

【意見・要望】 

 「日野市物品管理規則」により、備品を含む所管物品全般の管理は物品管

理者、すなわち課長がこれに当たることとされている。各課においては物品

管理者、物品出納員を中心にすべての備品を定期的に点検し、適切な管理に

努めると共に、登録、廃棄、所管換え等の手続きに遺漏のないよう留意され

たい。また、備品を他の団体へ貸し出し、設置している場合も適切な管理を

図られたい。 

そのほかは、概ね適正に処理されているものと認められた。 

 

 

７ 時間外勤務の管理について   

時間外勤務実績を確認した結果、すべての部署において、月 45 時間を超え

る残業はなかった。 

【意見・要望】 

日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第５条の３第１項におい

て、時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限として、１カ月当たり 45 時間又

は１年当たり 360 時間を超えない範囲で必要最小限の時間外勤務を命ずるも

のとすると定められている。イベント等により、週休日に出勤をした場合は、

同規程第４条の規定のとおり週休日の振替をされるよう図られたい。 

所属長が、時間外勤務を命ずる際においては、同規程第５条の２第１項に、

「職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように

考慮しなければならない。」と規定している。さらに、職員の時間外勤務の実

態やその原因を究明し、業務の効率化、事務分担の見直し、職場内での協力体

制の構築などを図ると共に、職員の休暇取得状況も含めた業務遂行状況の確認

と健康面への配慮を行うことで、働き方改革やワーク・ライフ・バランスの更

なる推進を図ると共に、適正な管理をされるよう努められたい。 
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８ 郵券の管理について 

 郵券（切手等）について、郵券と受払簿の残高との照合を行うと共に保管

方法を確認した結果、概ね適正に管理されていた。 

【意見・要望】 

切手の購入は、必要とする分を購入し、同日に発送をすることで、極力在庫

を持たないよう図られたい。また、在庫を持たない場合であっても、受払簿を

作成し、購入及び使用状況の記録を残されたい。 

今後も「公金等取扱いに関する「検査」のガイドライン」に示された手順に

従って検査を行い、使用状況及び残数の適正な管理を行うよう留意されたい。 

 

 

９ 公印の管理について 

公印について、日野市公印規程に基づき印影を照合すると共に、保管方法

を確認し、印影の刷込み及び電子計算組織処理により使用している公印が、

日野市公印規程に照らし適正に管理・運用されているかを確認した結果、一

部において疑義を持つ事項があった。 

項番  指摘事項 該当部署 

１ 印影刷込み及び電子公印の使用に関する手続きへの疑

義 

生涯学習課 

【意見・要望】 

学校施設開放使用許可書について、印影刷込み及び電子印の使用をしている

が、次のような問題点が認められた。 

教育委員会の公印は、日野市教育委員会事務局処務規則第５条（事務分掌）

の規定により、教育部庶務課に公印の管理を規定し、教育委員会の公印に関し

ては、日野市教育委員会公印規程に規定している。生涯学習課が行った印影刷

込みの手続きについては、教育委員会公印規程に従うものであるが、教育委員

会公印規程第５条（準用）に、「この規程に定めるもののほか、公印の取扱い

等については、日野市公印規程を準用する。」とある。しかし、この条項にお

ける、準用の読み替え（「総務部総務課」を「教育部庶務課」と読み替える。）

規定がない。このため、公印に関する手続きは、総務部総務課が担うものと解

す。 

教育部庶務課及び総務部総務課と協議をし、整備上の不備、又は、運用上の

不備なのかを確認し、適正な手続きをされたい。 
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１０ 歳入・歳出の予算執行状況について 

歳入予算の収納状況及び歳出予算の執行状況等について、第３四半期末時点

における確認を行った。 

歳入については、主に調定済額に対して収入未済額の要因等について確認し、

歳出については、予算の執行状況について確認をした結果、概ね適正に執行さ

れていた。 

 

 

１１ その他 

【意見・要望】 

項番 1について、社会教育法第 21条第１項によると、「公民館は、市町村が

設置する。」とされ、同条第３項に、「公民館の事業の運営上必要があるときは、

公民館に分館を設けることができる。」とされ、第 24条によると、「市町村が公

民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に関する事項

を定めなければならない。」とされている。 

中央公民館高幡台分室（以下「分室」という。）は、平成 16年から、旧日野

市立高幡台小学校校舎を利用し、これまでに多くの事業を実施し、分室を活動

の場としている団体も多く、令和４年度の利用者実績が約 16,000人であること

からも、地域住民を中心にその存在は広く認識されていると言える。また、日

野市公民館使用条例に、分室の部屋（分室の部屋を特定する記載はなく、単に

部屋の呼称のみを記載）の使用料を徴収することができる規定を定めている。 

一方、日野市公民館設置条例、日野市公民館使用条例、その他の例規には、

分室を特定する規定が存在しないことについて、説明聴取にて説明を求めたと

ころ、決裁のみで設置されたことが判明した。また、分室を例規に定めなくて

も、これまで何ら問題がなかったことの説明があった。 

社会教育法に、公民館に「分館」を設置できる規定はあるが、「分室」に関す

る規定はない。分室の所在地、事業、市民の認知度を含めると、「分館」と何ら

変わらぬものと考えられる。今後、事故があった場合や、旧日野市立高幡台小

学校校舎の取り壊しに伴う移転や事業の継続も含め、所在地を特定しないこと

の弊害、社会教育法第 21条第３項に規定する「分館」に当たるか否かを含め、

分室の設置を法的に定める必要性について調査し、必要がある場合は、例規に

定めるよう図られたい。 

 

 

 

 

 

項番  指摘事項 該当部署 

１ 中央公民館高幡台分室の設置規定がない 中央公民館 
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１２ 財務に関する事務のリスク管理等について 

【意見・要望】 

 令和３年８月より、市では地方自治法に規定する内部統制制度の取り組みが開

始された。本定期監査報告書に指摘した事項、意見・要望事項の大部分は、全庁

に亘るリスクであり、監査結果を踏まえた改善策や講じる措置は、全庁に周知及

び徹底を図られたい。また、職員一人ひとりが常にリスクを想定し、そのリスク

を未然に防止するための対応策やその被害を最小限にとどめるための体制づく

り等、全体の奉仕者としての公務員の役割と責務を深く自覚して、市民への信頼

確保に努められたい。  
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別  表 

予 算 執 行 状 況 

                     （令和 5年 12月 31日現在 単位：円：％）     

※ 歳入表欄中  **** の表記は財務会計システムの表現による。 

 

生涯学習課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと文化財課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳　入

対予算 対調定
0.0 ****
0.0 ****

収入率
款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

都補助金 8,776,000 0 0 0
都支出金 8,776,000 0 0 0

歳　出
款

教育費 21,721,000 11,011,640 10,709,360 50.7
項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率

社会教育費 21,721,000 11,011,640 10,709,360 50.7

歳　入

対予算 対調定
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****

収入率
款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

国庫支出金 4,800,000 0 0 0

国庫補助金 4,800,000 0 0 0
2,420,000 0 0 0都支出金
2,400,000 0 0 0都補助金

委託金 20,000 0 0 0

歳　出
款 執行率

教育費 14,365,000 5,419,670 8,945,330 37.7
項 予算現額 執行済額 予算残額

社会教育費 14,365,000 5,419,670 8,945,330 37.7

歳　入

対予算 対調定
3.4 100.0
3.4 100.0

諸収入 5,502,000 184,487 184,487 0
雑入 5,502,000 184,487 184,487 0

収入率
款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

歳　出
款

社会教育費 31,408,000 16,199,105 15,208,895 51.6

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率
教育費 31,408,000 16,199,105 15,208,895 51.6
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図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郷土資料館 

 

 

 

 

 

 

 

歳　入

対予算 対調定
**** 100.0
**** 100.0
48.0 100.0
48.0 100.0
55.4 99.6
55.4 99.6雑入 1,155,000 642,740 639,890 2,850

諸収入 1,155,000 642,740 639,890 2,850

収入率

使用料及び手数料 0 40,000 40,000 0

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

使用料 0 40,000 40,000 0

財産売払収入 126,000 60,480 60,480 0
財産収入 126,000 60,480 60,480 0

歳　出
款

教育費 348,969,000 149,133,665 199,835,335 42.7
項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率

社会教育費 348,969,000 149,133,665 199,835,335 42.7

歳　入

対予算 対調定
101.5 100.0
101.5 100.0

収入率

財産収入 54,000 54,800 54,800 0

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

財産売払収入 54,000 54,800 54,800 0

歳　出
款

教育費 10,872,000 4,838,757 6,033,243 44.5
項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率

社会教育費 10,872,000 4,838,757 6,033,243 44.5
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November Hino.

事務処理期限や支払期限の確認は、
日常的にできていますか？

「担当者のせい」「課長のせい」…誰
かのせいにしていませんか？
誰かではなく、仕組み、体制を見直そ
う。

日常を守ってこそ、ヒーロー

誰も責めない、憎まない

問題が起きたときは、係や課など組織
で対応する準備はできていますか？

発生したリスクは共有できています
か？今年も所管部署リスク評価を実
施します。

独りでは、戦えない

反省が組織を強くする

内部統制推進委員会事務局：企画経営課（内線4113）

11月はコンプライアンス月間。

守ろう、ルール。
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内部統制ニュースVol.15 令和6年3月22日

支払忘れが

近年多発しています！

令和3年度

•給付申請を受けてい
たが、引継ぎがされ
ずに後任者が支払い
に気づかなかった

令和4年度

•支払う根拠は発生し
ていたが、事業者も
請求を忘れ、市側も
失念した結果、出納
閉鎖期間を超えてし
まった。

令和5年度

•毎月払いの契約につ
いて、年度末2カ月
分の支払を失念した
まま出納閉鎖期間を
超え、事業者からの
指摘で発覚した。

特に年度末・年度初め

洗い出した支払予定をGaroonのスケジュールに登録！
毎日見るもの・みんなが見れるものにするのがキモです。

歳出一覧、予算差引簿などから、「支払漏れがないか」「これか
ら支払うべきものは何か」を、担当・係長・課長の全員で洗い出
しましょう。

担当者任せにせず、係長任せにもせず。
「この支払、まだあります」の一言が大事です。

＜実際に発生したリスク例＞

こんな予防策、今からできる対応策を取ってください

課会・係会も有効です



内部統制ニュースNo.16 令和6年3月29日
令和5年度監査指摘事項重要案件

～手続き漏れが毎年監査により指摘されています～

ちゃんと手続きされていますか？

公印その

システムに印影を
登録して出力する

Wordやコピー機で印
影を量産する場合

押印文書をあら
かじめストック
しておく場合

公印管理課の審
査をスキップす
る場合

【電子公印】
• 電子印使用承認申請
• R2以降の承認は、システム

の利用終了まで有効
• 出力、発出、廃棄を受払票
を作成して記録

【印影刷込み】
• 公印使用承認申請
• 毎年度申請が必要
• 出力、発出、廃棄を受払票を
作成して記録

【事前押印】
• 公印使用承認申請
• 毎年度申請が必要
• 作成、発出、廃棄を受払票
を作成して記録

【審査手続特例】
• 審査手続特例申請
• 毎年度必要
• 公印使用簿又はシステム上の
記録による使用履歴の管理

特に電子公印は、現に使用しているシステムに
ついても、申請しているかどうか必ず確認を！



【資料８】

管理部門リスク事例評価シート No. 2023-00

事案名

事例把握部署 報告日

発生した 過去事例なし

相談を受けた 過去事例あり（類推含む）

その他（　　　　　　　　　）

内　容

整

備

上

運

用

上

整

備

上

運

用

上

実施日

委員会における評価 評価日

項目 評価

市民影響度 1

発生可能性 1

重要度 2

不備の程度 不備

不備の種類 整備上

全庁での再発防止

実施日

対策内容

評価理由・コメント

種　類

発生原因

発生・再発

防止への

対応策

把握方法 過去の発生の有無



所管部署リスク評価シート

凡例

評価部署 直接入力するセル

所属名 ドロップダウンリストから選択するセル

記入者 自動計算されるセル又は入力不要なセル

評価日

No. リスク
リスク発生

の有無
具体的内容

リスク発生・

認知時期

全庁／個

別

再発／新

規
評価

被害額・損害額

（千円）

内容・計

算根拠
評価 判定方式 判定要素1 判定要素2 評価

コンプライア

ンス判定

不備の

程度
発生原因 対策内容 対策担当者

対策実施

期限
完了

対策完

了日

対策完了

確認日

整備上／

運用上

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

推進委員会確認欄市民影響度 発生可能性 重要度 再発防止対応リスク内容

【資料９】
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